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第1章 本書の概要 

1.1 背景と目的 

1.1.1 背景 

WHO が作成した COVID-19 予防のためのガイダンス1によると、一般家庭、学校・保健医療施

設における手指衛生（衛生行動）は飲料水の安全性と並んで非常に重要な要素とされている。一

方、持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）の水供給・衛生施設部分のモニタ

リングを WHO と UNICEF が共同で実施しており、その共同モニタリングプログラム（Joint 

Monitoring Programme: JMP）で、2020 年 4 月後半に家庭、学校・保健医療施設における衛生行動

の現状をまとめた文書「Hygiene baseline pre-COVID-19」を発信した。この文書では COVID-19 が

問題となる以前の手指衛生の世界的な状況をベースラインとして国、地域別でまとめており、世

界レベル（途上国のみ）では一般家庭の 40％、学校の 50％が石鹸を備えた手洗い施設にアクセス

出来ていないとしていた。また、COVID-19 対策の最重要施設である保健医療施設に関しては、石

鹸を備えた手洗い施設へのアクセスに関するデータが不十分であるとして、公表できなかった。 

JICA は衛生改善（衛生的なトイレの設置（Sanitation）と衛生行動改善（Hygiene））に関して、

アフリカ諸国を中心に水供給改善プロジェクトや海外協力隊の派遣を通じてフィールドで活動を

実施してきた。JICA による衛生改善の方向性や方法をまとめた文書としては、2008 年に「日本の

国際協力における衛生支援ガイドブック」がある。これは衛生的なトイレの利用推進に関してま

とめたものであるが、衛生行動改善に関しての記載は極めて限定的である。同じく 2008 年に執務

参考資料としてまとめた「村落衛生に関する国際協力の手引き」もあるが、家庭・学校における

衛生改善を対象としており、保健医療施設における衛生行動改善は記載していない。現状を考慮

すると、学校・保健医療施設における衛生行動改善を包含する最新の執務参考資料が必要である。 

 

1.1.2 目的 

上記を踏まえ、基礎情報収集確認調査「国際 NGO との連携による学校・保健施設における衛生

行動改善に関する情報収集・確認調査」（以下、「本調査」）を実施した。本調査の目的は以下の

とおりである。 

➢ 国際 NGO との連携を通じてサブサハラアフリカ及び南アジアでパイロット活動を実施し、

途上国の学校・保健医療施設での COVID-19 対策及び衛生行動改善に貢献する。 

➢ パイロット活動の成果を基に、JICA の衛生行動改善に関する執務参考資料を既存の文書を

参考にして新たに作成するとともに、活動で得られた成果物、知見を日本・対象国を含む

国々に対して発信する。 

本執務参考資料は、本調査や文献調査を通じて得られた知見を JICA 関係者が利用しやすいよ

うに整理したものである。 

 

1.2 本書の範囲 

1.2.1 本書の構成 

本書は、次の内容で構成される。 

第 1 章：本書の概要 

第 2 章：学校・保健医療施設の衛生行動改善の現状と協力の動向 

第 3 章：学校・保健医療施設の衛生行動改善に関するキーワード 

第 4 章：他開発パートナーの学校・保健医療施設の衛生行動改善への取り組み 

第 5 章：学校・保健医療施設の衛生行動改善に関する協力を形成する上での基本的な

考え方及び留意点 

第 6 章：学校・保健医療施設での衛生行動改善に関する協力を実施する際の留意事項 
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第 7 章：パイロット活動で実施した学校・保健医療施設での衛生行動改善活動の紹介 

 

第 2 章では、学校・保健医療施設の WASH、衛生行動の現状を JMP の最新のデータから示し、

また同分野の協力における国際的な動向を概説する。第 3 章では、学校・保健医療施設での衛生

行動改善に関連する目標やイニシアティブやアプローチなどを整理する。第 4 章では、他開発パ

ートナーが実施している取り組みを紹介する。第 5 章では、JICA が学校・保健医療施設での衛生

行動及び水供給・衛生施設の改善に関する協力を形成する上での基本的な考え方及び留意点を示

す。第 6 章では、学校・保健医療施設における衛生行動改善に関する協力を実施する際の留意事

項として必要な要素、検討プロセスを示し、各施設や衛生啓発の導入に関する留意事項を示す。

第 7 章では、本調査のパイロット活動として国際 NGO と共に実施した衛生行動改善活動の内容

を紹介する。 

 

1.2.2 利用対象者 

本書は、JICA の案件形成・案件審査・案件マネジメントを担当する本部及び在外事務所職員、

ならびに現場で活動を実施する青年海外協力隊、シニアボランティア、専門家、コンサルタント

による利用を想定して作成されている。 

 

1.2.3 本書における学校・保健医療施設の衛生行動の定義 

本書が対象とする「衛生行動」とは、Hygiene の訳である。衛生行動には、手指衛生だけでなく、

衛生習慣、口腔衛生、月経衛生、食品衛生、環境衛生といった様々な側面が含まれている。本書

では WASH in Schools と WASH in HCFs (Health Care Facilities)を対象にするため、衛生行動（Hygiene）

の定義としては、WHO と UNICEF が実施する共同モニタリングプログラム（Joint Monitoring 

Programme: JMP）で定められた衛生行動である手指衛生を第一の定義として用いる。一方で、Water, 

Sanitation and Hygiene を略語として WASH と呼んでおり、これら 3 つは密接に関連するものとし

て扱うことが多い。Hygiene のみを改善しても Water や Sanitation に問題があれば、適切な手指衛

生が実現できない。これらは密接に関連して、相互に影響しあっている。そのため、本書では、

Hygiene（衛生行動）を主に扱うものの、密接に関連する Water（飲料水・水供給）、Sanitation（衛

生施設）、Waste Management（廃棄物管理）、Environmental Cleaning（環境清掃）も含めて考える

こととする。 

次図に JMP で定められた WASH in Schools の各サービスレベルの定義を示す。 

 

 
図 1-1 WASH in Schools の JMPの段階の定義2 

 

Advance service レベルの定義については、各国の目標に基づいて、それぞれ設定することにな

っている。なお、このレベルの例としては次のようなものが挙げられている。 
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図 1-2 WASH in Schools の JMPの Advance service レベルの定義 2 

 

次図に JMP で定められた WASH in HCFs の各サービスレベルの定義を示す。 

 

 
図 1-3 WASH in HCFsの JMPの段階の定義 2 

 

Advance service レベルの定義については、各国の目標に基づいて、それぞれ設定することにな

っている。なお、このレベルの例としては次のようなものが挙げられている。 

 

 
図 1-4 WASH in HCFsの JMPの Advance service レベルの定義 2 

 

1.3 実施体制 

本書の執筆は、業務委託として実施された。 
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(1) 業務委託先コンサルタント 

所属 担当業務 氏名 

日本テクノ株式会社 業務主任者／衛生 1 村上 照機 

アイ・シー・ネット株式会社 衛生 2 溝上 芳恵 

日本テクノ株式会社 NGO 連携 岡根 史佳 
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第2章 学校・保健医療施設の衛生行動改善の現状と協力の動向 

2.1 学校・保健医療施設の衛生行動及び水供給・衛生施設の現状 

JMP のモニタリング結果から学校での衛生行動及び水供給・衛生施設の現状（2023 年データ）

を示す。学校（就学前教育、小学校、中学校）において、基本的なレベルの飲料水（改善された水

源からの飲料水が学校で利用できる）を使用できる割合は 77%であり、残りの 23%にあたる 4 億

4,700 万人の子供たちが学校で基本的なレベルの飲料水を使用することができていない。基本的な

レベルの衛生施設（学校に男女別で使用可能な改善された衛生施設がある）を使用できる割合は

78%であり、残りの 22%にあたる 4 億 2,700 万人の子供たちが学校で基本的なレベルの衛生施設

を使用することができていない。基本的なレベルの衛生行動（学校に水と石鹸が利用できる手洗

い施設がある）の割合は 67%であり、残りの 33%にあたる 6 億 4,600 万人の子供たちが学校で基

本的なレベルの衛生行動を取ることができない3。 

なお、2022 年の JMP モニタリング報告書4では、2015 年から 2021 年までの国、地域、世界の進

捗状況を評価し、2030 年までに世界の SDGs 目標を達成するには、現在の進捗率を大幅に加速す

る必要があるとされている。 

 

 
図 2-1 WASH in Schoolsの 2015年及び 2023年の世界でのサービスレベルの状況5 

 

JMP のモニタリング結果から保健医療施設での WASH、衛生行動の現状（2021 年データ）を示

す。基本的なレベルの飲料水（敷地内の改善された水源から水を利用できる）を使用できるのは

78％の保健医療施設である。一方、17 億人が保健医療施設での基本的なレベルの飲料水を利用で

きず、うち 8 億 5,700 万人が全く飲料水を利用できていない。基本的なレベルの衛生行動（機能す

る手指衛生設備が診療現場及びトイレから 5 メートル以内に設置されている）を取ることができ

るのは保健医療施設の 51％であり、一方で、38 億 5,000 万人は保健医療施設で基本的な衛生行動

を取ることができず、6 億 8,800 万人は衛生行動を全く取ることができない。基本的なレベルの衛

生施設、廃棄物管理、環境清掃に関しては、データを有する国が不足しており、地域的・世界的

な普及率の算出が不可能である。 

なお、2022 年の JMP モニタリング報告書6では、2021 年までの医療施設における WASH につい

て、特に WASH と感染予防・管理（IPC）との関連に焦点を当てながら、国、地域、世界の推計

値を示している。世界各国が 2030 年までに SDGs の目標 3 と 6 を達成し、保健医療施設における

WASH へのユニバーサル・アクセスを達成するには、国・施設レベル双方で強力なリーダーシッ

プが必要なことが強調されている。 
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図 2-2 WASH in HCFsの 2015年及び 2021年の世界でのサービスレベルの状況7 

 

2.2 学校・保健医療施設の衛生行動改善に関する協力の国際的動向 

学校・保健医療施設の衛生行動及び水供給・衛生施設の改善に関する協力は、1990 年代より重

要性が認識されるようになり、また 2006 年の国連総会において 2008 年を国際衛生年とする決議

が採択され、さらに国際衛生年の取り組みの一環として毎年 10 月 15 日を「世界手洗いの日」と

制定され、石鹸を使った手洗いの重要性が世界中で啓発されるようになってきた。また SDGs の

ゴール 3,4,6 の中で学校・保健医療施設での WASH のアクセスの状況がモニタリング指標として

加わったことや WHO と UNICEF が 2018 年、2019 年に WASH in Schools、WASH in HCFs として

ベースライン調査結果を取りまとめ、その後 2 年毎に進捗レポートを公表しており、学校・保健

医療施設における WASH 改善の重要性が強く認識されるようになってきている。 

具体的なアプローチ、他開発パートナーの動向については、第 3 章、第 4 章に詳述する。また、

学校・保健医療施設での衛生行動及び水供給・衛生施設の改善については、WASH in Schools、

WASH in HCFs として概要、重要性、国際的な動向を、3.1.2 WASH in Schools、3.1.3 WASH in Health 

Care Facilities にまとめる。 

 

2.3 学校・保健医療施設の衛生行動改善に関する JICA の取り組み 

JICA は無償資金協力、有償資金協力、技術協力などの様々なスキームを用いて、教育分野、保

健分野、WASH 分野の支援をこれまで行ってきた。無償資金協力や有償資金協力における学校や

保健医療施設の建設事業では、水供給施設、手洗いを含む衛生施設の整備なども含まれている。 

JICA の調査8によれば、無償資金協力において村落給水分野での手洗いに関わる取り組みは限

られており、教育分野においても手洗い施設はトイレに付随するものとして設置されているもの

の、手洗い指導はなく手洗いに関して重要視されていない。また保健分野でも、手術室やトイレ

に手洗い施設が設置されているもの、人々の手洗いの行動変容を促す支援などについての記述は

少ない。また、技術協力においては、村落給水分野では衛生啓発なども実施されており、水場の

衛生環境改善、トイレ清掃や管理といった啓発活動が含まれており、それらの中に手洗いも含ま

れているものと考えられる。 

上記スキーム以外の JICA の取り組みとして、アフリカでの WASH に関する課題に取り組む海

外協力隊「水の防衛隊」が挙げられる。水の防衛隊は、2008 年に日本で開催された第 4 回アフリ

カ開発会議（TICAD IV）において提唱され、2023 年 8 月末までに 21 か国に累積 300 名以上が派

遣されている9。コミュニティ開発（旧村落開発普及員）の派遣数が多く、他の職種も人的資本分

野や保健・医療分野であり、衛生・手洗いに関わる活動分野が最も多い。マダガスカル国に派遣

された隊員の中には、石鹸を使った手洗いを促進するために手洗いソングと歌に合わせて踊るミ
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ュージックビデオを作成し、国内で浸透するなどの波及効果も見られる 9。 

この他にも、JICA は COVID-19 感染症流行の際の 2020 年 9 月に手洗い運動のプラットフォー

ムとして「健康と命のための手洗い運動」を立ち上げ、2022 年 3 月までに 61 か国で 296 の活動

に取り組み、約 3 億人に正しい手洗いの大切さを伝えている。この活動の 1 つに正しい手洗い方

法を伝える開発途上国向けのマンガポスターを制作しており、34 以上の言語に翻訳されて、啓発

活動に活用された。 

 

2.4 なぜ学校・保健医療施設の衛生行動改善か 

上記のとおり、学校・保健医療施設における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善が遅れてお

り、国際的にもこれらの分野への協力が求められている。日本政府、JICA としてもこれらの分野

に対して協力を行う必要性があると考えられる。以下の観点から、JICA が学校・保健医療施設に

おける衛生行動及び水供給・衛生施設の改善を行う必要性を述べる。 

 

(1) 疾病削減 

WHO10によれば、2019 年には安全な WASH サービスの利用により、少なくとも 140 万人の命

と 7,400 万人の障害調整生命年（Disability-adjusted life years: DALY、疾病等による早世や障害によ

る健康損失を統合した健康指標）が下痢性疾患、急性呼吸器感染症、土壌伝播寄生虫症、栄養不

足の結果から失われるのを防げた可能性があるとしている。これは、世界全体の死亡者数の 2.5%、

DALY の 2.9%に相当する。また、下痢性疾患がこの大半を占める負担原因であった。下痢性疾患

の負担の約 69%は安全でない WASH に起因するものである。WASH に起因する疾病負担の 2 番

目に大きい原因は、不十分な手指衛生に起因する急性呼吸器感染症であり、356,000 人の死亡と

1,700 万 DALY に関連していた。 

下痢症疾患や急性呼吸器感染症などから身を守るためには、安全な WASH サービスを利用する

必要があり、個人でできる対策の 1 つとして石鹸を用いた手洗いがある。石鹸を用いた手洗いは、

公衆衛生における最も費用対効果の高い投資の 1 つであり、下痢疾患に関連する DALY を回避す

る基も費用対効果の高い方法であるとされている11。また、石鹸による手洗いを促進する介入は、

低中所得国における急性呼吸器感染症の減少に効果があることが分かっており、呼吸器疾患の大

きな負担を防ぐのに役立つとされている12。 

学校・保健医療施設において、衛生行動及び水供給・衛生施設の改善に取り組むことは、健康

面だけでなく経済面でも好影響がある。例えば、保健医療施設における衛生行動及び水供給・衛

生施設の改善は、母親と新生児・幼児の健康状態を改善するだけでなく、幼児期の発達、子供の

栄養改善にも繋がるものである。そのため、ライフコースの観点からも長期的な健康への好影響

がある。また就学前教育を含む学校での衛生行動及び水供給・衛生施設の改善は、質の高い教育

への公平なアクセスの確保だけでなく、健康の改善、出席率の向上、学業成績の向上、生涯にわ

たる健康習慣の習得に繋がり、さらには、質の高い教育を受けた健康な人々は、地域や国家の経

済成長にも寄与する。 

 

(2) 学校・保健医療施設を基軸としたマルチセクトラルアプローチによる相乗的な効果の発現 

栄養改善、健康、身体的・知的発達、経済成長といった目標は、単一セクターのみの介入では

達成が困難であることから、複数のセクターの介入を行い、相乗的な効果の発現により目標達成

に近付けることが考えられる。学校・保健医療施設での衛生行動及び水供給・衛生施設の改善に

は、教育×WASH、保健×WASH を基本とするマルチセクトラルアプローチを必要とする。学校

や保健医療施設は、教育セクターや保健セクターの基軸となる施設であり、学校や保健医療施設

を通じて多くの人々に効率的にリーチできる。そのため、介入に当たってのプラットフォームと

して機能することができ、これらの施設を軸に包括的なプログラムを実施することで、その地域

の栄養、健康、経済発展に寄与することが考えられる。 

 

https://www.eisai.co.jp/sustainability/atm/ntds/diseases/helminthiasis.html
https://www.eisai.co.jp/sustainability/atm/ntds/diseases/helminthiasis.html
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(3) 衛生行動改善に関する日本の経験 

日本での清潔、手洗いといった衛生観念は、古代からの宗教的・文化的背景に深く根ざしてい

る。神社には手水舎があり、参拝する時は口をゆすぎ、手を洗ってからお詣りする宗教的儀式が

ある。第十代崇神天皇（3 世紀中頃から 4 世紀前半）の時代に大きな疫病が流行したことをきっか

けに、神社に手水舎をつくり、手洗いや口をゆすぐことを推奨し、この結果食前やトイレの後に

も手を洗う習慣ができてきたとされている13。小学校でもトイレだけでなく、廊下、階段の踊り場

や校庭といったところに手洗い場が設置されており、いつでも手を洗うことができる環境がある。

これらの手洗い場・トイレなどの衛生的な環境の整備や衛生や健康に関わる指導は、明治中期頃

より実施されている14。また第二次世界大戦終結直後の日本の児童／生徒の栄養失調や疾病蔓延

状態に対応するため、GHQ の公衆衛生福祉局の支援の下に文部省・厚生省は、養護教論の職務内

容を規定し、この中には、衛生教育、環境衛生や学校給食に関する項目も含まれていた15。また生

活改善普及事業も GHQ の指導下で進められ、公衆衛生や国民の健康水準を飛躍的に向上させて

おり、その背景には、栄養教育と衛生教育を両輪で取り組み、公務員である生活改良普及員が農

村の家庭をまわって、手洗い啓発やトイレの衛生改善などを指導したことが挙げられている16。

1968 年には「小学校学習指導要領」が改定され、学校給食を通して手洗い等の衛生教育を行うよ

うにもなった 16。 

日本では上記に示す宗教的・文化的背景や就学前教育、小学校などでの手洗い指導など衛生教

育の影響で、清潔さの維持といった衛生観念が醸成されてきたものと考えられる。日本における

これらの経験、特に教育分野での経験は、開発途上国での衛生行動改善に活かすことができると

考えられる。 

 

(4) 日本政府、JICA の学校・保健医療施設での衛生行動及び水供給・衛生施設の改善の位置付け 

開発協力大綱、グローバルヘルス戦略、JICA グローバル・アジェンダに示されている方針との

整合性について以下に示す。 

 

a) 開発協力大綱 

2023 年に策定された開発協力大綱17の基本方針の 1 つである「人間の安全保障」では、「一人

ひとりが恐怖と欠乏から免れ、尊厳を持って幸福に生きることができるよう、国・社会づくりを

進める」こととされている。また、この人間の安全保障を実現するために、「保健・栄養・教育を

含む分野における個人の保護と能力強化といった「人への投資」、人間中心の開発を通じた強靭

かつ回復力に富んだ国・社会づくりが引き続き重要である」とされている。学校・保健医療施設

での WASH の改善は、安全な水供給、適切な衛生施設、適切な衛生行動の実践を行うものであり、

子供、教職員、妊婦、患者、医療従事者の命・暮らし・尊厳を守る上でも重要である。また健康の

改善、出席率や成績の向上、生涯にわたる健康習慣の促進、感染症の予防、経済成長といった点

で地域・国の発展に寄与する協力でもあり、強靭かつ回復力に富んだ国・社会づくりの面でも重

要な協力といえる。 

重点政策においても、「質の高い成長とそれを通じた貧困撲滅」の面において、質の高い教育

や医療サービスへの公平なアクセスを確保するために重要であり、「複雑化・深刻化する地球規

模課題への国際的取組の主導」の面においても、SDGs 達成に向けた取り組みの加速化を行うと共

に、将来の公衆衛生危機に対する予防・備え・対応、保健システム強化等を通じて、ユニバーサ

ル・ヘルス・カバレッジを推進することや、万人のための質の高い教育等の推進することが述べ

られており、学校・保健医療施設での衛生行動及び水供給・衛生施設の改善はこれらに寄与する

協力である。 

 

b) グローバルヘルス戦略 

2022 年に策定されたグローバルヘルス戦略18では、パンデミックを含む公衆衛生危機に対する

予防・備え・対応や人間の安全保障を具現化するために、強靭、公平かつ持続可能なユニバーサ

ル・ヘルス・カバレッジの達成を目指している。具体的取組の 1 つとして分野横断的・学際的ア

プローチを挙げており、公衆衛生学に加えて、教育、水・衛生という観点からも取り組む必要が
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あることが述べられている。教育では、教育を通じて人々のヘルス・リテラシーを向上させるこ

とが極めて重要としており、就学前教育や小学校において、食事前やトイレ利用後の石鹸を用い

た手洗い等の適切な衛生行動の習慣化を身に付けさせるといった活動が公衆衛生危機に対する予

防・備え・対応としても必要だと考えられる。また、水・衛生は保健と極めて強い関連性を持つ

分野とされており、保健医療施設における水・衛生や手洗い、換気等の衛生行動の改善は、感染

防止としても重要性が高まり、保健へのインパクトが大きいとされており、これらの分野への取

り組みを強化することも述べられている。 

 

c) JICAグローバル・アジェンダ 

JICA は、「人間の安全保障」「質の高い成長」の実現というミッションを達成するために、2022

年に事業戦略としてグローバル・アジェンダを設定した。学校・保健医療施設での衛生行動及び

水供給・衛生施設の改善は、保健医療、教育、持続可能な水資源の確保と水供給のグローバル・

アジェンダと関連している他、障害と開発、ジェンダー平等と女性のエンパワメント、気候変動、

環境管理といったグローバル・アジェンダとも関連している。 
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第3章 学校・保健医療施設の衛生行動改善に関するキーワー

ド 

3.1 学校・保健医療施設の衛生行動改善に関する目標・イニシアティブ 

国際社会における目標やイニシアティブで、学校・保健医療施設の衛生行動及び水供給・衛

生施設の改善に関するものにどのようなものがあるか JICA 関係者は把握しておく必要がある。

特に、案件に WASH の改善を含むことの妥当性や、他案件との優先順位を考えるときに、主要

なイニシアティブについて理解しておきたい。なお、各国政府が出している国家ビジョン、国

家開発計画などにも学校・保健医療施設での WASH に関する記述があるか調べておく必要が

ある。近年学校・保健医療施設での WASH の基準を作成している国もあるため、教育、保健、

村落給水、上下水道分野の案件においてもこれらの基準の有無を調べ、必要に応じて参照する

必要がある。 

 

3.1.1 SDGs（持続可能な開発目標） 

SDGs（持続可能な開発目標）は、2015 年に国連加盟国によって採択された国際的な開発目

標である。2030 年までに達成すべき 17 の目標と 169 のターゲット、231 の指標で構成されて

いる。これらの目標は、貧困や飢餓の撲滅、質の高い教育の提供、気候変動への対策、平和で

公正な社会の実現など、人類と地球が直面する様々な課題に取り組むものである。SDGs の特

徴は、「誰一人取り残さない」という理念のもと、先進国と開発途上国がともに取り組むべき

普遍的な目標として設定されている。また、経済・社会・環境の三側面を統合的に扱い、持続

可能な社会の実現を目指している。SDGs の進捗状況は定期的に評価され、国連を中心に各国

の取り組みが報告されている。しかし、2030 年までの目標達成には更なる努力が必要とされて

おり、各主体の一層の取り組みが求められている。 

 

 
図 3-1 SDGsのターゲット19 

 

WASH in Schools, HCFs は、SDGs のゴール 6,4,3 と密接に関連しており、ゴール 2,5 とも間
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接的に関連しているものと考える。ゴール 6,4,3 のターゲット、指標に記載された内容を次図

に示す。青文字で記載したものが WASH との関連が強い項目である。また WASH in Schools, 

HCFs は、ゴール 1,2,5,8,10,11 及び 17 とも間接的に関連しており、WASH in Schools, HCFs に取

り組むことで、多くのゴールの達成に繋がると考えられる。 

 

 
図 3-2 WASH in Schools, HCFs と SDGsのゴール 6,4,3の WASH関連指標との関連 

 

3.1.2 WASH in Schools 

(1) WASH in Schools の概要 

WASH in Schools は、学校環境における飲料水・水供給（Water）、衛生施設（Sanitation）、

衛生習慣（Hygiene）の包括的な改善を目指すイニシアティブである。WASH in Schools は、次

に示すような要素から構成されており、物理的な設備の改善だけでなく、日常的な清掃活動、

衛生教育、行動変容、そして持続可能な運営を統合したアプローチを取る場合もある。また、

WASH in Schools は、学校を中心として子供たちの健康と教育の質を向上させ、さらにはその

影響を家庭や地域社会全体に波及させることを目指すことも含まれる。 

➢ 安全な飲料水の提供：学校内で安全で十分な量の飲料水を提供することを目指す。これ

には、清潔な水源の確保や浄水設備の設置などが含まれる 2。 

➢ 適切な衛生施設：十分な数のトイレなど、適切な衛生施設の設置を重視する。これらの

設備は、ジェンダーに配慮し、障害のある生徒も利用可能なものである必要がある 2。 

➢ 適切な手洗い施設：グループ手洗い施設など十分な数の手洗い場の設置を重視する。こ

れらの設備は、ジェンダーに配慮し、障害のある生徒も利用可能なものである必要があ

る 2。 

➢ 衛生教育：健康的な習慣の形成と維持を目的として、生徒に対して、正しい手洗いの方

法や個人衛生の重要性などを教育することが含まれる20。 

➢ 行動変容：単に衛生施設を提供するだけでなく、生徒そして地域社会全体の衛生に関す

る行動変容を促すことを目指す21。 

- 学校保健との連携：歯の健康を促進するための歯磨きや寄生虫感染を予防・治

癒するための駆虫プログラムなど学校保健との連携も含まれる22,23。 

➢ 清掃・衛生管理と廃棄物管理：健康的な学習環境の維持のためのトイレ、教室、校庭を

含む学校全体の定期的な清掃、衛生管理と廃棄物管理が含まれる24。 
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➢ 食品衛生管理：学校給食や食品取り扱いに関する衛生管理を含む。これには、安全な食

品の準備、保存、提供に関する実践と教育が含まれる 21。 

➢ 生徒の参加：清掃活動や衛生プログラムへの生徒の積極的な参加を促す。これにより、

責任感と衛生意識を育む25。 

➢ 運営とメンテナンス：WASH 施設の持続可能な運営とメンテナンスを確保するための体

制づくりを重視する。これには、学校のスタッフや生徒の参加が含まれる 22。 

➢ 包括的アプローチ：WASH in Schools は、教育、健康、ジェンダー平等、社会包摂など、

様々な側面を包括的に考慮したアプローチを取る26。 

➢ 持続可能性：一時的な介入ではなく、長期的かつ持続可能な改善を目指す。これには、

地域のリソースの活用や能力開発が含まれる 22。 

➢ モニタリングと評価：WASH in Schools プログラムの効果を測定し、継続的な改善を行

うためのモニタリングと評価システムを構築する。これには、衛生状態の定期的な評価

も含まれる 22。 

 

(1) WASH in Schools に取り組むことの重要性 

WASH in Schools に取り組むことは、子供たちの健康、教育、将来的な発展において非常に

重要である。その重要性を以下に挙げる。 

➢ 質の高い教育への公平なアクセスの確保：適切な WASH 設備は、全ての子どもたち

が快適に学習できる環境を整え、教育の質と公平性を向上させる 2。 

➢ 子供の権利・尊厳の保護：清潔で安全な学習環境を提供することは、子どもの基本的

権利を尊重し、その尊厳を守ることにつながる27。 

➢ 健康の改善：適切な WASH 設備は、下痢性疾患や寄生虫感染のリスクを大幅に減少

させる28。 

➢ 出席率の向上：清潔な水と適切な衛生施設があることで、病気による欠席が減少し、

特に女子生徒の出席率が向上する29。 

➢ 学習成績の向上：健康状態が改善され、欠席が減ることで、学習成績も向上する30。 

➢ 生涯にわたる健康習慣の促進：学校での WASH 教育は、子どもたちに衛生的な行動

習慣を身につけさせ、それが生涯にわたる健康促進につながる31。 

➢ ジェンダー平等の促進：特に思春期の女子生徒にとって、プライバシーが確保された

適切な衛生施設は非常に重要であり、出席率にも好影響を与える 26。 

➢ インクルーシブ教育の促進：適切な WASH 設備は、障害のある子どもたちを含む全

ての生徒の教育へのアクセスを確保する上で重要である32。 

➢ 経済的利益：長期的には、教育を受けた健康的な人々は経済成長にも寄与する33。 

➢ 家族への波及効果：子どもたちが学校で学んだ衛生習慣は、家庭に持ち帰られ、親や

兄弟姉妹の衛生習慣にも良い影響を与える34。 

 

(2) WASH in Schools の国際的な動向 

学校における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善に関する協力は、1995 年の WHO によっ

て打ち出された Global School Health Initiative による学校を通じた健康教育と健康増進や 2000

年前後に立ち上げられた UNICEF の Child Friendly School や WHO、UNESCO、UNICEF、World 

Bank による FRESH（Focusing Resources on Effective School Health）を通じて、学校での安全な

水と衛生施設の整備、衛生・保健教育の重要性が取り上げられるようになった。WASH in Schools

の概念自体は、2000 年代初め頃から使用されてきたが、近年着目されてきている。その背景に

あるのは、SDGs のゴール 4 の「指標 4.a.1 基礎的サービスを提供している学校の割合」とし
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て、(e)基本的な飲料水、(f)男女別の基本的なトイレ、(g)基本的な手洗い施設が含まれるように

なったことが挙げられる。また、WHO と UNICEF は 2018 年に初めて学校における WASH に

関する世界的なベースライン調査を発表した 2。これにより各国の WASH in Schools のアクセ

スの状況が数値化され、データの有無も含めて各国のアクセス率が比較可能となり、WASH in 

Schools のアクセス率改善に注目を浴びるようになった。 

また WASH in Schools は、学校保健の文脈からもその重要性が挙げられている。1986 年の健

康増進のためのオタワ憲章、1995 年の WHO 専門家委員会の勧告（WHO's Expert Committee 

Recommendation on Comprehensive School Health Education and Promotion, 1995）を基に、地域の

中で健康関連の活動を促進する場として機能する健康増進学校（Health Promoting School）を増

やすことを目標としたGlobal School Health InitiativeがWHOによって 1995年に打ち出された。

さらに 1999 年には、UNICEF が Child Friendly School を提唱し、子供の権利の保護を基本とし

た健康増進活動を進めた。その後、資源の効率的活用という観点から、WHO、UNESCO、UNICEF、

World Bank の 4 者が学校保健に係る資源（人材・資金など）を効果が期待できる活動に集約さ

せる戦略フレームワークである FRESH（Focusing Resources on Effective School Health）を 2000

年に提案した35。FRESH では、子供の健康状態の改善策としての学校での保健活動の有効性を

再確認し、子供の健康と栄養状態を改善することにより、学習成果を高めることが目指された
36。FRESH は、主要なフレームワークは１）学校保健に関連したポリシー、２）安全な水と環

境、３）健康教育、４）学校を基盤とした健康、栄養のサービス 35の 4 つを統合的に行うこと

とされている。学校における安全な水と環境は、健康的な学習環境の基本であり、感染症予防

に不可欠とされ、提供した設備を通して衛生教育を実践し、地域社会の模範となり、地域全体

の衛生改善にも寄与することが目標とされた37。この FRESH フレームワークの実施から得ら

れた経験を基に、WHOとUNESCOがすべての学校を健康増進学校にする取り組みであるMake 

every school a health-promoting school を 2018 年に立ち上げ38、2021 年に健康増進学校のための

グローバルスタンダードと指標を発表39した。さらに、WHO と UNESCO はこのグローバルス

タンダードの実施を支援・モニタリングするために、Global Platform to monitor school health40を

2023 年に立ち上げ、国別・地域別の比較分析を行えるようにしている。このグローバルスタン

ダードでは、8 つの基準が定められており、7 番目として学校の物理的環境（清潔な水の供給、

安全で適切な衛生施設、適切な廃棄物管理など）が挙げられている。 

 

3.1.3 WASH in Health Care Facilities 

(1) WASH in Health Care Facilities の概要 

Wash in Health Care Facilities（保健医療施設における WASH、または WASH in HCFs）とは、

飲料水・水供給（Water）、衛生施設（Sanitation）、衛生行動（Hygiene）、医療廃棄物管理（Waste 

Management）、環境清掃（Environmental Cleaning）のインフラとサービスが施設内のあらゆる

場所で確保できるよう整備する総合的なアプローチである41。「保健医療施設」には、一次医

療（簡易保健所、保健センター等）、二次医療（郡・県病院等地域レベルの総合医療施設）、

三次医療（中央レベルの病院や専門医療施設）、公立・私立、緊急事態に対応する仮設施設な

ど、都市部と農村部を含め正式に承認された全ての医療提供施設が該当する。 

WASH in HCFs の目的の一つとして重要なのが、安全な水と衛生施設へのアクセスを確保し、

適切な衛生行動を促進・定着させ、患者や医療従事者、ひいては地域全体での感染症リスクを

低減することである。そのため、感染予防・管理（Infection Prevention and Control：IPC）の概

念との親和性が高く、WASH は適切な IPC のための前提として位置づけられる。 

WASH in HCFs は、以下 5 つのコンポーネントから構成される42。 

➢ 安全な水の供給：保健医療施設内での手洗い、清掃、消毒に不可欠であり、安全な水

の供給を必要量確保することは極めて重要である。 

➢ 適切な衛生施設：医療従事者と患者、その他利用者に対し、性別に配慮した清潔で安

全なトイレと、適切な糞便・汚水処理システムを提供すること。 
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➢ 手指衛生：医療従事者や患者が、石鹸と流水、またアルコールベースの手指消毒液

（ABHR）を使用して、適切なタイミングで手指衛生を実施できる環境を整備するこ

と。 

➢ 廃棄物管理：医療行為によって生じる廃棄物、特に感染性廃棄物（血液、注射器やメ

ス、手袋、血液等が付着したものなど）を、感染事故を防止し、環境や健康への害を

防ぐために適切に分別、保管、運搬、処理、処分すること。専用の廃棄物処理システ

ムや職員の配置も求められる。 

➢ 環境衛生：保健医療施設内の環境表面を定期的に清掃・消毒するための実施体制を構

築し、これを実施すること。 

これらを効果的かつ持続的に機能させるための以下の要素も重要視される。 

➢ 政策とガバナンス：WASH in HCFs に関する国家政策・ガイドラインを策定し、施設

レベルでも WASH の実施計画を策定することで、保健医療施設における WASH の実

践を施設管理・運営に組み込む。 

➢ 資金調達：保健医療施設における WASH 実施に必要な資金を様々な財源から確保で

きるようにする。 

➢ 能力開発・強化：保健医療施設の管理者や職員に対し、WASH in HCFs の適切な実践

に必要な知識や技術を身に付けるための研修等を実施する。 

➢ 行動変容：医療従事者や患者、その他利用者に対し、手指衛生や環境衛生を中心とす

る WASH in HCFs に関する啓発活動を行い、衛生習慣の改善を図る。 

➢ モニタリング・評価：WASH in HCFs の実施状況について定期的にモニタリングと評

価を実施し、改善策を講じる。 

➢ 地域との連携：WASH in HCFs の持続性確保のため重要である。地域住民の理解と協

力を得られるような取り組みを行うことで、疾病の蔓延を防ぎ、公衆衛生を改善する。 

➢ エネルギー供給：WASH in HCFs の実施に必要な、電力や燃料などの安定したエネル

ギー供給を確保する。 

 

(2) WASH in HCFs に取り組むことの重要性 

WASH in HCFs に取り組むことは、上述の通り感染症リスクを低減するために極めて重要だ

が、保健医療サービス向上の面からも以下の通り重要である。 

➢ 感染症の予防：適切な WASH の実施により患者、医療従事者、その他利用者の健康

を守り、医療関連感染の拡大を防ぐ。 

➢ 患者の安全と健康：必要量の安全な水と適切な衛生環境が確保されることで保健医療

サービス提供を容易にし、その質を向上させる。また、疾病予防を実現することで抗

生物質の使用を減らし、薬剤耐性菌の蔓延を減らす。 

➢ 施設職員の働きやすさ：適切な衛生環境により医療従事者をはじめとする職員の健康

を確保し、効率的なサービス提供を実現する。 

➢ 地域社会への影響：排水や医療廃棄物を安全に管理することで周辺環境の汚染を防ぐ。

また、地域住民の保健医療施設への信頼を高め、地域全体の衛生環境改善や啓発の効

果が期待できる。 

WASH in HCFs は、全ての人々が安全で質の高い保健医療サービスを享受するための不可欠

な要素である43。 

 

(3) WASH in HCFs の国際的な動向 

保健医療施設での衛生行動及び水供給・衛生施設の改善に関しては、1990 年代からその重要
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性が認識され、WHO の「Water, Sanitation and Health」プログラムの立ち上げなど、WASH in 

HCFs に係る国際的な取り組みが見られるようになった。また、感染予防・管理（IPC）、安全

な水へのアクセス、手指衛生、医療廃棄物管理といった個別のイシューに対する国際的指針の

整備も進められた。そして 2000 年以降、WASH in HCFs の取り組みが国際的に広く知られるよ

うになった。ミレニアム開発目標（MDGs）の目標 7「環境の持続可能性の確保」の達成に向け

たターゲットとして、安全な水と衛生施設へのアクセスの改善が設定され、2005 年、国連ミレ

ニアム・プロジェクトのタスクフォースより報告書「Health, Dignity, and Development: What Will 

it Take?」が発表され、保健医療施設の WASH 改善の重要性が指摘された44。2015 年に採択さ

れた持続可能な開発目標（SDGs）では、目標 3「すべての人々に健康と福祉を」、目標 6「安

全な水とトイレを世界中に」が WASH in HCFs に直接関連するものとして設定されている。 

こうした動きと並行し、国際連合や WHO、UNICEF、国際赤十字連盟等が主導した多くのイ

ニシアティブにより、低・中所得国の保健医療施設における WASH の普及と改善が推進され

てきた。WHO は 2008 年に「Essential Environment Health Standards in Health Care」で保健医療施

設における WASH の基準を設定し、各国に対しその改善に向けた政策や計画の策定を促した。 

2015 年 3 月には、WHO と UNICEF が「WASH in Health Care Facilities: Global Action Plan」を

発表した45。Global Action Plan では、2030 年までに世界中の全ての保健医療施設の WASH 改善

を目標とし、国レベルでのリーダーシップ強化と政策・計画策定、資金調達や人材育成への取

り組み、定期的なモニタリング・評価の強化、知識や実践向上のためのアドボカシーやコミュ

ニケーションの拡充が強調された。そして同年、WHO と UNICEF が、保健医療施設自らが水、

衛生施設の状況を評価し、改善するためのツールとして「Water and Sanitation for Health Facility 

Improvement Tool（WASH FIT）」を開発し、WASH FIT を用いた施設レベルへの働きかけも推

進されている。そして 2015 年から 2019 年に WASH in HCFs に関する年次国際会合が開催さ

れ、主催者である WHO と UNICEF、各国政府、国際援助機関・NGO の参加のもと、国際的な

場での情報共有と議論が進められた（その後 2023 年、WASH in HCFs に関する 4 年ぶりの対面

での国際会議として Global Summit on WASH and Waste in Health Care Facilities が開催）。 

2019 年 5 月の第 72 回世界保健総会（WHA）では、WHA72.7 として「保健医療施設におけ

る水・衛生サービスに関する決議」46が採択され、WASH in HCFs の重要性が再確認された。

WHA72.7 では加盟国に対し、国家 WASH 政策・戦略・計画に保健医療施設を含めること、WASH 

in HCFs のための資金割り当てを増やすこと、効果的な規制とモニタリングの枠組みを開発・

実施すること、データ収集と報告を改善することなどが求められている。 

WASH in HCFs は国際的に広く認知され、国際機関や二国間機関、国際 NGO の支援、各国

政府による政策や戦略の策定、施設レベルでの活動は確実に拡大している。しかし、2023 年 6

月の WHO と UNICEF の報告書「Water, sanitation, hygiene, waste and electricity services in health 

care facilities: progress on the fondamentals. 2023 global report」で述べられた通り、その取り組み

は未だ不十分というのが現在の評価である47。そんな中、2023 年 12 月の第 78 回国連総会で決

議 A/78/L.14「Sustainable, safe and universal water, sanitation, hygiene, waste and electricity services 

in health-care facilities」が採択された。この決議は、WASH in HCFs の重要性を改めて強調し、

加盟国に対して、以下の行動を強く要請している48。また、WASH の拡充はコストではなく投

資という視点が強調されている。 

➢ WASH in HCFs への投資を優先事項とする。 

➢ 効果的で持続可能な WASH in HCFs の提供を確実にするため、国家政策・戦略・計画を

策定・実施する。 

➢ 保健医療従事者を含む全ての人が安全で適切な WASH サービスを利用できるようにす

る。 

➢ 気候変動の影響から WASH in HCFs を守るための措置を講じる。 

また、WHO と UNICEF は、WASH in HCFs のグローバル・ナレッジ・ポータルとして、WASH 

in Health Care Facilities (www.washinhcf.org)を公開している。このウェブサイトは 2015 年に開設

され、2019 年に全面改訂された。このサイトでは、保健医療施設における WASH や医療廃棄

http://www.washinhcf.org/
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物管理、ケアの質、感染予防と管理に関する国の基準、ガイドライン、政策の例や WASH の改

善と維持のための 8 つの実践的ステップ（図 3-3）と国別の進捗状況など幅広い情報、リソー

スを提供している。 

 

 
図 3-3 保健医療施設の WASH改善・維持のための 8つの実践的ステップ 42 

 

3.1.4 Hand Hygiene for All Global Initiative 

Hand Hygiene for All Global Initiative（すべての人のための手指衛生グローバルイニシアチブ）

は、2020 年に WHO と UNICEF が共同で立ち上げた世界中の手指衛生の重要性を高め、実践を

促進するための国際的な取り組みである。COVID-19 感染症流行の際に、手指衛生の重要性が

再認識されたことが立ち上げのきっかけの一つである。このイニシアティブの目的は、2030 年

までに、すべての人が安全で適切な手指衛生を実践できるようにすることである。各国に対し

て、COVID-19 流行予防・対応計画と感染症対策、WASH 分野の開発のための中長期開発計画

をつなぐ形で手洗い促進のためのロードマップの策定を呼び掛けている。そのアプローチとし

て、①パンデミック対応期（Responding）、②復興期（Rebuilding、COVID-19 以外の感染症へ

の対策も含めた対応）、③手洗いの再考期（Reimagining、手洗いを当たり前の習慣にする）の

3 つのステージで整理49している。重点分野として、保健医療施設、学校、保育施設、職場、交

通のハブ、家庭、公共施設、宗教施設での手指衛生の改善、行動変容のための教育と促進、政

策立案と制度的枠組みの強化、資金調達と投資の促進が挙げられる。このイニシアティブは、

多様なステークホルダーの協力のもと、世界中での持続可能な実践を目指している。 

 

3.1.5 COVID-19 感染予防対策としての手指衛生 

手指衛生は、石鹸と流水を用いた手洗いと、アルコールベースの手指消毒剤（ABHR）によ

る手指消毒の両方を含み、手指から汚れや微生物を取り除くことを意味する。新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19）のような、下痢性疾患や呼吸器疾患を含む感染症の蔓延を防ぐための

最も基本的な感染予防対策であり、最も効果的で費用対効果の高い方法の一つである 50。

COVID-19 パンデミックにおいては、直接または間接的、あるいは口や鼻の分泌物を介した感
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染者との密接な接触によって感染が広がることから、マスクの着用やソーシャルディスタンシ

ングといった他の感染予防行動と共に手指衛生が推奨され、手指衛生が必要なタイミングや正

しい手指衛生の方法に関する情報が発信され、スーパーマーケットや商店で ABHR の入手が

販売されるようになるなど、入手が容易になり、実践が広がった。 

WHO と UNICEF は、感染予防・管理（IPC）や WASH の取り組みの一環として、COVID-19

の流行を予防・抑制するため、手指衛生に関する WHO の提言を実施し、インフラと実践を確

保することを目的に上述の「Hand Hygiene for All」イニシアティブを立ち上げた51。同イニシア

ティブではロードマップの作成を各国に呼びかけ、また、各国主導の取り組みを支援するため

援助機関の調整と協力のための枠組みが提案された。他の国連機関や国際 NGO もこれに参加

し、手指衛生加速化のためのツールや、家庭での手指衛生を改善するための介入のコスティン

グツールなどを開発した。そして、多くの援助機関や国際 NGO により、開発途上国の学校や

保健医療施設、コミュニティにおいて、手洗い場の設置や、石鹸・ABHR の配布、衛生教育や

啓発キャンペーンなどが実施された。 

COVID-19 感染拡大期において、学校閉鎖は学校での感染拡大を防ぐために世界中の政府が

最初にとった措置の一つであった。多くの学校が閉鎖され、教育機会の喪失や社会的孤立につ

ながり、多くの子供たちに対して深刻な影響をもたらした。このため、学校の再開と安全な運

営は非常に重要な取り組み52とされ、手指衛生の徹底は、感染を予防し、子供たちや教職員の

健康を保護するための欠かせない対策であった。手指衛生の徹底の他、物理的な距離の確保、

適切な咳エチケットの促進、環境表面の清掃なども重要な取り組みの一つとされた53。 

保健医療施設では、COVID-19 対策として、個人防護具（PPE）の配布、遺体の安全管理、安

全な水の確保、排せつ物処理、廃棄物管理、環境清掃の徹底に加え、手指衛生の厳密な管理と

実施が推奨された 1。各国政府や援助機関により手洗い施設の改善や ABHR の配布（適切な配

置を含む）が行われ、医療従事者や施設職員に対し、手指衛生が必要なタイミング（5 つの手

指衛生のタイミング）や効果的な方法に関するガイダンスや研修、患者や訪問者に対する啓発、

モニタリングなどが行われた。その結果、医療従事者による手指衛生の実践率が向上したこと

が複数の論文で報告されている54。しかし、パンデミックの収束後、手洗い施設の整備や手指

衛生用品の供給が滞り、また、医療従事者の意識にも緩みが見られるなど、COVID-19 前の状

況に戻りつつあることが懸念されている。 

 

3.1.6 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC） 

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）は、すべての人が必要な時に必要な場所で、経

済的困難を伴うことなく、適切な保健医療サービスを享受できることを意味する55。これは、

健康増進、予防、治療、機能回復を含む必要不可欠な全ての保健医療サービスを包含しており、

実現のためには物理的アクセス、経済的アクセス、社会慣習的アクセスの改善と提供される保

健医療サービスの質向上が必要とされる。1978 年のアルマ・アタ宣言で「すべての人々に健康

を」というスローガンの下、プライマリーヘルスケアの重要性が強調され、2005 年の世界保健

総会で初めて、UHC の達成に向けた取り組みの強化が国際的に合意された56。2015 年に採択さ

れた SDGs では、ターゲット 3.8 に UHC の達成が設定され、目標 3「すべての人に健康と福祉

を」実現のための重要な柱の一つに位置付けられた。現在、各国政府や国際機関が UHC の実

現に向けた政策や計画を積極的に推進している。 

安全な水、適切な衛生施設、衛生的な環境を欠いた保健医療施設では、患者や医療従事者が

感染症のリスクにさらされる可能性が高くなり、医療の質低下や医療費の増加にも繋がるため、

WASH は UHC の実現に不可欠な要素である57,58。 
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図 3-4 WASH in HCFs とユニバーサル・ヘルス・カバレッジ 58 

 

図 3-4 に示す通り、保健医療施設などで基本的な WASH サービスが確保され、以下の通り、

健康増進、予防、治療、機能回復の全てにおいて適切な保健医療サービスを誰もが利用できる

ようになって初めて UHC が実現する。 

➢ 健康増進（Promotion）：安全な水と衛生的な環境は疾病の直接的な予防策となる59。 

➢ 予防（Prevention）：効果的に予防接種や健康教育を実施するためには WASH が整備され

ていることが前提となる。 

➢ 治療（Treatment）：手術や出産などにおいては清潔な水と環境が不可欠である。WASH の

整備が不十分な施設では感染リスクが高まり、治療の成功率が低下する60。 

➢ 機能回復（Rehabilitation）と緩和（Palliation）：リハビリテーション施設においても、清

潔な環境は感染症の予防と回復の促進に重要である。患者が安全かつ衛生的な環境でリ

ハビリを受けることが、回復速度を向上させる。 

 

3.2 学校・保健医療施設の衛生行動改善へのアプローチ 

学校・保健医療施設での衛生行動及び水供給・衛生施設改善を促すために、多くの開発パート

ナーや NGO などにより実施されているアプローチを紹介する。保健医療施設や在宅での緩和

ケアでも、疾病の管理や健康的な行動を促す上での WASH の整備が求められる。 

 

3.2.1 学校保健 

日本における学校保健とは、学校での保健管理と保健教育を指し、児童生徒等の健康の保持

増進を図ること、集団教育としての学校教育活動に必要な健康や安全への配慮を行うこと、自

己や他者の健康の保持増進を図ることができるような能力を育成することなどを目指して行

われる教育活動である 35。日本の学校保健の仕組みを次図に示す。 
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図 3-5 日本の学校保健の仕組み61 

 

日本では、学校保健安全法などの法制度に基づき、国家レベルで学校保健が体系化されてお

り、専門的人材として各学校には養護教論（保健室の先生）が配置され、児童／生徒の健康管

理や保健教育を専門的に行っている。また、年に 1 度以上の健康診断や歯科検診が義務付けら

れ、早期の健康問題発見と対応が可能となっている。 

 

開発途上国における学校保健での取り組みとしては、一般的に次のようなものがあり、予防

接種、寄生虫感染の対策、栄養改善など基本的な保健サービスへのアクセスを確保することに

重点が置かれている。 

➢ 基本的な衛生環境の整備（安全な飲料水の提供、トイレ施設の設置と維持管理、手洗

い場の設置、学校周辺の環境整備、廃棄物管理）39 

➢ 栄養改善プログラム（学校給食の提供、栄養教育の実施、微量栄養素の補給）39,62 

➢ 感染症対策（予防接種の実施、寄生虫駆除プログラム、HIV/AIDS 教育）63,64 

➢ メンタルヘルスケア（カウンセリングサービスの提供、ライフスキル教育）62 

➢ 身体活動の促進（体育の授業の充実、運動施設の整備）65 

➢ 健康教育（保健の授業の実施、健康的な生活習慣の指導）39, 62 

➢ 学校保健サービス（定期健康診断の実施、応急処置の提供）66 

➢ 教職員の能力強化（教員への保健研修の実施）62 

➢ 地域社会との連携（保護者や地域住民の参加促進、地域の保健医療機関と協力）62 
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➢ モニタリングと評価（生徒の健康状態の定期的なチェック、プログラムの効果測定と

改善）62 

 

開発途上国においても学校保健は重要視されており、次の点からも学校保健は、子供たちの

健康、教育、個人及びその国の経済的発展に関連している。 

➢ 健康と教育の相互関係：健康な子どもはより良く学び、教育を受けた子どもはより健

康的な生活を送る傾向がある67。 

➢ 費用対効果の高い介入：学校を通じた健康介入は、多くの子どもたちに同時にアプロ

ーチできるため、効率的である68。 

➢ 生涯にわたる健康習慣の形成：学校時代に身につけた健康的な習慣は、成人後も続く

可能性が高い69。 

➢ 社会経済的発展への貢献：学校給食プログラムと健康教育の組み合わせが、生徒の健

康状態の改善、学習成果の向上、そして将来の所得増加につながる70。また、個人の

生涯所得と国の経済成長に正の影響を与える71。 

➢ 貧困の連鎖の断絶及び次世代の健康と経済的機械の向上：効果的な学校保健プログラ

ムが教育成果を向上させ、貧困の連鎖を断ち切る可能性があり、特に、女子の教育と

健康の改善が、次世代の健康と経済的機会の向上につながる72。 

 

学校保健の国際的な動向については、2018 年からすべての学校を健康増進学校にする取り組

みである Make every school a health-promoting school のイニシアティブが行われており、8 つの

グローバルスタンダード（1.政府の政策と資源、2.学校の政策と資源、3.学校のガバナンスとリ

ーダーシップ、4.学校とコミュニティのパートナーシップ、5.学校のカリキュラム、6.学校の社

会的・感情的環境、7.学校の物理的環境、8.学校の健康サービス）で評価・モニタリングし、持

続可能な健康増進学校の実現を目指すこととしている 39。 

 

 
図 3-6 Health-promoting school の 8つのグローバルスタンダード 39 

 

3.2.2 衛生教育 

学校での衛生教育（Hygiene Education）とは、児童／生徒に対して衛生的な生活習慣や行動

を身につけさせるための教育活動を指す。具体的には、手洗い、歯磨き、トイレの使用方法、
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食事前後の衛生管理など、日常生活における衛生行動の重要性を教え、実践させることを目的

としている73。衛生教育は、学校保健の授業や科学など他の授業の一部として扱われている。 

学校での衛生教育の取り組みとして、一般的に次のようなものがある74。 

➢ 衛生的な手洗い方法の指導と実践：石鹸を使った適切な手洗いの方法、特に食事前や

トイレ使用後の手洗いの習慣。 

➢ 安全な水の使用と管理に関する教育：安全な飲料水の確保と給水施設の適切な利用、

メンテナンス方法。 

➢ トイレの適切な使用方法と維持管理の指導：正しいトイレの使い方や清掃方法を教え

る。トイレの衛生状態を維持するための定期的な清掃活動も行われる。 

➢ 衛生的な食事の指導：衛生的な食品の取り扱いや、健康的な食事の重要性を教える。 

➢ 衛生的な生活環境の維持に関する教育：ごみの適切な処分方法や日常的な清掃活動を

通じて、衛生的な環境維持の重要性を体感させる。 

➢ 感染症予防に関する知識の普及：細菌、ウイルス、寄生虫などによる感染症のリスク

を低減するため、個人及びコミュニティに対してその感染経路や予防法を教える。 

日本では、明治時代から学校での衛生教育が重視され、特に手洗いは感染症予防の重要施策

として推進されてきた。小学校で衛生教育を受け、手洗いの実践を経験した人は、COVID-19 感

染拡大下において手洗いとマスクの着用を行う可能性が高く、幼少期の衛生教育を通じて持続

可能な衛生習慣を身に着けることができるとされている75。また、子供が学んだことを家庭に

持ち帰って親や兄弟姉妹にも伝わるという流れができ、感染症対策に大きな役割を果たしてき

た76。 

 

3.2.3 School WASH Club 

WASH in Schools の取り組みを行うに当たって、クラブ活動を通じて児童／生徒同士で

WASH 改善を行うアプローチも各国政府や UNICEF、WaterAid 等の NGO によって一般的に行

われている。WASH を主体とする School WASH Club だけでなく、健康に関する Healch Club、

衛生行動に特化した Hygiene Club や環境に関する Environmental Club などがある。これらのク

ラブでは、学校内外での衛生啓発活動や環境保全活動を通じて、児童／生徒の知識向上と行動

変容を促進することを目的としている。日本においても保健係などの委員会活動の中で児童／

生徒によるボランティア活動が行われている。 

これらのクラブの主な活動内容は次のものが挙げられる77,78。 

➢ 衛生教育：手洗い、歯磨き、適切なトイレの使用法などの衛生習慣に関する知識の普

及 

➢ 環境美化活動：学校内外の清掃活動や環境活動の実施 

➢ ピアエデュケーション：クラブメンバーが他の生徒に対して衛生知識を伝達する活動 

➢ 衛生施設の維持管理：手洗い施設への水の補充、トイレや手洗い場の清掃・管理 

➢ 啓発キャンペーン：学校や地域社会での衛生啓発イベントの企画・実施 

UNICEF や GIZ が行う Three Star Approach や Fit for School といった取り組みにおいても、

WASH Club を通じた衛生教育を重要な活動としている79,80。児童／生徒が主体的に WASH 改

善活動を実施することで、リソースの限られた学校での補助的な役割を果たすことができ、学

校の衛生環境改善の持続性を高めることができる81。 

 

3.2.4 Group Handwashing 

グループ手洗い（Group Handwashing）は複数の蛇口や穴の開いた配管を備えた手洗い施設を

校庭などに設置し、教師や WASH Club メンバーなどの監督下で食事前、休憩時間の終わる前、

清掃後などの特定の時間にすべての児童／生徒が一斉に石鹸で手を洗う活動を指す。この活動
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は学校の日課の一部として行われ、すべての児童／生徒が参加する。このアプローチは、子供

たちの手指衛生の習慣を促し、石鹸手洗いの社会規範化を目指すものである。学校では、定め

られた時間に集団で行動することが多いため、グループ手洗いも導入しやすい環境にある。個

人個人に対して衛生行動改善のアプローチを行う必要性を減らすことができる。他の児童／生

徒を観察したり、観察されたりすることで、プレッシャーが生まれ、衛生行動に良い影響を与

える可能性があるとされている82。個別の手洗い施設では蛇口の数が少なく、同時に多くの人

数で手洗いができないが、グループ手洗い施設を導入することで、待ち時間を少なくすること

ができる。 

日本の学校では、廊下や階段の踊り場、校庭といったところに複数蛇口を備えた手洗い場が

一般的に設置されている。食事前や学校清掃後のこれらの手洗い場を用いた手洗いの実践が日

常的に実施されている。一方、日本では学校施設整備指針において手洗い施設を設置すること

が定められているが、児童数に対する水栓数など具体的な基準は定められていない。このよう

な複数蛇口を備えた手洗い場が数多く設置された歴史的背景については明らかになっていな

いが、多くの手洗い場と蛇口があることやそれを用いた指導が児童／生徒の衛生意識の形成に

役立っている可能性が指摘されている 14。 

 

  

小学校の廊下に設置された手洗い施設83 小学校の校庭に設置された手洗い施設84 

図 3-7 日本の小学校におけるグループ手洗い施設の例 
 

次図に示すように、グループ手洗い施設は学校の予算や水の利用可能性に応じて導入施設を

選ぶことができる。低予算、低水消費量で実施できるボトルを用いたグループ手洗いであって

も、その効果は導入費用が高いものと同じである。水の利用可能性を考慮せずに、外観の見栄

えの良い手洗い施設を導入することで、水の消費量を賄えきれず、グループ手洗い活動を継続

できなくなる可能性もあることから、水の利用可能性を十分に考慮して施設選定をすることが

推奨されている85。 

 

  

低予算・低水消費量で実施できるボトルを用
いたグループ手洗い施設の例86 

導入費用が高く、水消費量が多いグループ手
洗い施設の例 82 

図 3-8 グループ手洗い施設の例 
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3.2.5 学校での月経衛生対処 

月経衛生対処（Menstrual Hygiene Management：MHM。「月経衛生管理」とも言う）とは、月

経に伴う衛生管理のことである。JMP では「女性と思春期の女児が経血を吸収・採取する清潔

な生理用品を使用し、月経期間中必要だけ、プライバシーに配慮して交換でき、石鹸と水で必

要時に体を洗うことができ、使用済みの生理用品を廃棄するための安全で便利な設備にアクセ

スできること」と定義している87。最近では、月経を衛生上の問題ではなく健康上と人権の問

題として認識し、「月経をめぐる健康と衛生（Menstrual Health and Hygiene）」や「月経をめぐ

る健康と人権（Menstrual Health and Right）」88が用語として使われる傾向がある。また JMP で

は、2021 年より「月経衛生対処（Menstrual Hygiene Management）」から「月経をめぐる健康

（Menstrual Health）」を用いている89。この背景には、月経衛生（Menstrual Hygiene）の衛生

（Hygiene）という用語に暗に含まれる月経を不潔なものとして無意識に意識することを避け

ることや月経出血のケアに留まらず、月経体験の多くの社会的・心理的要素及び健康や社会参

加に関するニーズを含めることを考慮することになったことなどがある90。 

学校での月経衛生対処とは、女子学生が月経中でも快適かつ安全に学校生活を送るための一

連の支援と管理を指す。具体的には、月経中に必要となる生理用品の提供や交換の場所、手洗

い場の設置、そしてプライバシーを保護するための設備の整備が含まれる91。また、月経に関

する正しい知識を普及するための教育や、月経に関する支援体制の整備も重要な要素である92。 

開発途上国での学校における月経衛生対処の主要な取り組みとして次のようなものが挙げ

られている。 

➢ ジェンダーに配慮した WASH 施設の配備：清潔で性別ごとに分けられたトイレや手

洗い場の設置と水と石鹸の利用可能性、プライバシーを確保できる環境（手洗い場、

扉、鍵があり着替えができるなど）の提供、生理用品の支給、適切な廃棄物管理（使

用済みナプキンの廃棄）91,93 

➢ 教育と普及活動：月経に関する正しい知識の普及、月経時の健康管理方法の教育、教

員や学生への研修 91,92 

➢ サポート体制：学校内での支援ネットワーク（サポート教員）の構築 92,94 

学校での月経衛生対処は、次のような理由95により重要視されている。 

➢ 教育機会の確保：月経に関連する問題で学校を休む女子学生が多いため、適切な月経

衛生対処が必要。これにより、教育機会の喪失を防ぐことができる。就学率の低さは、

ライフコースを通じて女児の経済的潜在能力を低下させ、集団の健康アウトカムに影

響を与え、さらに女児の性と生殖に関する健康アウトカム、自尊心、主体性の感覚に

も影響を及ぼす。 

➢ 健康の向上：適切な衛生対策が行われない場合、女子学生は感染症などの健康リスク

が高まる。そのため、清潔で安全な設備の提供が重要である。 

➢ 社会的・心理的支援：月経に対する誤解や偏見は精神的なストレスや尊厳への悪影響

を引き起こす。適切な教育とサポート体制を整えることで、女子学生が安心して月経

期間を過ごせるよう支援が求められている。 

学校での月経衛生対処は、SDGs のゴール 6 のターゲット 6.2 に「女性及び女子、並びに脆弱

な立場にある人々のニーズに特に注意を向ける」と記載されており、近年注視されている。ま

た、UNICEF とコロンビア大学は、2014 年に MHM in Ten というイニシアティブ96を立ち上げ、

その目標として、2024 年までに世界中の女子生徒が月経について知識があり、学校で月経を安

全かつ尊厳を持って管理できる環境を実現することを目指した。MHM in Ten では、Annual 

Virtual Conference on Menstrual Hygiene Management in Schools という学校における月経衛生対処

の年次会議を開催しており、世界中の専門家、NGO が集まり、最新の研究やプログラムを共有

し、月経衛生対処の改善に向けた取り組みを推進していた。 
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3.2.6 学校での障害インクルージブな WASH 

障害インクルージブな WASH（Disability-inclusive WASH）とは、障害のある生徒を含む全て

の生徒が、学校において WASH に関するサービスや施設に平等にアクセスし、利用できるよ

うに設計された包括的なアプローチを指す97。この概念には、以下の要素を含んでおり、単に

物理的なバリアフリー化だけでなく、社会的、制度的態度的な障壁も取り除くことを目指して

いる 97。 

➢ アクセシビリティ：物理的な障壁を取り除き、すべての生徒が WASH 施設を利用で

きるようにすること98。 

➢ 包摂性：障害の種類や程度に関わらず、すべての生徒のニーズに対応すること99。 

➢ 参加：障害のある生徒が WASH プログラムの計画、実施、モニタリングに参加でき

るようにすること 97。 

➢ 意識向上：教職員、生徒、コミュニティ全体で障がい者の権利と包摂の重要性につい

て理解を深めること 99。 

➢ 適応性：個々の障害に応じて必要な調整や支援を提供すること 98。 

この取り組みが重要視される理由は以下の通りである。 

➢ 教育の機会均等：障害の有無に関わらず、全ての子どもが教育を受ける権利を保障す

る 97。またアクセスできる WASH 施設が障害のある生徒の出席率や学業成績の向上

に寄与し、それによって将来の就業機会が高まる 25。 

➢ 健康と尊厳の保護：適切な WASH サービスへのアクセスは、障害のある児童生徒の

健康と尊厳を守るために不可欠である 97。 

➢ 社会参加の促進：学校でのインクルーシブな環境づくりは、障害のある人々の社会参

加を促進する第一歩となる 25。 

学校での障害インクルージブな WASH は、SDGs のゴール 4 の指標 4.a 「子供、障害及びジ

ェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々に安全で非暴力的、包括的、効果的

な学習環境を提供できるようにする。」、ゴール 6 のターゲット 6.1,6.2 の「全ての人々の安全

で安価な飲料水の普遍的かつ平等なアクセス」「全ての人々の適切かつ平等な下水施設・衛生

施設へのアクセス」に関連している。また JMP では、2022 年の進捗報告書 4 において障害イ

ンクルージブな WASH をテーマとして取り上げており、注意を促している。 

 

3.2.7 学校給食 

学校給食（School Feeding/Meals）は、学校で児童／生徒に食事を提供することを指す。学校

給食は児童／生徒の健康と栄養を確保するために重要な役割を果たす。 

開発途上国の学校での学校給食の取り組みには以下のようなものがある。 

➢ 栄養価の高い食事の提供：地域の食材を活用し、児童／生徒の栄養ニーズに合わせた

食事を提供する100 

➢ 衛生的な調理・配膳環境の整備：安全な水の確保、調理器具の衛生管理、食品の適切

な保存など、衛生的な環境で食事を準備・提供する 24,101 

➢ 衛生教育の実施：手洗いの重要性や食品の安全な取り扱いについて、児童／生徒に対

する教育を行う 24 

➢ 地域社会との連携：地元の農家や食品生産者と協力し、新鮮で栄養価の高い食材を調

達する102 

学校給食の取り組みは単に食べ物を提供するに留まらず、教育、男女平等、健康と栄養、社

会保障、地域経済や農業にも関連しており重要視されている103。 

➢ 児童／生徒の栄養状態の改善：学校給食は、栄養不良の改善や微量栄養素欠乏症の予
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防に貢献する 

➢ 就学率と出席率の向上：給食プログラムは、特に女子の就学率向上に効果がある 

➢ 学習成績の向上：適切な栄養摂取は、児童／生徒の認知能力と学習成績の向上につな

がる 

➢ 貧困対策と社会保護：学校給食は貧困家庭の子どもたちに食事を保障し、家計の負担

を軽減する役割を果たすとともに、学校給食を準備・調理する地元の女性の雇用や小

規模農家の女性へのビジネス機会を提供する 

➢ 地域経済への貢献：地域の農産物を活用することで、地域経済の活性化にもつながる 

国際的な動向として、学校給食は SDGs の複数のゴール（1:貧困撲滅、2:飢餓ゼロ、4:質の高

い教育など）の達成に貢献するものとして認識されている。WFP は、State of School Feeding 

Worldwide という学校給食に関する報告書を 2013 年から 2 年に 1 度発行しており、学校給食

の現状分析を行っている。COVID-19 パンデミックによって 199 か国の学校が閉鎖され、約 3

億 7 千万人の子供たちに毎日の学校給食が提供できなくなり、子供たちの将来を支える社会的

セーフティネットとしての学校給食の重要性が浮き彫りになった 62。また Global Child Nutrition 

Foundation（GCNF）は、2019 年に Global Survey of School Meal Programs を立ち上げ、世界中の

学校給食プログラムの包括的な情報収集と分析を大規模に行っている。 

また WASH in Schools の Three Star Approach の中にも、食品衛生の確保として、全ての食品

取扱者が食品安全対策の訓練を受け、実践することや、健康証明書の所持、衛生許可証の取得

といった段階的な基準を達成することを求めている104。次図に示すように、調理器具の毎日の

消毒、網戸付きの窓と扉、食品安全チェックリスト、毎日の食品検査記録、水・石鹸の設置、

食堂の毎日の清掃など食品衛生の確保に求められる事項が示されている。 
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図 3-9 調理室での食品衛生の確保 104 

 

3.2.8 学校での廃棄物管理 

学校における廃棄物管理（Waste Management）は、学校内で発生する廃棄物を環境に配慮し

た方法で収集、分別、保管、処理、処分することを指す。学校内で発生する固形廃棄物のほと

んどは無害であり、収集して必要に応じて保管し、その後自治体の廃棄物収集システムで処分

するか、敷地内の適切な場所で焼却または埋め立てすることがほとんどである 24。ただし、ガ

ラスや瓶などの鋭利なものや月経衛生に用いられたナプキンなどもあるため、それらは安全に

収集し、処分する必要がある。WHO は、低コスト環境における学校のための水、衛生施設及

び衛生行動の基準を設けており、水へのアクセス、トイレ、衛生啓発などの 8 つのガイドライ

ンを挙げており、そのうちの 1 つが清掃と廃棄物処理である 24。 

開発途上国の学校での廃棄物管理の取り組みには以下のようなものがある 80,104,105。 

➢ 廃棄物の分別：学校内に複数のゴミ箱を設置し、有機物、プラスチック、紙などの種

類別に廃棄物を分別する 

➢ コンポスト化：有機廃棄物を堆肥化し、学校の庭や菜園で利用する 

➢ リサイクル活動：プラスチックや紙などのリサイクル可能な廃棄物を収集し、リサイ
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クル業者に引き渡す 

➢ 廃棄物削減の啓発：生徒や教職員に対して、廃棄物の削減やリサイクルの重要性につ

いて教育する 

➢ 清掃活動：定期的な学校環境の清掃活動を実施し、廃棄物の適切な処理を実践する 

廃棄物管理の取り組みは以下の理由により重要視されている 24,25。 

➢ 衛生環境の改善：適切な廃棄物管理は、病原菌の媒介動物（ネズミやハエなど）を排

除でき、学校環境の衛生状態を向上させ、病気の蔓延を防ぐ 

➢ 環境教育の実践：廃棄物管理を通じて、生徒たちに環境保護の重要性を実感させるこ

とができる 

➢ コミュニティへの波及効果：学校での取り組みが家庭や地域社会にも広がり、地域全

体の廃棄物管理の改善につながる 

学校での廃棄物管理での国際的な動向として、近年の WASH in Schools の取り組みの中に含

まれるようになってきている。例えば、フィリピンやレソトで実施されている Three Star 

Approach80,104の中で水供給、衛生施設、衛生行動、衛生啓発・教育と並んで廃棄物管理も実施

されている。 

 

3.2.9 学校清掃 

学校清掃とは、学校内の教室、校庭、トイレなどを清潔に保つための活動を指す。清掃活動

には、ゴミの収集、拭き掃除、掃き掃除、消毒作業などもある。文献106によると、日本では児

童／生徒による清掃活動が明治時代より一般的に毎日実施されているが、この活動には教育的

位置づけはなかった。初めて学習指導要領に明示されたのは 2008 年であり、特別活動の 4 領

域の 1 つである 6 項目の学級活動に「清掃などの当番活動等の役割と働くことの意義の理解」

という項目が加えられ 7 項目になった。また 2017 年の学習指導要領では、「一人一人のキャ

リア形成と自己実現」の「社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解」として、「清掃など

の当番活動や係活動等の自己の役割を自覚して協働することの意義を理解し、社会の一員とし

て役割を果たすために必要となることについて主体的に考えて行動すること。」との記述があ

る。ただ、日本においても学校清掃を児童／生徒に行わせることに対して賛否両論がある。ま

た日本では学校清掃が一般的に実施されているが、欧米の学校では一般的ではないとされてい

る107。WHO の資料においても、児童／生徒がトイレやその他の衛生施設の掃除を担当するこ

とによるコストの節約、児童／生徒が施設を清潔に使用することへの奨励、重要な衛生行動の

スキルの実践などを挙げつつも、その効果が本当に機能するのか、不衛生な清掃実施による病

気のリスクや特定グループの児童／生徒への不当な負担、掃除が罰とみなされる否定的な影響

などに注意を要するとしている 24。 

開発途上国での学校清掃の取り組みとして次のようなことが挙げられる 79,108,109。 

➢ 生徒参加型のグループ清掃活動：児童／生徒による毎日の当番制によるグループ清掃

活動を実施する 

➢ 清掃スケジュールの掲示：清掃スケジュールが作成され、掲示される 

➢ 清掃用具の整備：適切な清掃を行うために必要な用具（ほうき、バケツ、雑巾など）

の整備が行われている 

➢ 教職員の指導・監督：教職員が生徒の清掃活動を指導・監督し、適切な清掃方法や衛

生習慣を教育する 

➢ 衛生教育との連携：清掃後の手洗いや個人衛生などの衛生教育と連携して実施する 

開発途上国での学校清掃の取り組みが重要視されている理由は次のものが挙げられる 24,110。 

➢ 衛生環境の改善：清潔な学校環境は、感染症の予防や健康促進に寄与する 

➢ 学習環境の改善：清潔な学習環境は、生徒の学習意欲や集中力の向上につながる 
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➢ 衛生習慣の形成：学校清掃への参加を通じて、生徒が適切な衛生習慣を身につけるこ

とができる 

➢ 責任感と協調性の育成：共同作業としての清掃活動は、児童／生徒の社会性や協調性

を育む 

➢ 学校施設の維持管理：定期的な清掃は、学校施設の長期的な維持管理に貢献する 

➢ コスト節約：リソースの少ない学校では清掃人や教員がカバーしきれない部分を児童

／生徒が担うことができる 

学校清掃の国際的な動向として、UNICEF や GIZ が実施する Three Star Approach では、児童

／生徒による学校清掃をコンポーネントの 1 つとして含めている 79。また COVID-19 パンデミ

ック下において、閉鎖された学校再開に当たって学校清掃や消毒の重要性も挙げられた111。シ

ンガポールでは、2016 年より児童／生徒による学校清掃を取り入れている112。その目的として、

責任感と良い生活習慣を身に付けさせ、学校で培った習慣を家庭や公共の場でも同様の習慣に

繋げることとされている113。 

 

3.2.10 Infection Prevention and Control (IPC) 

感染予防・管理（Infection Prevention and Control：IPC）とは、保健医療施設内での感染拡大

を予防・管理するための実践とプロトコルである114。安全で質の高い医療サービスを提供する

ための最も重要な要素であり、医療関連感染（Healthcare-Associated Infections：HAIs）を予防す

るだけでなく、感染症の危機に対応するためにも重要である。具体的な活動には、手指衛生、

滅菌や消毒、環境清掃、医療廃棄物管理の徹底、個人防護具（PPE）の使用、サーベイランス、

アウトブレイク調査等、様々な対策が含まれる。WHO が IPC に関する基準やガイドライン、

ツールを策定しており、WHO に設置された Infection Prevention and Control Unit が、各国での

感染予防の実践や教育を推進し、効果的な政策策定を支援するための技術支援、研修、アドボ

カシー、キャンペーンを実施している115。 

WASH は IPC の基本的な構成要素である。手指衛生、医療器具の洗浄・消毒、環境清掃には

清潔な水が必要不可欠であり116、トイレや排水処理施設の不備は HAIs のリスクを高める。特

に、COVID-19 やエボラ出血熱といった感染症アウトブレイク時には、WASH の対策を適切に

実施することでその拡散を防ぐことが可能であり、IPC と WASH が適切に実施されることが

極めて重要である。2022 年の WHO 報告書「Global report on infection prevention and control」で

は、薬剤耐性、公衆衛生上の緊急事態、ヘルスケアの質と安全性に対処するためのより広範な

取り組みとの関連において、IPC の介入を WASH 戦略と統合し、連携させることの重要性が強

調されている。また、WHO は 2024 年に最新の保健医療施設の WASH アクセス状況に基づい

た報告書も作成している117。IPC のコア・コンポーネント 8「Built environment, materials and 

equipment for IPC」は WASH の基準と戦略を含んでおり、以下が最低要件として示された。 

➢ 手指衛生、環境清掃、洗濯、医療器具の消毒、医療廃棄物管理など、基本的な IPC 対

策を国のガイドラインに従って実施するため、施設内の水源（深井戸や安全に管理さ

れた水道等）から常に水を利用できるようにする。 

➢ 改善されたトイレを、患者用とスタッフ用の最低 2 つ使用できるようにする。 

➢ 手指衛生設備は、ケアポイントとトイレで常に使用可能であるべきで、ケアポイント

では石鹸、水、使い捨てタオル（無い場合は清潔な再利用可能なタオル）、ABHR を、

トイレから 5 メートル以内では石鹸、水、使い捨てタオル（無い場合は清潔な再利用

可能なタオル）が利用できるようにする。 

➢ 医療廃棄物は、オートクレーブ滅菌、高温焼却、及び（または）保護ピットへの埋設

により、安全に処理・処分すべきである。 

➢ 施設は、十分な自然換気、医療器具の汚染除去、トリアージ、また必要時には一時的

な集団隔離／物理的分離のためのスペースを確保すべきである。 
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➢ 全ての基本的な IPC 対策を実施するため、十分かつ適切な物品と設備、及び電力／エ

ネルギーが利用できるようにする。 

 

3.2.11 5 Moments for Hand Hygiene 

手指衛生の 5 つのタイミング（five moments for hand hygiene）とは、WHO が 2009 年に提唱

した、医療従事者が医療行為に関連して手指衛生を実施すべきタイミングを具体的に示したも

のである 116。手指衛生の実施タイミングを明確化することで、HAIs のリスクを効果的に低減

することを目的とする。タイミングは以下の通りである。 

(1) 患者に触れる前：手指を介して伝播する病原体を消毒する 

(2) 清潔／無菌操作の前：患者の体内に病原体が侵入することを防ぐ 

(3) 体液に曝露された可能性のある場合：患者の持つ病原体から自分自身と医療環境を守る 

(4) 患者に触れた後：患者の持つ病原体から自分自身と医療環境を守る 

(5) 患者周辺の物品に触れた後：患者の持つ病原体から自分自身と医療環境を守る 

 

 
図 3-10 手指衛生の 5つのタイミング 116 

 

開発途上国の保健医療施設では、水と石鹸の不足、設備の未整備、手指衛生の重要性に関す

る知識不足、作業負担などにより手指衛生の実践が不十分である118。一般的な実践状況は以下

の通りである。 

(1) 患者に触れる前：水と物品の不足や、都度の手指消毒の必要性に関する認識不足から徹

底されていない。 

(2) 清潔／無菌操作の前：比較的実施されているが、水と物品の不足により実施されていな

い場合がある。 
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(3) 体液に曝露された可能性のある場合：感染予防に関する認識不足から不十分な場合が多

い。 

(4) 患者に触れた後：感染が広がると重要性が再認識されるが、あまり徹底されていない。 

(5) 患者周辺の物品に触れた後：非常に低い傾向にある。環境衛生が不十分な施設では、こ

のタイミングの手指衛生が見落とされがちである。 

実践促進のためには、手洗い施設の整備、石鹸・ABHR などの手指衛生用品の供給、医療従

事者への研修、手指衛生の重要性を強調するキャンペーンや、ポスター・リーフレット等を用

いた啓発活動の実施等が重要である。なお、日本を含む先進国の保健医療施設では、手指衛生

の 5 つのタイミングに関する意識は高く、手指衛生に関する設備や物品も充実しているため実

践率も高いが、施設間や個人間での差異など、改善の余地があることも指摘されている119。 

 

3.2.12 5S-KAIZEN 

5S-KAIZEN は、日本の産業界で開発された職場環境改善と品質管理の手法である。場所や作

業の無駄を省き、整理（Sort：不要なものを移動させ、乱雑さを軽減する）、整頓（Set：作業

しやすいよう適切な配置にする）、清掃（Shine：日常的な清掃でゴミのないきれいな状態を保

つ）、清潔（Standadize：以上のステップを実施できるよう標準化する）、しつけ（Sustain：自

発的に 5S 活動を実施できるよう訓練し、習慣づける）の 5 つの S と、5S の手法を基盤に、職

員自らが認識する問題を現場主導で少しずつ継続的に改善していくプロセスである KAIZEN

から成る120。最終的に組織が効果的・効率的に運営され、その機能が全体として最適化した

TQM（Total Quality Management）の状況を目指した「5S-KAIZEN-TQM」と紹介されることも

多い。 

 

 
図 3-11 5S-KAIZEN-TQM121 
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JICA は 5S-KAIZEN アプローチを各国で展開する事業・プログラムを展開している。例えば

「きれいな病院プログラム」では、アプローチの導入・普及・実践を支援し、病院の職場環境

を整え、スタッフの意識を向上させてサービスの質を高めること、その枠組みを各国の保健医

療制度・政策に反映させることを目的とし、アフリカ 15 ヵ国で活動を実施してきた。 

5S-KAIZEN と WASH は親和性が高い。整理・整頓は感染予防対策を容易にし、清潔で衛生

的な環境を実現するための基礎となる122。清掃には環境清掃や適切な医療廃棄物管理が直接的

に関係する123。また、作業工程の見直しや標準化により、手指衛生や医療器具の消毒等、感染

予防に必要な行動の定着化も図ることができる。さらに、KAIZEN の考え方に基づき、水利用

の効率化や手指衛生用品調達の合理化等、継続的な WASH 改善への効果も期待できる。 

これらを通じて、HAIs のリスク低減や患者・職員の健康被害の防止、保健医療サービスの質

の向上に繋がると考えられる124。 

 

3.2.13 WASH FIT 

WASH FIT（Water and Sanitation for Health Facility Improvement Tool）は、WHO と UNICEF が

開発した、保健医療施設における水供給、衛生施設、衛生行動、廃棄物管理、環境清掃の主要

な側面、そしてエネルギー、建物、施設管理のいくつかの側面のリスクを評価し、改善するた

めのリスクベースの管理ツールである125。ツールを用いて保健医療施設の WASH に関する現

状を客観的に把握し、限られたリソースの中で優先順位の高い課題を特定し、優先順位に沿っ

た改善計画の策定と実施を可能にするものであり、特に開発途上国の保健医療施設で有用と考

えられている。WASH FIT の結果に基づき WASH インフラストラクチャーを整備・改善し、ま

た、清掃従事者を含む職員の能力向上や患者の適切な WASH 実践の習慣化を支援することで、

以下のインパクトが期待されている126。 

➢ IPC、薬剤耐性の改善 

➢ リソースの有効活用と医療費の削減 

➢ 職員の士気とパフォーマンスの向上 

➢ 妊産婦へのケアと健康改善、妊産婦死亡率の低下 

➢ 新生児へのケアと健康改善、新生児死亡率の低下 

➢ より健康的で生産的な家族と地域社会 

➢ アウトブレイクへの対応とレジリエンスの向上 

WASH FIT は①チームの設置とトレーニング、決定の文書化、②施設の評価、③改善点の特

定と優先順位付け、④改善計画の策定と実施、⑤モニタリング、見直し、適応、改善の 5 つの

ステップで実施される。 
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図 3-12 WASH FITの 5つのステップ 125 

 

WASH を改善するための反復的な品質改善手法であり、5S-KAIZEN や PDCA といった他の

品質改善手法と類似性がある。そのため、WASH FIT を個別に実施するのでなく、保健医療サ

ービスの質を向上させるための広範な介入パッケージの一部として、既存の質の高いツールや

プロセスに統合することができるとされる。 

現在、WASH FIT は 40 ヵ国以上で導入されており、WASH FIT Portal にはフィリピン、イン

ドネシア、ケニア、ラオス、バングラデシュ、ブータン、タジキスタン、エクアドル、マリの

9 ヵ国での導入事例が取りまとめられている127。これらの事例では、国の状況に合わせたWASH 

FIT の改訂、WASH FIT 導入のための補助金活用、改善計画の策定と実施における病院内での

責任分担の明確化、WASH ガイドライン改訂・国家保健戦略策定・資金配分決定のための WASH 

FIT 活用、WASH FIT による関係者のコミットメントと持続性の改善、水質改善や緊急事態へ

の対応のための WASH FIT 活用が紹介されている。 

 

3.2.14 保健医療施設での月経衛生対処 

保健医療施設における月経衛生対処とは、女性や思春期の女児が安全で衛生的な環境で月経

を管理できるよう、保健医療施設で包括的な支援を提供することを指す。一般に以下の要素が

含まれるとされる 92。 

➢ 情報提供：月経衛生に関する正確な情報提供（月経周期、生理用品の適切な使用と管理、

月経に関連する症状や問題への対処法など）。 

➢ 水と衛生施設へのアクセス：トイレや手洗い施設など、適切な水と衛生施設へのアクセ

ス。特に、使用済み生理用品を安全かつ衛生的に廃棄できる設備の提供が重要。 

➢ 物資の提供：必要とする人々に、月経カップや布ナプキンなどの再利用可能なものや、

使い捨てナプキンなどの生理用品を提供する。 

➢ プライバシーの保護：生理用品の交換や身体のケアを、安全かつプライベートな空間で

行えるよう配慮する。 

➢ 医療従事者の能力強化：医療従事者が月経衛生に関する適切な知識と技術を習得し、月
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経に関連する問題や質問に適切な助言や支援を提供できるようにする。 

月経衛生は女性の健康、教育、社会参加に密接に関わっているが、特に開発途上国では社会

的偏見や宗教上のタブーなどにより MHM が適切に行われていないため、女性が不利益な状況

に置かれ、人権が侵害されている。学校や地域社会での取り組みと合わせ、保健医療施設での

取り組みは以下の理由から重要である。 

➢ 健康の維持：不適切な月経衛生は、生殖器感染症や尿旅感染症等の健康問題のリスクを

高める。患者、医療従事者、その他の利用者が、保健医療施設で安全な水、衛生施設、

生理用品にアクセスでき、また、MHM に関する情報を得ることが期待できる。 

➢ 教育の向上：生理用品の不足や適切な衛生施設がないことを理由に、思春期の女児が学

校を欠席することがある。保健医療施設が生理用品を提供したり、学校と連携して水・

衛生施設を改善することで女児の就学機会確保に貢献できる。 

➢ 社会参加の向上：月経に関連する偏見や差別は女性の社会参加を阻害する要因の一つと

なっている。保健医療施設が月経について正しい情報を提供することで、地域社会にお

ける月経への理解を促進し、女性のエンパワメントに貢献できる。 

開発途上国の保健医療施設での MHM に関しては、生理用品が適切に廃棄されず、周辺環境

の汚染やトイレ詰まりの原因となっていることも報告されている128。WHO 南東アジア地域事

務所が作成した「Toolkit on mainstreaming of gender, equality, disability and social inclusion (GEDSI) 

in WASH in health-care facilities」には、MHM に関して以下の基準例が示されている129。 

➢ MHM のニーズを満たす少なくとも 1 つの使用可能なトイレがある。 

➢ 適切なゴミ箱、生理用品用ゴミ箱（足踏み式ペダル付き）がある。 

➢ トイレ個室に洗面台、水、石鹸があり、また、月経、失禁、下痢などに対応したプライ

バシーを確保するため個室内に水（蛇口またはバケツ置き場）がある。 

➢ 生理用ナプキンなどの生理用品が利用できる。 

➢ 生理用品を捨てるための洗える蓋付きゴミ箱がある。または再利用可能な生理用品を洗

うことができる。 

➢ 生理用品や身体を洗うための洗面・入浴所（理想的にはトイレ個室内に設置）がある。 

留意点として、世界の医療従事者の 70％を占め、MHM の啓発活動で重要な役割を占める女

性の医療従事者自身が、社会的偏見や衛生施設の不足、不規則な勤務時間や仕事の多忙さ等に

より劣悪な月経衛生状態に置かれていることが大きな問題となっている130。保健医療施設での

MHM においては、女性医療従事者がこれを適切に実施できる状況（MHM のための WASH 施

設、施設管理者の理解、生理用品の確保と適切な交換、月経痛に対処するための水分や休憩）

を確保する必要性が高い。 

 

3.2.15 保健医療施設での障害インクルージブな WASH 

保健医療施設における障害インクルージブな WASH は、障がい者やその介助者が他の利用

者等と同様に安全に WASH サービスにアクセスできることを目的とする。世界人口の約 16％

が何らかの障害を抱えており131、こうした人々が保健医療施設で WASH に関する障壁に直面

することは健康上のリスクに直結する。 

以下が障がい者が保健医療施設で直面する WASH に関する障壁の例である 129。WASH や保

健医療サービスの利用に直接関係するものに留まらないことに留意する必要がある。 

 

表 3-1 障がい者が直面する WASHに関する障壁 

アクセシビリティ

（Accessitility） 
➢ 狭い出入り口、内部の段差、WASH 設備までの距離など物理

的障壁がある。 

➢ 飲料水など、保健医療施設内のインフラへのアクセスに問題
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がある。 

➢ WASH 関連の看板が読みにくい。 

➢ 聴覚障がい者にとってアナウンスが聞き取りにくい。 

➢ 医療従事者の WASH に関する説明が聞き取りにくい、または

理解しにくい。 

➢ 職員や利用者が、障害に合わせて WASH のインフラやサービ

スを調整することを拒んだり、WASH 設備へのアクセスを妨

げたりすることで、スティグマや差別を受けるリスクがある。 

受容性（Acceptability） ➢ 身体的ニーズを満たさない、あるいは標準以下の WASH 施設

や用品の使用を求められることの侮辱。 

➢ 職員のスティグマや差別的な態度。 

ケアの利用と質

（Utilization and quality 

of care） 

➢ 施設でのWASH や IPC の利用等で職員や家族に依存しなけれ

ばならない。 

関与（Engagement） ➢ 意見を述べたり、WASH 委員会に参加したりすることを妨げ

られる。 

 

保健医療施設における障害インクルージブなWASHに関しては、WHOとUNICEFが「WASH 

in health care facilities: Global baseline report 2019」において、障がい者への配慮を含む WASH プ

ログラムの導入と改善を推奨しており、UHC の推進と健康格差の縮小のために積極的に推進

している。開発途上国の保健医療施設の WASH サービスは脆弱であり、障がい者が適切な

WASH サービスにアクセスすることが難しい場合が多い。そうした中で障害インクルージブな

WASH を導入するには追加の費用が必要なことに加え、障がい者の WASH サービス利用に関

するデータが不足しており、現状把握や効果的な介入を設計することが困難なこと、障がい者

の権利やニーズに対する理解が不足しており、取り組みが進んでいないのが現状である。しか

し、障害インクルージブな WASH を実現することは全体的な公衆衛生の向上や感染症の蔓延

防止に繋がり、また、障がい者の権利を尊重し、社会的包摂を促進する効果があり、積極的な

取り組みが求められている。 

「Toolkit on mainstreaming of gender, equality, disability and social inclusion (GEDSI) in WASH in 

health-care facilities」では、障害インクルージブな WASH に関して以下の基準例が示されてい

る 129。 

➢ 主な建物とトイレ棟の間に適度な距離がある。 

➢ トイレ個室とバリアフリー個室への通路は、明るく、十分な幅がある（少なくとも 1.2m、

理想的には 1.8m）。スロープを使用する場合、勾配は 15 分の 1 以下（理想は 20 分の 1）。

スロープには手すりが設置されている。 

➢ 介助のない車椅子利用者でも利用可能な通路が設けられている。 

➢ 歩行が不自由な人のニーズを満たす機能的なトイレが 1 つ以上ある。 

➢ ドアは幅 80cm 以上あり、内側から外側に開けられるか引き戸になっている。 

➢ 外側に開く幅の広いドア（幅 80cm 以上が推奨）で、内側にはドアを閉める際に使える

手すりやロープがある。 

➢ 個室の最小サイズは、全長の幅が 1.5m 以上、奥行きが 2.2m 以上である。 

➢ 背面、便器に隣接する側壁、便器の反対側に固定される水平手すりがある。 

➢ 体重を支えられる頑丈な手すりが個室全体にある。 

➢ 握りやすい大型のボルトドアロックがある。 
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➢ 便器が床から 43～48cm の高さに設置されている。 

➢ 障がい者が容易に手が届くよう、洗面台が便器の近くに設置されている。 

➢ 洗面台は、便器から少なくとも 110cm の位置に設置され、床から最大約 82cm の高さに

取り付けられている。 

➢ 全ての機能（洗面台、フック、肛門洗浄設備、MHM 設備）が、より低い高さに、適切

な距離で配置されている。 

➢ 乳幼児用の更衣室がない場合は、障がい者と小さな子供連れの介護者の両方が利用しや

すい大きめのトイレストールが 2 倍設置されている。 

➢ バリアフリートイレの壁タイルの色は、視覚障がい者のニーズに応えるため強い色のコ

ントラストとなっている。 

➢ 視覚障がい者をサポートするためのアナウンスや音声案内がある。 

➢ 聴覚障がい者をサポートするためのわかりやすい案内表示がある。 

 

3.2.16 保健医療施設での廃棄物管理 

保健医療施設における廃棄物管理（Waste Management）は、保健医療施設での医療活動に伴

い発生した廃棄物を、その種類や性質に応じて適切に収集、分別、保管、運搬、処理、最終処

分する一連のプロセスを指し、適切な廃棄物管理により感染症や有害物質拡散のリスクを抑え、

患者、医療従事者、地域住民の健康と施設周辺の環境への悪影響を最小限に抑えることを目的

とする132。保健医療施設で発生する廃棄物には、シャープ、体液、血液、病理廃棄物（皮膚、

組織、臓器等）、医薬品、病原微生物を含む検査等に用いられたもの等があり、その取り扱い

には潜在的危険性がある。また、誤った取り扱いにより、患者や医療従事者だけでなく地域社

会や環境にもリスクをもたらしかねない。 

廃棄物管理に関しては、保健医療施設には特化せず、医療廃棄物管理（Health care waste 

management）として WHO が包括的ガイダンス文書「Safe management of wastes from health-care 

activities」を作成している（現在第 2 版）132。ガイダンス文書では、規制の枠組み、計画策定、

廃棄物の最小化とリサイクル、取り扱い、保管と運搬、処理と処分、研修等が取り上げられて

いる。また、モニタリング・評価に関するツール、ポリシーペーパー、国家計画策定のための

ガイダンス、特定の活動や状況（集団予防接種や緊急時、一次医療施設など）に応じた廃棄物

管理に関するガイダンス文書が作成されている。研修モジュールの開発・提供や、JMP での医

療廃棄物管理に関するモニタリング、WASH in HCFs としてのイニシアティブ等、様々な取り

組みも実施されている133。 

援助機関による医療廃棄物管理に関する開発途上国への支援例は以下の通りである。 

➢ 医療廃棄物管理に関する国家政策、戦略、ガイドラインの策定 

➢ 分別体制の構築：医療廃棄物を、感染性廃棄物（血液や体液、血液や汚染物が付着した

もの）、シャープ、一般廃棄物等の種類に応じて分別するための容器や袋を導入し、職

員に対し分別方法を教育する。 

➢ 安全な処理設備の導入：焼却炉やオートクレーブ等を導入し、感染性廃棄物を安全に処

理する。 

➢ 処理・処分体制の整備：処理業者との契約や最終処分場の確保など、施設外への廃棄物

の搬出と適正な処分のための体制を構築する。 

➢ 職員への啓発：医療廃棄物管理の重要性や正しい処理方法に関する研修や啓発活動を通

じ、職員の意識向上を図る。 

JMP の定義では、診察エリアで廃棄物が少なくとも 3 つのゴミ箱（シャープ、感染性、非感

染性）に安全に分別され、シャープと感染性廃棄物を安全に処理・処分している保健医療施設

は、基本的なレベルに分類されるが、世界全体では保健医療施設 10 カ所のうち 3 カ所に廃棄
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物を分別するシステムがなく、後発開発途上国では、基本的なレベルの医療廃棄物管理を実施

している保健医療施設は 3 カ所中 1 カ所にも満たない状況である134。 

COVID-19 パンデミックへの対応では世界中で甚大な数の医療廃棄物が発生したことが報告

されている。WHO の「Global analysis of health care waste in the context of COVID-19: status, impacts 

and recommendations」によると、2020 年 3 月から 2021 年 11 月の間に調達、出荷され、国連の

COVID-19 供給ポータルで管理されているものだけで約 8 万 7,000 トンの個人防護具（PPE）の

大半が廃棄物として処理される見込みであり、2,600 トンの非感染性廃棄物（主にプラスチッ

ク）と 731,000 リットルの化学廃棄物（オリンピックサイズプールの 3 分の 1 相当）を発生さ

せる可能性のある 1 億 4,000 万個以上の検査キットが出荷されたことが指摘されている135。パ

ンデミック時には PPE や検査キットの供給確保が優先されたため、医療廃棄物が大幅に増加

し、リソース不足の医療施設に負担を生じ、水源の汚染、不適切な焼却による大気汚染等、環

境への影響を悪化させた。 

医療廃棄物の管理に関しては、焼却や埋設により廃棄物を処分するのではなく、可能な限り

廃棄物を回避または回収することが望ましく、達成可能であれば、廃棄物の発生を可能な限り

回避し、量を最小化することが最も望ましいとされる。望ましい廃棄物管理・処理の優先順位

は、図 3-13 に示す廃棄物管理ヒエラルキーにまとめられており、発生抑制（Prevent）が最も

優先順位が高く、排出抑制（Reduce）、再利用（Reuse）、再生利用（Recycle）、エネルギー回

収（Recover：焼却により得られるエネルギーを利用）、変形処理（Treat：物理的、化学的、生

物学的特性を変化させて体積や毒性等を低減）、（Dispose：埋め立てや焼却による処分）の順

に優先すべきものとされる。COVID-19 パンデミックや気候変動などのグローバル課題とも呼

応し、医療廃棄物を安全かつ持続的に削減・管理できるシステム強化への関心が再び高まって

いる。 

 

 
図 3-13 廃棄物管理ヒエラルキー132 

 

3.2.17 保健医療施設での環境清掃 

保健医療施設における環境清掃（Environmental Cleaning）とは、患者、医療従事者、その他

利用者を含む全ての人々に安全で清潔な環境を確保するために行われる、施設内の環境表面

（ベッド、医療機器、壁、床など）に対する物理的な清掃と消毒を意味する。環境清掃は保健

医療施設レベルの IPC プログラムの枠組みの中で実施されることが望ましい136。HAIs のリス
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ク低減や保健医療サービスの質向上のための重要な活動であり、大きなリソースを必要としな

いことからも意義が大きい。 

WHO や米国疾病予防管理センター（Centers for Disease Control and Prevention：CDC）が環境

清掃に関するガイドラインを発表しており、清掃と消毒の手順と方法、使用すべき洗剤や消毒

剤、清掃頻度、清掃従事者のトレーニングなど具体的な推奨事項を示している137。また、WHO

は低・中所得国の保健医療施設での環境清掃と IPCに関する研修モジュールとガイドを作成し、

環境清掃にかかる人材育成に力を入れている138。廃棄物管理同様、JMP でのモニタリングや

WASH in HCFs としての取り組みも進んでいる。IPC の強化や国際的動向、援助機関の支援に

より、以下を例とする環境清掃への支援が実施されている。 

➢ 環境清掃に関する国家政策、戦略、ガイドラインの策定 

➢ 清掃従事者に対する標準的手順に関する研修の実施 

➢ 環境清掃に必要な資機材（洗剤、消毒剤、モップ、バケツなど）の調達 

➢ 清掃状況のモニタリング・評価 

環境清掃は 5S-KAIZEN の取り組みとの親和性も高く、5S-KAIZEN が進んでいる保健医療施

設での環境清掃への効果が示唆される。 

開発途上国の保健医療施設においては、リソース不足や意識の問題により環境清掃が適切に

行われていないことが多い。JMP の定義では、清掃の標準的手順があり、清掃を担当する全職

員が研修を受けている保健医療施設は基本的なレベルに位置づけられるが、2021 年までの環境

清掃の実施状況は、地域や保健医療施設のレベルにより大きな差が見られ、中央・南アジアで

は 72％の病院が基本的なレベルであるのに対し、サブサハラアフリカ農村部の保健医療施設で

は 26％に留まっている 6。また、持続性確保については問題が多い。プロジェクトの実施によ

り一時的に一定の改善が見られるものの、物品を継続して調達するための予算の確保がしばし

ば難しい。また、知識不足や文化的要因により清掃プロトコルが一貫して実行されないことも

問題である。モニタリング・評価の仕組みづくりや研修・教育の拡充が重要である139。 

COVID-19 パンデミックは保健医療施設における環境清掃の重要性を再認識させる契機とな

った。ウイルスの環境残存が指摘され、接触感染のリスクが注目されたことにより、感染拡大

防止のための清掃手順の強化、頻度の増加、消毒剤の再評価が行われ、WHO や UNICEF がガ

イダンスノートを緊急で発表した140。また、オンライン研修での環境清掃の取り扱いや各国で

の清掃指針提示など、適切な環境清掃を実現するための動きが広がっている。 

 

3.2.18 ナッジ 

ナッジ（Nudge）とは、行動経済学の概念で人々が意思決定を行う際に、選択の自由を保ち

ながら望ましい方向へ行動を誘導する仕掛けや手法のことを指す。ナッジ理論は、行動経済学

者ダニエル・カーネマンが提唱した人間の意思決定メカニズムに関する二重過程理論を背景に

している。二重過程理論は、人が意思決定を下す際に、高速で、並列的で、自動的で、かつ努

力を要さない直感的な思考である「システム 1」（自動処理モード）と、低速で、系列的で、

制御的で、かつ努力を要する熟慮的な思考である「システム 2」（熟慮的処理モード）の 2 種

類がある141としている。この二重過程理論を背景に、2008 年に行動経済学者リチャード・セイ

ラーと法学者キャス・サスティーンがナッジ理論を「Nudge: Improving Decisions About Health, 

Wealth, and Happiness」で提唱し、広く知られるようになった142。 

ナッジは、日本でも COVID-19 感染症対策として手洗いの促進や社会的距離の確保の際に手

洗い施設への誘導や足跡の上に立つことで距離を確保するなどに用いられた。 

学校の衛生行動改善でのナッジの活用としては、a) 手洗い場所に足跡や矢印などの視覚的サ

インを設置し、トイレ使用後の手洗いを促す、b) 手や目のマークを手洗い施設に設置し、手洗

いを促す、c) 手洗いポスターやペイントを目立つ場所に配置し、正しい手洗い方法を視覚的に

示す、d) 小便器にハエやターゲットを配置し、小便の飛散を防ぐ、e) トイレの清掃当番表を

目立つ場所に掲示し、責任感を醸成する、などが挙げられる。 
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介入前 介入後 

図 3-14 ナッジ（土間コンクリート、足跡ペイント、手洗い施設、手のペイント）の例143 
 

  

図 3-15 ナッジ（男性小便器の小便の飛散防止用のハエやターゲット）の例144 
 

保健医療施設の衛生行動改善でのナッジの活用としては、a) 手洗い施設に手指衛生のポスタ

ーやステッカーを掲示したり、石鹸を目立つ場所に配置し、手洗いを促す、b) 目立つ色やデザ

インの ABHR をケアポイントや目につきやすい場所に多く設置し、手指消毒を促す、c) ゴミ

箱を色分けし目立つラベルを付け、分別方法の説明を近くに示し、目立つ場所に設置すること

で、廃棄物の分別をしやすくする、d) 清掃チェックリストを掲示することで清掃状況を可視化

する、などが挙げられる。 
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図 3-16 ナッジ（手指衛生を促す手洗い施設と ABHR）の例145 
 

 

図 3-17 ナッジ（医療廃棄物分別のためのゴミ箱とポスター）の例146 
 

衛生行動改善にナッジの取り組みが重要視されている点として、次のような点が挙げられる。 

➢ 低コストで実施可能：大規模なインフラ整備や教育プログラムに比べ、比較的少ない投

資で効果が得られる 143。 

➢ 持続可能性：行動変容を促すことで、長期的な衛生習慣の定着が期待できる 143。 

➢ 文化的適応性：地域の文化や習慣に合わせたナッジの設計が可能である147。 

➢ 自発的な行動変容：強制ではなく自主的な選択を促すため、生徒の主体性を尊重できる
142。 

 

3.2.19 マルチセクトラルアプローチ 

マルチセクトラルアプローチとは、単一のセクター（分野）ではなく、保健、教育、WASH、

農業、地域開発など、複数のセクター（分野や部門）が連携して共通の課題解決に取り組む手

法である。このアプローチにより各分野の専門知識や資源を効果的に活用し相乗効果を生み出

すことで、より包括的かつ効果的な解決策を目指すものである。これは現代の複雑な社会課題

が単一のセクターだけで解決できないほど複雑かつ多岐にわたる要因によって影響を受ける

という認識に基づいており、分野横断的な取り組みが不可欠とされている148。 

マルチセクトラルアプローチの概念は 1970 年代後半から 1980 年代初頭にかけて国際開発分

野で注目されるようになった。1978 年にアルマ・アタで開催された「プライマリーヘルスケア
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に関する国際会議」において「Health for All 2000」が掲げられ、健康の改善には保健医療セク

ターだけでなく、教育、農業、WASH など他セクターとの協力が不可欠であるという考えが提

唱された149。その後、1980 年代から 1990 年代にかけて国連機関や国際 NGO 等がマルチセク

トラルアプローチを積極的に採用し始め、開発プロジェクトの計画や実施において異なるセク

ター間の連携を重視するようになり、近年では SDGs の達成に向けた重要な戦略の一つとして

認識されている。 

学校・保健医療施設を含む WASH が関係する支援おいても、教育、保健、農業セクター間に

おける様々な連携が行われている。セクター間の組み合わせによるマルチセクトラルアプロー

チの例として以下のものが挙げられる。 

 

1. 教育×栄養×WASH 

学校における総合的な健康教育プログラムの実施が挙げられる。安全な水の供給と適切な衛

生施設の整備、衛生教育の実施に加え、栄養教育と学校給食の提供を組み合わせることで、生

徒の健康状態と学習成果の向上を図る150。 

 

2. 教育×栄養×農業×WASH 

学校菜園プロジェクトの実施が一例である。生徒は野菜の栽培を通じて農業技術を学び、収

穫物を学校給食に活用することで栄養改善を図る。同時に、安全な水と農業用水の確保、適切

な衛生行動、衛生的な食品の取り扱いの重要性等を学ぶことで、包括的な教育効果が期待でき

る151。 

 

3. 教育×保健×WASH 

WASH in Schools、学校保健プログラム、MHM in Schools 等のアプローチが挙げられる。学

校を拠点として WASH 施設の整備、月経管理を含む衛生教育の実施、保健サービスの提供、保

健教育との統合等を通じて、生徒の就学率を向上させると共に生徒とその家族の健康管理能力

を高め、地域全体の公衆衛生の改善を図る 24。 

 

4. 農業×WASH 

灌漑システムの改善と衛生的な農業実践の組み合わせが挙げられる。安全な水の供給による

清潔な灌漑水の使用と適切な排水処理を通じて、作物の病気や寄生虫の発生を抑制し農業生産

性の向上と環境保護の両立を図る152。 

また、Animal WASH も一例として挙げられる。人間と動物の健康の相互関連性を認識し、動

物に安全な水へのアクセス、適切な衛生管理、飼育管理を提供することにより、人獣共通感染

症のリスクを減少し人間と動物の両方の健康を向上させる153。 

 

5. 保健×WASH 

WASH in Health care facilities のアプローチが挙げられる。安全な水の供給、適切な衛生施設

及び手洗い施設の整備、適切な衛生行動の促進、医療廃棄物の適切な処理等を組み合わせるこ

とで、医療関連感染のリスク低減及び患者と医療従事者の健康を守ることが期待できる 42。 

 

6. 母子保健×農業×WASH 

母子の低栄養改善が挙げられる。保健セクターによる十分な母子保健ケアの提供と適切な母

乳育児・補完食の促進、農業セクターによる食料増産と世帯・個人レベルでの十分な食料入手

の確保、WASH セクターによる WASH 改善による下痢症疾患、土壌伝播鞭虫感染症、環境性

腸症の減少、等の相乗効果により、母子の栄養不良を改善するとともに将来的な肥満や生活習

慣病のリスクを低減することが期待される154。 

 

7. 母子保健×WASH 

Baby WASH のアプローチが挙げられる。乳幼児（0~2 歳）とその養育者を対象とした水、衛

生施設、衛生行動の包括的なアプローチで、従来の WASH プログラムに加え乳幼児の特殊な
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ニーズに焦点を当て、安全な飲料水、適切な衛生施設、衛生的な環境、そして乳幼児の健康と

発育を促進する衛生行動を包含的に改善し、長期的な乳幼児の健康改善を図ることが期待され

る155。 

 

3.2.20 DX 

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル技術を活用し、業務や生活の各領

域を革新し、効率性や効果を向上させる変革のプロセスを指す。これには、情報通信技術（ICT）

の導入、データ分析を用いた意思決定及びビジネスモデルの再構築が含まれる。 

開発途上国での学校・保健医療施設での衛生行動改善への DX の活用として考えられるもの

として、オープンソースシステムを用いた WASH 改善状況のモニタリングがある。学校・保健

医療施設での WASH 改善状況をモニタリングすることで、データに基づく意思決定（政策立

案や資源配分など）ができ、的を絞った効果的な介入を行うことができる。また、定期的なモ

ニタリングとして WASH 改善状況を追跡することで、SDGs や各国の健康及び教育の目標の達

成状況の評価を行うことができる。 

学校・保健医療施設での WASH 改善状況のモニタリングに活用可能と思われるオープンソ

ースについて以下に示す。 

保健医療分野では、ノルウェーのオスロ大学が開発した District Health Information Software 

（DHIS2）と呼ばれる保健医療情報管理システムがあり、オープンソースのウェブベースプラ

ットフォームである。DHIS2 は 80 か国以上の低・中所得国で利用されており、世界の人口の

40%にあたる 32 億人が DHIS2 を使用している国に住んでいる156。DHIS2 は、保健センターな

どからの患者データの入力に基づき、データの管理、分析、レポート作成などが可能であり、

データに基づく意思決定が実行可能である。 

また教育分野でも、Education Monitoring and Information System （EMIS）と呼ばれる教育シ

ステムの管理と政策立案を支援するために設計された情報システムがある。学校レベルでの生

徒数、教員数、施設状況などのデータを入力し、中央のデータベースに集約することができる。

このデータに基づき、データ分析と可視化、意思決定ができる。オープンソースとして UNESCO

が主導して開発した OpenEMIS があり、多くの開発途上国で採用されている157。学校保健プロ

グラムのモニタリングと評価のためのグローバルプラットフォームとして、WHO が主導する

Global Platform to monitor school health と呼ばれるものもある。このプラットフォームは、各国

の学校保健データを収集し、学校保健の進捗状況を把握し、課題解決を促進することを目的と

している。また保健医療分野の DHIS2 を活用し、DHIS2 for Education158という取り組みも行わ

れている。 
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第4章 他開発パートナーの学校・保健医療施設の衛生行動改

善への取り組み 

4.1 国際機関 

4.1.1 UNICEF 

a) 組織概要 

UNICEF は、1946 年の第 1 回国連総会決議により、戦争で被害を受けた児童の救済のための

緊急措置として設立された国連の専門機関である。「すべての子どもの権利を保護し支援する

こと」を使命とし、最も支援の届きにくい子どもたちを最優先に、約 190 の国と地域で活動し

ている。主要な活動分野は保健医療、栄養、WASH、教育、子どもの保護、HIV/エイズ対策、

緊急支援、社会政策とアドボカシー等である。 

 

b) 学校の WASHに関する活動内容 

UNICEF は全ての子どもたちが、衛生的な環境で教育を受ける権利を保障することを目指し、

学校での WASH 改善活動に取り組んでいる。UNICEF の従来の WASH in School プログラムは

2000 年初頭頃から開始され、①安全で適切なトイレの建設、手洗い場設置と安全な飲料水の供

給等のハードウェア支援、②衛生教育の実施、学校での WASH の運営維持管理に関する能力

強化等のソフトウェア支援、③保護者、教員、生徒を含むコミュニティ全体を巻き込むコミュ

ニティの参加促進、④政府や関係機関に対し学校 WASH に関する政策や予算の充実を働きか

ける政策提言、の 4 つの主要な要素に焦点が当てられてきた 2。UNICEF の WASH in School は

学校 WASH の改善を単独の問題としてではなく、教育、健康、ジェンダー平等などより広範な

開発目標の一部として捉えた包括的アプローチとして実施されている 25。 

UNICEF が主導する主なイニシアティブとして、WHO と共同で、WASH に関する JMP を実

施しており、WASH の目標達成に向けた進捗状況の追跡を行っている。また、学校での WASH

の向上だけでなく、歯磨き粉を使用した毎日の歯磨きや年 2 回の駆虫薬の配布といった学校保

健の側面を三段階的に分けて促進するためのプロフラムとして、Three Star Approach や Fit for 

School が実際の教育環境に広く取り入れられている 79。UNICEF の Strategy for Water, Sanitation 

and Hygiene 2016-2030 においても、費用対効果の高い同モデルでは、石鹸を使った毎日の集団

手洗いの促進と、学校の環境改善に向けた段階的アプローチに重点を置くことが述べられてい

る。 

近年の UNICEF のアプローチとしては、①月経に起因する差別や不平等を解消するため、思

春期を迎えた女子生徒が必要な情報、物資、安全で清潔な環境にアクセスできるよう支援する

月経衛生対処（MHM）92、②女子生徒、障害を持つ子ども、その他の脆弱な立場にある子ども

を含む全ての子どもたちが WASH の恩恵を平等に受けられるよう、ジェンダーや包摂性の視

点を重視したプログラムの展開、③モニタリングシステムのデジタル化、携帯電話を用いた衛

生教育、オンラインプラットフォームを通じた情報共有等のデジタル技術の活用159、④気候変

動による水不足や衛生状態の悪化に対応するため、雨水貯留や節水型トイレの導入等のレジリ

エンスの高い WASH 施設の整備の推進160、等に重点を置いている。 

 

c) 保健医療施設の WASHに関する活動内容 

UNICEF は、全ての人々に安全で公平な WASH へのアクセスを確保するという目標を掲げ、

保健医療施設における WASH の改善に積極的に取り組んでいる。UNICEF の WASH in Health 

Care Facilities プログラムは 2018 年頃から開始され、①安全な水へのアクセス：飲料水、手洗

い、医療機器の洗浄等、保健医療施設における様々なニーズに対応できる十分な量と質の水の

供給を確保する、②衛生的なトイレの設置：患者、職員、訪問者それぞれに適した、適切に設

計・管理されたトイレの設置、③衛生行動の促進：手洗い、安全な排泄物処理、感染予防対策、

環境衛生等に関する研修や啓発活動を通じた衛生行動の改善、④保健医療廃棄物管理：感染の
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リスクを最小限に抑えるための安全な保健医療廃棄物管理システムの構築、⑤政策提言：各国

政府に対して、WASH に関する政策や戦略に保健医療施設における WASH を統合するための

働きかけ、等の 5 つの主要分野に焦点を当ててきた 42。UNICEF の WASH in Health Care Facilities

は保健医療施設における WASH を単独の問題としてではなく、総合的な保健システム強化の

一部として捉え、インフラ整備、人材育成、政策支援など多岐にわたる取り組みを包括的アプ

ローチとして実施している 57。 

UNICEF が主導する主なイニシアティブは以下が挙げられる。 

⚫ WHO と共同で、JMP を通じて保健医療施設における WASH の進捗状況を追跡し、定期的

にレポートを発表している。 

⚫ WHO と共同で、Global Action Plan to Improve WASH in Health care Facilities という 2030 年

までに全ての保健医療施設で基本的な WASH サービスを提供することを目指す行動計画

を主導している161。 

⚫ WASH FIT (Water and Sanitation for Health Facility Improvement Tool）という、保健医療施設

の WASH の現状を評価・改善し優先課題を特定するためのツールの開発と普及を行って

いる162。 

近年の UNICEF のアプローチは、①感染予防・管理（IPC）との統合：WASH と IPC を密接

に関連付け相乗効果を生み出すアプローチの採用 116、②コミュニティ参加型アプローチ：地域

社会を巻き込んだ WASH 改善プログラムの実施163、③公平性の重視：全ての人が WASH サー

ビスを平等に利用できるように、ジェンダー、障害、脆弱な立場にある人々やコミュニティの

ニーズに焦点をあてた支援の実施164、④気候変動への適応：気候変動に強い WASH インフラ

の整備と再生可能エネルギーの活用促進165、等のより包括的かつ持続可能な方法に焦点を当て

ている。 

 

4.1.2 WHO 

a) 組織概要 

WHO は「全ての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的として 1948 年に設立

された国連の専門機関である。主要な活動は、健康に関する国際的な基準の設定、疾病の予防

と管理、保健システムの強化、健康に関する研究の推進、緊急事態への対応、等である。 

 

b) 学校の WASH に関する活動内容 

WHO は学校における WASH の重要性を強調し 2000年初頭頃から様々な支援を行っている。

WHO の従来の支援は、①水の安全性の確保：学校での安全で持続可能な水の供給を確保する

ための水質モニタリング、給水施設の整備、浄水技術の導入166、②ガイドラインとツールキッ

トの策定と提供：各国政府、開発パートナー、学校関係者が学校での WASH を改善するための

ガイドライン、ツール、トレーニング資料等の開発、③能力開発支援：教職員や地域の保健衛

生担当者に対する WASH に関する研修やワークショップの実施167、④疾病予防と健康促進：

WASH 改善を通じた下痢性疾患や寄生虫感染等の予防と適切な衛生行動の形成による生涯に

わたる健康的な生活習慣の確立168、⑤モニタリングと評価：UNICEF との共同による JMP の実

施と報告、等に焦点を当てて実施されてきた。 

WHO が主導する主なイニシアティブとして、UNICEF との共同による JMP に加えて、1995

年から地域の中で健康関連の活動を促進する場として機能する健康増進学校（Health Promoting 

School）を増やすことを目標とした Global School Health Initiative を実施している。2018 年には

UNESCO と共同で全ての学校を健康増進学校にする取り組みである Make every school a health-

promoting school を立ち上げ、2021 年に健康増進学校のためのグローバルスタンダードと指標

を発表した。2023 年には、このグローバルスタンダードの実施を支援・モニタリングするため

の Global Platform to monitor school health を立ち上げ、各国の学校保健データの収集、進捗状況

の把握、課題解決を促進している。 

さらに、FRESH（Focusing Resources on Effective School Health）という WHO、UNESCO、

UNICEF、世界銀行が共同で 2000 年に提唱した学校保健プログラムの枠組みを通して、教育と
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健康の相互関係を重視し、学校を通じた子どもたちの健康と学習成果の向上を促進している。

主に 4 つの柱（健康に関する学校の方針、安全な学習環境、スキルベースの健康教育、学校保

健サービス）に焦点を当てこれらの要素を統合的に実施することで、効果的な学校保健プログ

ラムの実施を目指している 37。 

 

c) 保健医療施設の WASH に関する活動内容 

WHO は全ての人々への健康の権利を達成するために、2018 年頃から保健医療施設における

WASH を改善することに取り組んでいる。従来の支援は主に、①基準とガイドラインの設定：

保険医療施設における WASH に関するグローバルスタンダード、ガイドライン、ツールの開

発と定期的な更新、②能力開発：WASH in Health Care Facilities に関する研修プログラム、資料

の開発と医療従事者、施設管理者、政策立案者、その他の関係者に対する能力強化、③モニタ

リングと評価：各国の WASH in Health Care Facilities の進捗状況の定期的な評価とグローバル

レポートの作成、④政策とガバナンスの強化：各国政府に対する国家レベルの WASH 政策・戦

略に WASH in Health Care Facilities を統合するための技術支援、等に焦点を当てて実施されて

いる。 

WHO が主導する主なイニシアティブは、UNICEF と共同で行う JMP 及び WASH FIT が挙げ

られる。また、2015 年から 2030 年までに全ての保健医療施設で基本的な WASH サービスを提

供することを目標とした WASH in Health Care Facilities: Global Action Plan を促進している。こ

のイニシアティブは、安全な水、適切な衛生施設、適切な衛生行動が、質の高い医療サービス

の提供に不可欠であるという認識に基づいている 42。 

 

4.1.3 UNESCO 

a) 組織概要 

UNESCO は 1945 年に設立された国連の専門機関で、教育、科学、文化、コミュニケーショ

ンを通じて国際協力を促進し、平和を構築することを目的としている。主な活動分野は、教育、

自然科学、社会科学・人文科学、文化、コミュニケーション・情報等である。 

 

b) 学校の WASHに関する活動内容 

UNESCO は、学校における適切な WASH の提供が教育の質の向上や生徒の健康、安全に直

結する重要な要素であると位置付け、教育機関における WASH と健康促進のための包括的な

アプローチを提唱してきた。また、WASH in School を SDGs の達成に不可欠な要素として位置

付け、特に教育の質の向上（ゴール 4）と水と衛生施設の確保（ゴール 6）に貢献するものとし

て推進している。UNESCO の従来の支援は主に、①包括的な WASH 環境の整備：WASH 施設

だけでなく、ごみ処理、排水管理、学校給食の衛生管理、ジェンダーと障がい者への配慮、災

害リスク軽減等も含む包括的なアプローチ、②学校保健：WASH に加えて栄養、健康教育、学

校保健サービス、メンタルヘルス等の子どもの健康と幸福に影響を与える幅広い要素を含む包

括的な学校保健プログラムの推進、③能力開発と技術支援：各国政府や教育機関に対する

WASH と学校保健に関する教員研修プログラムや学校での健康教育カリキュラムの開発支援、

④モニタリングと評価：WASH in School を含む国際的な教育の進捗状況の定期的なモニタリン

グと評価169、等に焦点を当てている。 

UNESCO が主導するイニシアティブは、既述のとおり、WHO と共同で推進する Make every 

school a health-promoting school、健康増進学校のためのグローバルスタンダードと指標の設定、

モニタリングのための Global Platform to monitor school health の推進を行っている他、WHO、

UNICEF、世界銀行と共同で実施する FRESH の枠組みを通じた教育と保健の統合も推進してい

る。 

また、生徒の健康と学習環境を向上させるための取り組みとして、学校保健栄養（SHN）プ

ログラム170も主導している。SHN プログラムは、学校が地域社会において健康促進の拠点とな

ることを目指し、栄養改善、健康教育、衛生管理、感染症予防等の活動を通じて教育の質向上
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と学業成績の向上を含む子どもたちの全体的な福祉を支援するものである。 

近年では、2023 年に UNESCO strategy on education for health and well-being を発表し、包括的

な性教育、学校における健康促進、衛生的な学習環境の整備、ジェンダーに基づく暴力の防止、

非感染症疾患の予防や健康的な生活習慣の促進等を重点分野として定めている。 

 

4.2 各国援助機関 

4.2.1 GIZ (Deutshe Geselleschaft fuur Internationale Zusammenarbeit) 

a) 組織概要 

GIZ はドイツ政府が出資して設立された国際協力公社で 130 か国以上において技術協力プロ

グラム、人材育成、緊急支援等を行っている。主な活動分野は、経済開発と雇用促進、統治と

民主主義、安全保障、復興、平和構築と内戦転換、食糧安全保障、保健と基礎教育、環境保護、

資源保全、気候変動緩和、等である。 

 

b) 学校の WASHに関する活動内容 

GIZ は学校での WASH に対して主に、①教育及び保健分野の機関に対する政策ドバイスス、

包括的な政策手段、基準の設定、モニタリングにおける支援、②学校における包括的な WASH

施設（安全で男女別、アクセス可能、環境的に持続可能）の拡張と持続可能な運用支援、③正

式な学校制度と通常の学校生活（カリキュラム、日課など）への WASH と健康に関する実践の

統合、④生徒や教員が変化の担い手として行動し、家族や地域社会に技術や実践をもたらすこ

と、⑤水汲みや家庭衛生のタスクや月経衛生の欠如などの女児の教育を妨げる問題を提起する、

等に焦点を当てて支援を行っている171。 

GIZ は 2009 年から UNICEF との協力の下、主に東南アジアで Fit for School を実施しており、

石鹸を使った毎日のグループ手洗い活動、歯磨き活動、学校トイレや校内の定期的な清掃、6

か月毎の虫下しの提供、廃棄物管理等の活動を導入している。また、2012 年からは毎年 WASH 

in Schools International Learning Exchange (WinS ILE)という、全ての学校が安全で持続可能な

WASH サービスを受けられるための取り組みの強化のために、地域全体の政府と関係者が集ま

る毎年恒例の国際学習交流を UNICEF と共催している172。2013 年以降は UNICEF と共同で

Three Star Approach を開発し広く実施している。Three Star Approach は、従来型の WASH 支援

と異なり、衛生行動変容に焦点を当て、グループによる実践的スキルを通じた学習を行い、段

階的な発展を目指すものである。同アプローチはスケールアップすることを前提に、低コスト

で簡単に実施できる内容になっている。 
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図 4-1 従来型の WASH支援と Three Star Approach の比較 82 

 

c) 保健医療施設の WASHに関する活動内容 

GIZ は保健医療施設の WASH は、予防医療、伝染病の予防、病気との闘い、保健システムに

おける食糧安全保障の提供、等における重要な部分として位置付けられるべきとの認識に基づ

き、実施方針として主に、①保健セクター機関に対する政策アドバイス、十分な財政的、組織

的、人的資源の確保、保健当局の監督能力の拡大、②差別が無くアクセス可能な WASH施設（男

女別のトイレや月経衛生設備を含む）の提供と保健医療施設による清掃、保守、使用に関する

管理体制の確保、③保健医療施設の職員と訪問者が適切な衛生行動を実践するための能力強化、

④保健システムにおける健康教育（子どもと若者に適切なもの）のインセンティブ強化、等を

掲げている。 

GIZ は 2016 年から Sanitation for Millions という、脆弱なコミュニティや人々に焦点を当て、

学校、医療施設、宗教施設等の公共施設にジェンダーに適切で包括的な衛生施設を建設・改修

し、衛生行動へのアクセスを改善するための世界的なイニシアティブを提唱し実施している173。

また、2024 年からは One Health アプローチという、人間の健康、動物の健康、環境の健康は相

互に関連しているという考え方に基づき、包括的かつ長期的に健康課題に取り組むアプローチ

を導入しており、保健医療施設における WASH の介入にも取り入れられている174。 

 

4.2.2 USAID 

USAID は 1961 年に設置されたアメリカ合衆国の全ての非軍事の海外援助を行う国務省管轄

の政府機関で、世界各地で経済援助、開発援助、人道援助を提供している。主な支援分野は、

農業と食糧安全、民主主義・人権・ガバナンス、WASH、教育、グローバルヘルス、栄養、紛



 

4-6 

争予防と安定化、ジェンダー平等と女性のエンパワメント、環境・エネルギー・インフラ、等

である。 

米国は U.S.Government Global Water Strategy 2022-2027 を定めており、その実施戦略として

USAID は WASH に関して以下の方針を掲げている175。 

⚫ 公平で安全、信頼性が高く、手頃な価格の飲料水サービス及び衛生施設サービスへの

アクセスの拡大：地方自治体、公共及び民間セクターのサービスプロバイダーと提携

して、学校や医療施設等の施設を含む都市、地区、郡全体で、安全で手頃な価格、信

頼性が高く、気候に強い給水サービスと製品へのアクセスを拡大する。 

⚫ 衛生施設サービス提供者のパフォーマンスと気候耐性の向上：衛生施設及び衛生バリ

ューチェーンに沿ったサービス提供者と市場関係者のパフォーマンスを向上させるた

めに、現地のシステムを通じて支援を行う。また、気候変動による複雑性と不確実性

に対応するために必要なサービス提供者の適応能力の強化にも取り組む。 

⚫ 主要な衛生行動の導入を増やす：個人、構造、社会の要因に同時に対処し、月経衛生

を含む主要な衛生行動の導入と継続的な実践を増やす最先端の社会的及び行動変革ア

プローチを支援する。 

学校での WASH に対する支援では、WASH 施設の整備、衛生教育の実施、関係者への能力

強化、評価とモニタリング、政策提言等の活動に WASH-Friendly Approachs、WASH and 

HIV/AIDS Integration、衛生マーケティング等のアプローチを取り入れて様々な支援を実施して

いる176。また、マダガスカルやエチオピアでは Hygiene Improvement Project (HIP) (2004 – 2010) 

において、児童、都市部の貧困層、HIV 感染者を含む人々を対象に、家庭、学校、保健センタ

ー、市場、宗教施設において、石けんを使った手洗い、安全な糞便処理、家庭用飲料水の安全

な処理と保管という 3 つの重要な衛生習慣の促進を通じて、下痢性疾患を減らし、子どもの生

存率の向上等に取り組んだ。さらに、HIP の成功や課題に基づき、ザンビアにおいて 2012 年に

Schools Promoting Learning Achievement through Sanitation and Hygiene (SPLASH)が実施され、安

全な飲料水と衛生施設へのアクセスを改善し、衛生教育を推進することで、女子生徒の出席率

を高めるとともに女性教員の定着率を高めることにも寄与した177。 

保健医療施設での WASH に対する支援では、Maternal and Child Survival Program (MCSP)とい

う予防可能な乳幼児死亡と妊産婦死亡(EPCMD)を 1 世代で無くし、母子保健サービスの質を向

上させるためのプログラムを実施しており、その一環として保健医療施設における WASH の

改善に取り組んでいる178。また、WASH 改善のツールとして支援実施のプロセスに WASH-FIT

を活用していることに加えて、MCSP の下で開発した Clean Clinic Approach (CCA)という、施設

のスタッフが自ら WASH 改善計画を立案・実施し、医療施設の WASH 状況を段階的に改善す

るためのアプローチを広く導入している179。評価に関しては、Health System Assessment Approach

という、主要な保健システムの機能、サービス提供、保健人材、医薬品、ワクチン、技術、保

健情報システム、保健財政、ガバナンスを網羅した迅速な評価ツールを開発し、開発途上国で

広く活用している180。 

その他、WASH 全体のイニシアティブとして、Global Handwashing Partnership181という、衛生

行動を国際開発と公衆衛生の柱として認識し、石鹸を使った手洗いを促進するパートナーシッ

プを通じて学校・保健医療施設における手洗い活動を支援している。 

 

4.3 NGO・NPO 

4.3.1 WaterAid 

WaterAid は 1981 年にイギリスで設立され、40 年以上にわたり WASH 分野に特化して活動

している国際 NGO である。「すべての人がすべての場所で、清潔な水と衛生施設を利用し、

衛生行動を実践できる世界」をビジョンとして掲げ、2024 年現在、世界 30 か国に拠点を置き、

アジア、アフリカ、南米など計 22 か国で WASH 分野の専門性を活かし、各国の貧困層や取り

残されがちな人々が清潔な水、適切なトイレを利用し、正しい衛生行動を実践できるよう、現

地に最も適した解決策を実行している。WaterAid はその活動のアプローチの特徴として①問題

の根本的な原因を探る、②住民のプロジェクト参加を推進、③政府・自治体の能力向上を支援、
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④“システム”全体の強化、が挙げられる182。 

WaterAid の Our Global Strategy 2022-2032 の中では、4 つの目標一つに「WASH による公衆衛

生の改善」が定められており、①政府と協力しながら、公衆衛生や既存の保健プログラムにお

ける主要なプログラムと政策に衛生行動の改善を組み込む、②インクルーシブで持続可能な

WASH によって保健医療施設の医療の質を改善する、③保健セクターが WASH に関する主導

権と責任を持つよう促し、保健分野の意思決定者と協力しながら保健システムの強化や保健医

療施設の取り組みに WASH が組み込まれるようにする、等が掲げられている183。 

学校における WASH の活動の一例としては、2018 年 - 2021 年にルワンダ国の対象 2 郡にお

いて、学校を対象とした 3 年間の WASH 改善プロジェクトを実施し、雨水貯留タンクの設置

または既存の給水網との接続を通じて、50 校で清潔な水の利用が可能となり、30 校で男女別

で手すり等がついた障害を持つ生徒も利用できる個室トイレ及び月経衛生ルームを併設した

トイレ棟の新設、82 校で生徒主導による衛生クラブの立ち上げとラジオドラマを通じた衛生行

動の促進に取り組んだ184。 

保健医療施設における活動は、保健システムの強化、ユーザーフレンドリーな WASH 施設

への包括的なアクセスの確保、WASH のモデル化、環境清掃と医療廃棄物管理、感染予防と

WASH の連携、ジェンダー配慮、WASH コストの予算化等の様々なプロジェクトを世界各国で

実施している185。 

 

4.3.2 IRC 

IRC は WHO とオランダ政府との合意に基づき、情報発信の中心「知識ブローカー」として

1968 年に設立され、給水、研究、開発に携わる協力機関の世界的ネットワークのフォーカルポ

イントであった。現在は世界中の政府、NGO、起業家、人々と協力して WASH サービスにお

ける世界的な危機に対する長期的な解決策を見つける国際シンクタンクである。各国が強固な

地域及び国家のサービスを構築し、強靭なシステムで支えられることで人々の生活を変え、す

べての人に平等、正義、機会をもたらすことを使命として掲げ、WASH サービスを提供する効

果的なネットワークの構築と同時に、ブルキナファソ、エチオピア、ガーナ、ホンジュラス、

インド、マリ、ニジェール、ウガンダの 8 か国で重点的に活動している。 

IRC はパートナー団体と共に 2021 年に設立した One for All というアライアンスを通じて

SDGs のゴール 6 の達成に貢献するためのビジョン Destination 2030 を開始し、地方自治体、国

家政府、地域及び世界機関との協力により、15 か国で気候に強い永続的な WASH サービスの

提供を急速に進め、今後 10 年間で 2 億人にサービスを提供できるよう取り組んでいる186。 

また、IRC は WASH システム強化のためのオンライン学習プラットフォームである WASH 

System Academy を運営しており、永続的な WASH サービスを確保するために必要な知識とツ

ールを提供している187。 

学校・保健医療施設における WASH に対する支援は、パートナー団体との共同による各種

調査、評価、戦略計画の策定、効果的な実践・課題・教訓についての研究と結果の共有、各種

教材やトレーニングプログラムの作成、等を実施している。 

学校の WASH に関する具体例としては、バングラデシュにおいて 2015 年に学校 WASH に

おけるライフサイクルコスト分析を実施した188他、UNICEF と共同で WASH in School Index と

いう実践者が学校での WASH に関する活動に最も役立つ情報を見つけ、共有し、保存できる

オンラインプラットフォームを作成した。このプラットフォームでは検索、フィルター、共有、

投稿機能のほか、WASH in School に関するアウトリーチやテーマ別ニュースがあり、ユーザー

からの最新かつ最も人気のあるドキュメントとインデックスライブラリも用意されている189。 

保健医療施設における WASH に関する具体例としては、サハラ以南アフリカと南アジアの

最大 6 カ国において、信頼性が高く、強靭で、包括的な WASH サービスの確立に必要なシス

テムを強化するための WASH Systems for Health (2023-2028)プロジェクトにおいて、結果フレ

ームワークの開発、WASH システム強化のための研究及び学習アジェンダの確立、WASH シス

テムハブの提供を行っている190。WASH システムハブは、WASH の課題に関する技術的専門知

識や戦略的洞察、行動のための洞察・推奨事項を提供することで、システム上のボトルネック

の解決を支援することを目的として技術コールダウンサポートを提供するもので、パートナー
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政府は WASH システム強化に関するカスタマイズされたアドバイスとサポートを受けること

ができる191。 

 

4.3.3 World Vision International 

World Vision は 1950 年にアメリカで設立された、キリスト教精神に基づいて開発援助、緊急

人道支援、アドボカシーを行う国際 NGO で、約 100 か国で宗教、人種、民族、性別に関わら

ず全ての子どもたちが健やかに成長できる世界を目指して活動している。重点分野は主に児童

保護、経済発展、教育、健康と栄養、WASH、災害管理、気候変動、子どもの権利と公平性、

ジェンダー平等と社会的包括、等である192。 

学校での WASH に関しては、Our Roadmap to Impact 2021-2025193の重点分野として、①学校

向けのユニバーサルカバレッジサービスレベルに概説されている基準を満たすかそれを上回

るべく、学校における安全な WASH へのアクセスを改善する、②WASH 活動を主導するため

に学校 WASH クラブを設立する、③WASH Up!及び Girl Talk プログラムを通じて、学校で行

動変容プログラムを実施し、衛生行動と月経衛生について指導する、③COVID-19 パンデミッ

クからの回復に向けた WASHの取り組みを学校での WASH プログラムに統合し、学校での消毒

を確実にし、持続可能な健康的な手洗いを推進する、④学校 WASH のための効果的でエビデ

ンスに基づいた O&M 戦略を開発する、の 4 つを掲げ実施している。 

World Vision の学校 WASH におけるアプローチには、2017 年に開始された WASH UP!があ

り、セサミストリートのキャラクターが登場する子ども向けの学習教材を使って、遊びを通じ

て健康的な WASH 習慣を実践し共有する方法を子どもたちに教えている。また、Girl Talk ア

プローチを活用し、健康的な衛生行動の基本に基づいて、高学年の男女生徒に思春期と月経衛

生について教えている。 

保健医療施設での WASH に関しては、Our Roadmap to Impact 2021-2025 の重点分野として、

①ユニバーサルカバレッジサービスレベルに概説されている基準を満たすかそれを上回るべ

く、保健医療施設における安全な WASH アクセスを改善する、②800 か所の農村地域の保健医

療施設で WASH サービスを提供する、③保健医療施設のパートナーシップ全体で適切な評価

ツールを広く採用する、④COVID-19 対応活動において、感染拡大の封じ込めと感染拡大の抑

制に不可欠な WASH を支援する、⑤学習アジェンダを通じて WASH の効果的なアプローチに

関する証拠のギャップに対処する、⑥保健医療施設における WASH へのブランド化された統

合アプローチを開発することにより、感染予防と管理（IPC）を強化する、の 6 つを掲げ実施

している。 

World Vision の保健医療施設における WASH 活動は、多くの場合 Baby WASH を通じて提供

されている。これは母親と子どもの健康状態の改善を目指し母親の妊娠期から生後 2歳までの

人生最初の 1,000 日に焦点を当て、将来的な発達への悪影響を回避するために、WASH を母親、

新生児、子どもの健康、栄養、幼児期の発達介入と統合することを目指すアプローチである。 

また、World Vision が WASH プログラムを設計する際は、WHO/UNICEF が開発した「医療

施設における WASH：質の高いケアへの普遍的なアクセスを実現するための実践的ステップ」

を使用することが推奨されている194。 

 

4.3.4 SNV 

SNV は 1965 年に設立されたオランダに本部を置くグローバル開発パートナーで、60 年以上

に渡ってアフリカとアジアの 20 カ国以上で、農業・食料、エネルギー、水を重点分野として、

セクター内及びセクター間でのジェンダー平等と社会的包括、気候適応と緩和、強力な制度と

効果的なガバナンス、を中核テーマとした支援を行っている195。 

SNV は 2030 Strategy の中で、SDGs のゴール 6 に沿った成果への貢献のひとつとして、家庭、

主要な施設、公共の場で、安全に管理された WASH を利用できる人々の数を増やすことを取

り組みとして掲げている196。 

学校での WASH 支援では、国や地方自治体と協力して学校での WASH サービスの持続不可

能な背景にある構造的な原因に取り組み、生徒の衛生施設と衛生行動に対する意識の向上を促
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進している。生徒の定着率を向上させると同時に、生徒が衛生施設と衛生行動に関する前向き

なメッセージを家に持ち帰ることができるようにし、家庭の健康を改善し地域社会に変化をも

たらしている。 

また、SNV はサハラ以南のアフリカ全域において UNICEF と WASH 分野で数多くのパート

ナーシップに基づくプログラムを実施している。UNICEF の WASH プログラムの能力強化部

門で特に積極的に活動しており、スケールアップのための中間レベルのパートナーとの連携、

民間セクター関係者の関与、ハードウェアや衛生用品の維持・供給など、専門的なインプット

を行っている197。 

保健医療施設での WASH 支援では、WASH 施設の整備・改善、WASH 施設の運営維持管理、

モニタリングに関する能力強化、参加型アクセシビリティ評価の実施、トレーニングモジュー

ルやガイドラインの開発・作成等を実施している198。 

 

4.3.5 Global Handwashing Partnership (GHP) 

GHP は 2001 年に設立された世界中の公共部門と民間部門の専門知識、経験、アイデア、リ

ソース、影響力を結集し、石鹸を使った手洗いを推進するための連合で、政府機関、多国間組

織、企業、非政府組織、学術機関等が加盟している。 

 「あらゆる重要なタイミングに石鹸を使った手洗いが普遍的に推進され実践されること」を

ビジョンとして掲げ、手洗いの実施を強化するための知識の開発と共有に取り組んでいる。ま

た、世界手洗いデー等の支援活動を通じて、地方、国、国際レベルで手洗いを推進するための

政治的コミットメントを構築し、行動を促すよう努めている。 

GHP はその主な活動領域を、①石鹸を使った適切な手洗いを促進する環境の強化、②手洗い

プログラムの改善を支援するツール、ガイダンス、リソースを提供することで、ベストプラク

ティスを特定し推進する、③公共部門と民間部門の共同プロジェクトの構築、より広範なアド

ボカシー効果、セクター間での学習と専門知識の共有等のためのパートナーシップの活用、と

している199。 

 

4.3.6 WASH United 

WASH United は、2011 年に設立されたドイツのベルリンを拠点とする非営利団体で、様々 

なイニシアティブにおいて、UNICEF、UNFPA、世界銀行、WaterAid、GIZ、多くの現地組織 

等 1,000 以上のパートナー組織と協力している。 

安全な飲料水、月経衛生を含む WASH の恩恵を全ての人が受けられる世界の構築に取り組 

んでおり、アドボカシーと教育の課題に重点を置いている。 

アドボカシー活動の面では、WASH United が開始し主導している、月経に対する偏見をなく 

すための世界的運動である「月経衛生デー」、また人権を行使して全ての人がサービスにアク

セスできるようにする取り組みである「権利の実現」に注力している。 

教育の面では、無料でアクセスできる月経衛生教育のための低コストで展開可能なソリュ

ーションの開発と普及に注力している。具体例としては、MHM 教育ガイドが世界の 4 つの地

域に合わせて作成され、20 以上の言語に翻訳され使用されている200。 

 

4.3.7 国際学校保健コンソーシアム 

国際学校保健コンソーシアムは、2010 年に国際的な学校保健ネットワークのシンクタンク及

び連携強化を図るハブとしての機能を果たすために設立され、幼児後期、学童期及び思春期の

子どもの健康と、子ども達が所属する地域社会の健康増進を目指して行われる学校保健プログ

ラムの適切な実践と普及を支援している。 

国際学校保健コンソーシアムの主な活動は、①学校保健に関わる実践と研究、②学校保健の

実践に関する技術支援及び人材育成、③研究及び実践ネットワークを活用した若手研究者及び

実践家の育成、④学校保健に関わる実践や学術的な研究成果の普及、⑤国際的なパートナシッ

プ（連携）の強化、が挙げられる201。 

http://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/
http://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/
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また、国際イニシアティブとの連携として、橋本イニシアティブによる学校保健の国際的普

及のため、日本のフォーカルポイントとして活動を展開していることや、FRESH の理念の具現

化のために、FRESH Coordination Group の一員として、国際機関、国際 NGO 等と協力しながら

世界の学校保健活動の発展のための新しい戦略等の提案を行っている202。 

 

4.3.8 学校のトイレ研究会 

学校のトイレ研究会は、学校トイレについてソフト・ハードの両面にわたって調査・研究し、

児童・生徒が安心して使える清潔で快適なトイレを提案・普及していくことを目的に、トイレ

関連企業が結集して 1996 年に発足した日本国内のみで活動している組織である。以来、より

良い学校トイレ環境づくりを目指して、空間建材から衛生施設、清掃メンテナンスに至る一貫

した研究体制のもと、各社の知見やノウハウを生かしながら、「学校現場の声を聞く」「衛生

性を科学する」「ユニバーサルデザインを追及する」という 3 つの理念を柱に、調査・研究・

啓発活動を実施している。 

具体的な活動内容としては、自治体や小中学校へのアンケート調査の実施、小中学校のトイ

レの新築・改修計画の提案、トイレの適切な清掃管理のための体制や実施計画の策定、研究誌

の発刊等がある203。 

 

4.3.9 癒しのトイレ研究会 

癒しのトイレ研究会は、より良い病院・福祉施設のトイレ環境づくりを目指して、トイレ関

連企業が結集して 2000 年 4 月に発足した日本国内のみで活動している組織である。以来、「感

染対策」「転倒対策」「癒しの環境づくり」の 3 つの視点で、病院・福祉施設のトイレの実態

をソフト・ハードの両面にわたって調査・研究し、安全、快適で使いやすい癒しのトイレを創

造・普及していくことを目的に、空間建材から空調・衛生設備、清掃メンテナンスに至る一貫

した研究体制のもと、各社の知見やノウハウを生かしながら調査・研究・啓発活動を行ってい

る。 

具体的な活動としては、病院や福祉施設へのアンケート調査の実施、病院・福祉施設のトイ

レの新設・改修計画の提案、トイレ清掃マニュアルの作成、各種セミナーや講演会の開催、研

究誌の発刊等がある204。 
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第5章 学校・保健医療施設の衛生行動改善に関する協力を形

成する上での基本的な考え方及び留意点 

この章では、JICA が念頭に置くべき学校・保健医療施設の衛生行動及び水供給・衛生施設の

改善に関する協力を形成する上での基本的な考え方及び留意点を示す。学校・保健医療施設の

衛生行動及び水供給・衛生施設の改善は、人々の行動変容を促し、それを習慣化させることで

ある。そのためには、手洗いの衛生啓発だけでなく、手洗いが習慣的に実施できる環境整備も

重要になる。 

 

5.1 学校、保健医療施設の衛生行動改善に関する協力を形成する上での基本的

な考え方 

学校・保健医療施設における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善を行うにあたっての基本

的な考え方を示す。 

 

(1) 対象とするグループの置かれている状況と特有の条件等の把握 

学校・保健医療施設における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善の協力を行うにあたり、

まず対象とするグループの置かれている状況と特有の条件を把握することが重要である。これ

には、対象地域の水へのアクセス状況、気候条件、社会経済状況、文化的背景、既存の WASH

施設の状況、衛生習慣などが含まれる。具体的には、対象地域の水資源の状況と水へのアクセ

ス、既存の衛生施設とその利用状況、衛生に関する知識レベルと実践状況、社会文化的な規範

や慣習、経済状況と予算制約、学校や保健医療施設の運営体制などである。これらの情報を収

集・分析することで、より効果的かつ持続可能な衛生行動及び水供給・衛生施設の改善策を計

画・実施することができる。 

 

(2) 「WASH 施設の改修・整備」、「能力開発」及び「衛生行動の習慣化を目指す衛生啓発」

の組み合わせ 

持続的な衛生行動変容を実現するためには、「行動変容の前提条件となる WASH 施設の改

修・整備」、「WASH 施設や行動変容の継続に必要な能力開発（WASH 施設の適切な使用方法、

維持管理体制の構築、必要な予算の確保）」及び「衛生行動の習慣化を目指す衛生啓発の実施」

の 3 つの要素を適切に組み合わせることが重要である。これらの要素は相互に関連しており、

一体的に取り組むことで持続可能な改善を実現することができる。 

適切な WASH 施設の存在は、衛生行動の実践を可能にする物理的な基盤となる。しかし、施

設の整備だけでは不十分であり、その適切な使用方法と維持管理に関する能力開発と衛生行動

の習慣化が不可欠である。WASH 施設の維持管理体制は、WASH 施設を常に使用可能な状態

（水の確保、石鹸の確保、清潔な状態の維持）に保つことができ、習慣化された衛生行動の継

続を支援する。また、必要な予算の確保に関する能力開発は、学校・保健医療施設の自立的な

維持管理を促進し、衛生行動の持続性を高める。また、WASH 施設の改修・整備は、適切な使

用方法とその後の維持管理を考慮して行われる必要がある。例えば、地域で調達可能な部品を

使用することで、修理や交換が容易になる。また、水の継続的な利用可能性を考慮した水供給

施設や手洗い施設を採用することで、持続的に WASH 施設を利用することができる。 

 

(3) 行動変容の前提条件となる WASH 施設の改修・整備 

WASH 施設の改修・整備は、衛生的な行動を実践するための物理的な環境を整えるという点

で、行動変容の前提条件として非常に重要である。適切な WASH 施設がなければ、いくら衛生

知識があっても実践することができない。 

WASH 施設の改修・整備に当たっては、以下の点に留意する必要がある。 

➢ 現地の状況に適した技術の選択：気候条件、水資源の利用可能性、電力供給の状況、文
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化的背景などを考慮し、適切な技術を選択する。 

➢ 段階的な改善：いきなり完璧なシステムを構築しようとするのではなく、現状における

課題やニーズを把握し、優先順位をつけた上で、段階的な改善を図っていく。 

➢ ユニバーサルデザインの採用：障がい者、高齢者、子どもなど、すべての利用者が使い

やすい設計を心がける。 

➢ ジェンダーへの配慮：、男女別のトイレを設置し、女児・女子生徒・女性の特別なニー

ズ（生理用品の処分など）に対応する。 

➢ 耐久性と維持管理の容易さ：長期間使用できる耐久性のある材料を選択し、維持管理が

容易な設計を心がける。 

➢ 現地調達可能な材料と技術の活用：可能な限り、現地で調達可能な材料と技術を活用す

ることで、持続可能性を高める。 

➢ 拡張性の考慮：将来的な利用者数の増加や、より高度な設備へのアップグレードを見据

えた設計を行う。 

 

(4) WASH 施設や行動変容の継続に必要な能力開発（WASH 施設の適切な使用方法、維持管理

体制の構築、必要な予算の確保） 

WASH 施設の改修・整備は、あくまでもスタートラインである。WASH 施設を長期的に機能

させるためには、学校教職員や保健医療施設スタッフの能力開発が不可欠である。これには、

WASH 施設の適切な使用方法、維持管理体制の構築、必要な予算の確保などが含まれる。 

WASH 施設や行動変容の継続に必要な能力開発に当たっては、以下の点に留意する必要があ

る。 

➢ WASH 施設の適切な使用方法に関する研修：WASH 施設利用者（児童／生徒、教員、妊

婦、患者、医療従事者など）に対して、トイレの正しい使い方、手洗いの適切な方法、

水の効率的な使用方法などを指導もしくは掲示する。これにより、施設の不適切な使用

による破損や衛生状態の悪化を防ぐことができる。 

➢ 維持管理体制の構築：学校や保健医療施設の管理者、教職員、施設スタッフなどを対象

に、WASH 施設の日常的な点検・清掃方法、簡単な修理技術、故障時の対応方法などに

ついて研修を行う。また、維持管理の責任者や役割分担を明確にし、定期的な点検・報

告のシステムを確立することが重要である。 

➢ 必要な予算の確保に関する能力開発：WASH 施設の維持管理には、清掃用具、修理部品、

消耗品（石鹸、トイレットペーパーなど）の購入費用が継続的に必要となる。そのため、

学校や保健医療施設の管理者を対象に、予算計画の立て方、資金調達の方法、効率的な

予算執行の方法などについて指導する。 

 

(5) 衛生行動の習慣化を目指す継続的な衛生啓発の実施 

衛生行動を短期的に変容させるのではなく、長期的に変容させるためには、その衛生行動を

習慣化させることが必要である。習慣化させるためには、単に知識を提供するだけでなく、実

践的な指導や継続的なフォローアップを通じて、衛生的な行動を日常的な習慣として繰り返し

実践させ、定着させることが必要である。 

学校においては、グループ手洗い活動、グループ清掃活動などを導入し、日常的に実践する

ことで衛生啓発を継続することができる。また、教員による日常的な指示（休憩時間毎にトイ

レ利用後に手洗いをすることを指示するなど）なども日常的に実践できる衛生啓発として挙げ

られる。保健医療施設においては、週例のチームミーティングのアジェンダに衛生行動の実践

について取り上げるなどが考えられる。 
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(6) 衛生教育の実施 

学校においては、衛生啓発だけでなく、学校保健や科学といった授業カリキュラムの中に衛

生教育を含め、組織的かつ体系的に実施することが望ましい。なお、学校では様々な年齢層の

子どもがいるため、年齢層の特性に応じた衛生教育の実施が必要である。 

 

(7) モニタリング・評価の実施 

WASH 施設の適切な維持管理や衛生行動の改善が定着しているかどうかを定期的にモニタ

リングし、その評価を行うことも重要である。WASH 施設の稼働状況や衛生状態の定期チェッ

ク、衛生行動の実践状況の観察調査、学校や保健医療施設のスタッフによる自己モニタリング

の実施などの活動を通じて、WASH 施設や衛生行動の状況を評価し、改善を促す仕組みを組み

込めることが望ましい。 

 

(8) 段階的な改善と自助努力による自立的発展 

国家基準を満たすもしくはグローバルスタンダードを目指すような WASH の改善には、多

くの時間、労力、資金が必要となる。そのため、いきなり完璧なシステムを構築しようとする

のではなく、現状における課題やニーズを把握し、優先順位をつけた上で、段階的な改善を図

っていくことが重要である。また自助努力を促し、開発パートナー等の外部からの支援に頼る

ことなく、自分たちの力で衛生行動及び水供給・衛生施設の改善に取り組めるように自立的発

展を支援することも重要である。現地の能力や資源に応じた改善を行い、自らができることか

ら始めることで、徐々に自立的な運営・管理体制を構築することができる。 

段階的な改善アプローチとしては、まずはリソースが限られた環境でも実行可能なシンプル

で費用の掛からない最低基準を満たすレベル（例：自宅から安全な水を持参、既存トイレの改

修と日常的な清掃の実施、簡単な手洗い施設の設置と石鹸を用いた手洗いの実践）から始める。

施設の利用状況や維持管理の状況、衛生行動の変化などを評価し、必要に応じて施設のさらな

る改善や能力開発、啓発活動の内容を見直す段階的な改善を行い、最終的には国家基準を満た

すことを目指す。 

また、自助努力による自立的な発展を促進するために、以下の点に留意する必要がある。 

➢ オーナーシップの醸成：現地の関係者（学校管理者、教職員、保健医療施設スタッフな

ど）が主体的に WASH 改善に取り組むよう促す。 

➢ 現地のリソースの活用：可能な限り、現地で調達可能な材料や技術を活用し、外部依存

度を低減する。 

➢ コミュニティの参加促進：学校や保健医療施設の WASH 改善に、地域コミュニティの

参加を促し、支援体制を構築する。 

➢ 財源の確保：WASH 施設の維持管理に必要な資金を、現地で継続的に確保できる仕組み

を構築する。また、地方政府や中央政府との協力関係を構築し、公的な予算確保を目指

す。 

 

(9) 様々な教育、保健医療案件への適用 

学校・保健医療施設での衛生行動及び水供給・衛生施設の改善の取り組みは、様々な教育案

件や保健医療案件と統合して実施することができる。例えば、次のように従来のプロジェクト

に衛生行動及び水供給・衛生施設の改善を組み込むことが可能である。 

➢ 学校建設・改修プロジェクト：新規の学校建設や既存校の改修に際し、適切な WASH 施

設の設計・設置を統合する。またグループ手洗い施設やグループ手洗い活動などを組み

込み、衛生行動変容を促す。 

➢ 学校運営改善プロジェクト：PTA 活動の一環として、WASH 施設の改修や石鹸の提供な

どを組み込む。 

➢ 学校保健プログラム：既存の学校保健プログラムに WASH 要素を統合し、総合的な健
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康教育を行う。 

➢ 教員研修プログラム：教員研修カリキュラムに WASH 教育を組み込み、教員の WASH

知識・スキルを向上させる。 

➢ 保健医療施設整備プロジェクト：医療施設の新設や改修に際し、適切な WASH 施設の

整備を統合する。 

➢ 母子保健プログラム：母子保健サービスに WASH 要素（例：安全な出産環境の確保、新

生児のケア）を統合する。 

➢ 感染症対策プロジェクト：WASH 改善を感染症予防・制御戦略の一環として位置づける。 

 

(10) 多様なパートナーとの連携 

学校・保健医療施設での衛生行動及び水供給・衛生施設の改善を効果的かつ持続的に実施す

るためには、多様なパートナーとの連携が不可欠である。地域コミュニティ、地方政府、NGO

など、多様なステークホルダーを巻き込むことで、WASH 改善の取り組みを多面的に支援し、

持続性を高めることが可能である。連携する際には、各ステークホルダーの役割と責任を明確

にし、定期的な情報共有を行うことが必要である。 

 

(11) ジェンダーや社会的弱者への配慮 

学校・保健医療施設での衛生行動及び水供給・衛生施設の改善において、ジェンダーや社会

的弱者への配慮は極めて重要である。これにより、すべての人々が平等に WASH サービスに

アクセスし、恩恵を受けられるようになる。例えば、女性・女子用のプライバシーが確保され

たトイレ個室の設置、妊婦や高齢者が利用しやすい洋式のトイレの設置、月経衛生対処のため

の設備と教育の提供、障がい者が利用できるトイレなどがある。 

 

5.2 相手国から要請を取り付ける際の留意点 

相手国から要請を取り付ける際の留意点をステークホルダー、協力アプローチ、協力スキー

ム、セクターの観点から整理する。 

 

5.2.1 ステークホルダーに関する留意点 

学校・保健医療施設における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善の案件形成においては、

多様なステークホルダーの存在を認識し、それぞれの役割や関係性を適切に把握することが重

要である。主要なステークホルダーとしては、学校・保健医療施設のほかに、中央政府、地方

政府、コミュニティ、民間セクター、NGO、国際機関などが挙げられる。 

政府レベルでは、複数の省庁が WASH 分野に関与していることが多い。例えば、水・衛生

省、保健省、教育省、地方自治省などが関係しており、これらの省庁間の調整メカニズムの有

無や機能状況を確認することが重要である。中央政府では、学校・保健医療施設における WASH

に関する法律、政策、基準等の策定、予算配分、インフラ整備、モニタリングなどを実施して

いる。また、地方分権化の進展度合いによっては、地方政府の役割が大きくなっていることも

多いため、中央政府と地方政府の権限や責任分担、予算配分の仕組み、モニタリング状況など

を把握する必要がある。 

地域レベルでは、上下水道事業体、水管理委員会、コミュニティ保健委員会などの既存組織

の有無や機能状況を確認し、これらの組織を活用した持続的な維持管理体制の構築可能性を検

討することが重要である。 

民間セクターについては、特に石鹸、洗剤、清掃道具などの維持管理や衛生用品の供給面で

の役割が期待される。対象地域での石鹸等の製品の流通状況を把握することが重要である。 

NGO や国際機関については、対象地域での活動実績や専門性を把握し、協力や連携の可能性

を探ることが求められる。 

学校や保健医療施設においては、施設管理者や教職員、医療従事者などの関係者の意識や能
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力が、WASH の改善に大きく影響することから、これらの関係者の巻き込みと能力強化の必要

性を検討する必要がある。また学校では、児童／生徒だけでなく、児童／生徒の家族、学校運

営委員会、PTA、児童／生徒による WASH クラブも裨益者と捉えるだけでなく、リソースとし

て捉え、巻き込んでいくことが考えられる。 

これらのステークホルダーの特定と分析に加えて、ジェンダーや社会的包摂の視点も重要で

ある。特に、女性や障がい者、少数民族などの脆弱層のニーズや課題を把握し、これらのグル

ープの参加を促進する方策を検討することが求められる。 

 

5.2.2 協力アプローチに関する留意点 

協力アプローチを検討する際に必要な留意点を示す。 

 

(1) 対象国・対象地域で展開・実施されているアプローチの把握 

対象国、対象地域で WASH in Schools や WASH in HCFs の国家基準や国家ガイドラインがあ

り、また学校・保健医療施設における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善の特定のアプロー

チが広く用いられている場合は、それらのアプローチの導入結果等について調査し、それらを

改善しながら現地の状況に合ったアプローチを採用する。例えば、対象国で WASH in Schools

として、UNICEF や GIZ が実施する Three Star Approach が採用されている場合は、新たに違う

アプローチを導入するよりも、そのアプローチを主軸として、さらなる改善を加えたアプロー

チとして対象地域に展開することが考えられる。ただし、現地で展開されているアプローチが、

水供給の改善のみなどの単一のアプローチであれば、WASH 全体を改善する包括的なアプロー

チを導入することを検討する。また、既存アプローチやその結果を検証することで、行動決定

要因の特定やそれに対応した活動の決定にも参考になる。 

 

(2) 学校・保健医療施設の既存アプローチへの衛生行動及び水供給・衛生施設の改善の組み込

み 

対象国、対象地域の学校・保健医療施設で既に学校保健や母子保健などのアプローチが採用

されており、WASH in Schools や HCFs として新たに WASH に特化したアプローチを採用する

よりも、既存のアプローチに衛生行動及び水供給・衛生施設の改善の活動を組み込むことが適

切な場合も考えられる。このような場合は、既存アプローチに欠けている点を補う形で衛生行

動及び水供給・衛生施設の改善の組み込みを検討する。 

 

(3) WASH 全体の改善と能力開発及び衛生行動の習慣化を行う包括的アプローチ 

5.1 (2)で述べたように、「WASH 施設の改修・整備」、「能力開発」及び「衛生行動の習慣

化を目指す衛生啓発」を一体として扱う包括的なアプローチを基本とする。 

 

(4) 段階的な改善とモニタリング・評価システムを組み合わせたアプローチ 

5.1 (8)で述べたように学校・保健医療施設の衛生行動及び水供給・衛生施設の改善の段階的

な改善とその達成状況をモニタリング、評価できるシステムを組み合わせたアプローチを適用

することが望ましいと考える。UNICEF や GIZ が実施する WASH in Schools の Three Star 

Approach では、3 段階の段階的な改善とその評価クライテリアを設定している。また、フィリ

ピンなどでは、各学校の達成状況を定期的に評価することも行っており、これを公表すること

で、自助努力による改善や必要な予算配分などを検討することも可能となっている。 

 

5.2.3 協力スキームに関する留意点 

学校・保健医療施設における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善の協力を効果的に実施す

るためには、各種協力スキームの特徴と適用条件を十分に理解し、対象国・地域のニーズや課

題に最も適したスキームを相手国とよく相談することが重要である。なお一つの協力スキーム
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のみを選択するのではなく、長期的な支援として、技術協力で能力強化を行い、その後無償資

金協力で施設整備を行うなど、複数のスキームを組み合わせた支援も検討する。 

以下に主要な協力スキームとその留意点について説明する。 

 

(1) 技術協力（専門家派遣、技術協力プロジェクト、開発計画調査型技術協力） 

技術協力事業は、開発途上国の課題解決能力と主体性（オーナーシップ）の向上を促進する

ため、専門家の派遣、必要な機材の供与、人材の日本での研修などを通じて、開発途上国の経

済・社会の発展に必要な人材育成、研究開発、技術普及、制度構築を支援する取り組みである。

学校・保健医療施設における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善では、対象国の現状とニー

ズに合わせて様々なメニューを組み合わせることが考えられる。 

専門家派遣では、水・衛生省、教育省や保健省などの行政官に対して、学校・保健医療施設

における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善に必要な技術や知識を伝えるとともに、彼らと

共同して現地に適合する技術や制度の開発、啓発や普及を行うことが考えられる。 

技術協力プロジェクトでは、専門家派遣に加え、研修員受け入れや、機材供与だけでなく、

小規模な施設改修や整備を行うことが可能である。学校・保健医療施設における衛生行動及び

水供給・衛生施設の改善では、対象地域のベースライン調査、衛生行動及び水供給・衛生施設

の改善策の検討、実施、エンドライン調査による評価を行い、対象国・地域に適したアプロー

チを開発することが可能である。また、母子保健や栄養といった保健医療セクターを含む事業

を実施する際にも、保健サービスの質の向上の一環として、WASH 施設と衛生行動の改善を組

み込むことも考えられる。 

開発計画調査型技術協力では、開発途上国の政策立案や公共事業計画の策定などを支援する

とともに、相手国に対し、調査・分析手法や計画策定手法の技術移転を行う。学校・保健医療

施設における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善では、それらがまだ未整備であれば、政策、

基準や計画の策定支援を行い、人材育成、実施体制の構築などが考えられる。 

 

(2) 無償資金協力 

無償資金協力は、開発途上国に資金を贈与し、開発途上国が経済社会開発のために必要な施

設や資機材を整備・調達することを支援する形態の資金協力である。学校・保健医療施設にお

ける衛生行動及び水供給・衛生施設の改善では、上下水道施設整備や村落給水・衛生の整備を

行う事業において、対象地域にある学校や保健医療施設に対して、WASH 施設の改修や整備、

手洗い等の衛生行動改善を行うことが考えられる。また、学校や病院等の施設建設事業におい

ても、WASH 施設の改修や整備を強化し、手洗い等の衛生行動改善を促すことなどが考えられ

る。既存の学校・保健医療施設に対して、既存 WASH 施設の改修や新たな整備を行い、WASH

施設の適切な維持管理の能力強化や衛生行動改善のソフトコンポーネントを組み合わせて実

施するといった案件も考えられる。 

 

(3) ボランティア事業（JICA 海外協力隊、シニアボランティア） 

ボランティア事業は、開発途上国の経済・社会の発展や復興のため、高い志を持って自発的

に協力しようとする市民の活動を支援するものである。学校・保健医療施設における衛生行動

及び水供給・衛生施設の改善に関連する職種として、公衆衛生、学校保健、小学校教育、幼児

教育、環境教育、青少年活動、医師、看護師、保健師、助産師、栄養士、食品衛生、コミュニ

ティ開発、上水道、下水道など様々なものを挙げることができる。また水の防衛隊は、安全な

水へのアクセスや衛生啓発に係る活動を実施しており、近年は世界的な手洗いへの意識の高ま

りを受け、手洗い啓発を行う学校や保健分野等の隊員も幅広く水の防衛隊として含まれるよう

になった 9。水の防衛隊の活動内容を紹介する W-SAT 通信と呼ばれるニュースレターも配信

されており、蓄積されている。 

衛生行動の改善は、新しい衛生行動を繰り返すことで習慣として身に着ける必要があり、協

力隊の人々が、それぞれの学校・保健医療施設、コミュニティで信頼関係を構築し、長期的に

支援を行うことで、行動変容に繋がる可能性がある。 
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(4) 有償資金協力 

有償資金協力とは、開発途上国の経済や社会の開発を目的として、開発途上国に対して資金

を融資や出資する協力形態である。大規模なインフラ整備として大規模病院や大学の建設、多

くの小規模保健センターや小学校の建設や保健医療サービス改善といった事業において、学

校・保健医療施設における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善を組み込むことができると考

えられる。 

 

(5) 草の根技術協力 

草の根技術協力事業は、国際協力の意思のある日本の NGO/CSO、その他民間の団体、地方

公共団体または大学が、開発途上国の住民を対象として、その地域の経済及び社会の開発また

は復興に協力することを目的として自己の利益に関わりなく行う国際協力活動である。 

草の根技術協力では、次に示すような様々な学校、保健、WASH の事業が実施されている。 

・月経で学校に行けなくなる女子学生の教育環境改善事業 

・公立学校を拠点としたゴミ問題解決のためのグリーンユース・コミュニティ形成事業 

・学校菜園と学校給食の実施を通した子ども達の学校生活改善プロジェクト 

・地域住民参画による持続可能な学校給食モデルの確立 

・乳幼児健康改善のための保健衛生・栄養教育及び生活改善モデル 

・子どもと若者の参加型アクションリサーチによる地域に根差した WASH モデルの共創 

学校を含む地域コミュニティの参加や地域に根差した保健医療サービスの提供、WASH の改

善が行われており、これらの試みから得られる教訓を技術協力プロジェクト等にフィードバッ

クさせていくことで、より実践的なプロジェクトを計画することができると考えられる。 

 

5.2.4 セクターに関する留意点 

学校・保健医療施設における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善は多くのセクターが関連

するマルチセクトラルアプローチである。その案件形成においては、その基盤となるセクター

にどのように組み込むのが適当であるかを検討する必要がある。 

WASH を他の案件に統合する際の留意点として次のようなものが挙げられる。 

➢ 案件形成段階からの統合：プロジェクト設計の初期段階から衛生行動及び水供給・衛生

施設の改善を考慮し、統合的なアプローチを採用する。 

➢ セクター間の連携強化：教育セクター、保健医療セクター、WASH セクター間の連携を

促進し、総合的なアプローチを実現する。 

➢ 相乗効果の最大化：WASH 改善と他の開発目標（教育の質向上、健康状態の改善など）

との相互作用を考慮し、相乗効果を最大化する。 

➢ モニタリング・評価指標の統合：WASH 関連の指標を他のセクターの評価指標に統合し、

総合的な進捗管理を行う。 

 

以下に基盤となるセクターと学校・保健医療施設における衛生行動及び水供給・衛生施設の

改善の組み合わせの案を提示する。 

 

(6) WASH セクター 

➢ WASH＋教育＋保健＋ジェンダー配慮＋障がい者配慮： 

 無償資金協力などの上下水道・給水施設建設プロジェクトで、対象地域内にある学校・

保健医療施設も調査対象とし、WASH施設の整備や衛生行動改善を組み込む。またジェ

ンダー及び障がい者配慮として女子児童/生徒、妊婦、障がい者が利用しやすいものと

する。 

 村落給水・衛生などの技術協力プロジェクトで、対象地域内にある学校・保健医療施設
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も巻き込み、WASH施設の整備や衛生行動改善を組み込むとともに、学校の児童／生徒

を通じて家族への衛生教育の伝搬、保健医療施設の保健に関するアウトリーチ活動と合

わせて衛生行動変容の衛生啓発を住民に行う。 

 水の防衛隊の活動で学校・保健医療施設の衛生行動及び水供給・衛生施設の改善活動を

積極的に組み込む。 

➢ WASH＋教育： 

 水道公社や水道局の能力強化などの技術協力プロジェクトで、対象地域内にある学校へ

出前講座を実施し、安全な水の利用だけでなく、手洗いなどの衛生行動改善の啓発を実

施する。 

 

(7) 教育セクター 

➢ 教育＋WASH＋ジェンダー： 

 無償資金協力などの学校建設プロジェクトで、既存水源（手押しポンプや雨水貯留タン

ク）に電動ポンプ＋高架水槽を導入、既存トイレの改修／建設、身障者用や月経衛生対

処用トイレの建設、グループ手洗い施設の建設、衛生啓発（ナッジ含む）などを行う。 

➢ 教育＋栄養＋保健＋WASH： 

 学校給食のプログラムに水源・トイレの改善、グループ手洗い施設の建設、食品衛生や

手洗いの衛生啓発を組み込む。 

➢ 教育＋栄養＋農業＋WASH： 

 学校給食のプログラムに、水供給施設を建設し、学校菜園を実施し、グループ手洗い施

設の建設、食品衛生や手洗いの衛生啓発を組み込む。 

➢ 教育＋保健＋WASH： 

 学校保健のプログラムにグループ手洗い施設の建設、衛生教育と手洗いの実践、保健セ

ンターによる学校保健啓発指導を組み込む。 

➢ 教育＋WASH： 

 教員の能力向上プログラムで、教員研修カリキュラムにWASH教育を組み込み、教員の

WASH知識・スキルを向上させる。 

 PTAの能力向上プログラムで、WASH施設の運営維持管理や石鹸などの予算獲得などの

コンポーネントを組み込む。 

 

(8) 保健医療セクター 

➢ 保健＋WASH＋ジェンダー： 

 無償資金協力などの保健医療施設建設プロジェクトで、既存水源（手押しポンプや雨水

貯留タンク）に電動ポンプ＋高架水槽を導入、既存トイレの改修／建設、身障者用や妊

婦用トイレの建設、手洗い施設の建設、衛生啓発（ナッジ含む）などを行う。 

➢ 保健＋栄養＋WASH： 

 母子保健プロジェクトに保健医療施設のWASH施設の整備（安全な出産環境の確保）や

Baby WASHなどの衛生行動及び水供給・衛生施設を改善させるアプローチを導入する。 

➢ 保健＋WASH＋教育： 

 公衆衛生や保健プロジェクトで保健医療施設を対象とする場合に、WASH施設の改修・

整備と医療従事者を対象としたコミュニティ（学校含む）への衛生行動改善のアウトリ

ーチ活動の組み込み 

➢ 保健＋WASH： 

 感染症対策プロジェクトで保健医療施設のWASH施設の改修・整備と医療従事者の衛生

行動改善活動を組み込み、衛生行動及び水供給・衛生施設の改善を感染症予防・制御戦

略の一環として位置づける。 
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5.3 衛生行動改善のための協力コンポーネントの例 

5.3.1 学校に対する衛生行動及び水供給・衛生施設の改善に資する協力の活動内

容、実施期間、おおよその予算及び業務指示書案 

無償資金協力で学校における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善の協力を行う場合につい

て案を提示する。ここでは、既存の学校に対して WASH 施設の改修・建設のハード支援と衛生

行動変容のソフトコンポーネントを実施する場合を想定して案を提示する。 

 

a) おおよその予算 

事業費の総額ではなく、施設当たりの概算費用を示す。上水道改善プロジェクトや小学校等

の建設プロジェクトを実施の際に、学校における WASH 改善を対象事業として含めることが

考えられる。 

 

表 5-1 参考単価 

 項目 単価の範囲 

1.  WASH 施設改修・建設 11,000～30,000USD/施設 

2.  衛生啓発資料開発 170～440USD/施設 

3.  衛生啓発資料印刷 520～2,700USD/施設 

4.  ナッジの設置 110～320USD/施設 

5.  衛生啓発トレーニング 70～380USD/施設 

6.  合計 15,000～33,000USD/施設 

注）本調査で実施したパイロット活動（3 か国 74 小学校での活動）費用より算出 

b) 実施期間 

- 準備調査：約 1 年間 

- 実施設計：約 1 年間 

- 建設工事：約 2 年間 

注）本調査で実施したパイロット活動では、30～45 施設の小学校・保健医療施設の WASH

施設の改修・建設の期間は、300～340 日であった。 

c) 活動内容（施設整備） 

➢ 給水施設の改修・建設 

- 雨水貯留タンク＋加圧ポンプの設置または既存ハンドポンプ井戸への加圧ポンプの

設置 

- 高架水槽の設置 

- 施設内の給水管の整備 

- 飲料水用の浄水処理設備の設置 

➢ 衛生施設の改修・建設 

- 既存トイレのし尿汲み取り 

- 既存トイレの扉改修や再塗装 

- 不足するトイレ個室の増設 

- 障がい者用のトイレ兼月経衛生対処のシャワー室の設置 

- ナッジ等のペイント 

➢ 手洗い施設の建設 

- グループ手洗い施設の設置、トイレ近くへの手洗い施設の設置 

d) 活動内容（資機材調達） 

- 維持管理用の資機材調達（清掃道具、メンテナンス用工具、石鹸・洗剤等の消耗品） 

- 衛生啓発ツールの印刷（既存のものがない場合は啓発ツールの開発を含む） 
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e) 活動内容（ソフトコンポーネント） 

➢ 運転・維持管理 

- WASH 施設の責任者の任命 

- 給水施設の日常的なチェック、薬品・パーツの交換方法、清掃方法、簡単な修理等 

- 衛生施設の日常的なチェック、清掃方法、簡単な修理等 

- 手洗い施設の水充填、日常的なチェック、清掃方法、簡単な修理等 

- 年間運転・維持管理費用の算出、予算計画立案 

➢ WASH 運営委員会・クラブ 

- WASH 施設の運営・維持管理を担う WASH 運営委員会、WASH クラブの設立 

- WASH 施設の運転・維持管理・モニタリングの責任者、役割分担 

➢ モニタリング 

- WASH 施設の運営・維持管理状況や衛生行動変容状況のモニタリング 

➢ ベースライン調査 

- WASH 施設の改修・建設後のトイレ利用後の石鹸を用いた手洗い率の計測 

➢ 衛生啓発 

- 6 か月間の衛生啓発 

➢ エンドライン調査 

- WASH 施設の改修・建設後のトイレ利用後の石鹸を用いた手洗い率の計測 

f) 無償資金協力準備調査の業務指示書案 

準備調査の業務指示書の基本的な項目に以下の業務内容を加える。 

➢ 事前調査 

既存の WASH 施設に関する問題点や改善の必要性を明らかにするため、対象施設の現状に

関する調査を行う。調査内容の例を示す。 

- 対象国、対象地域の中央政府、地方政府の役割、責任範囲、法律、政策、開発計画、

ガイドライン、予算配分 

- 他開発パートナーからの支援状況 

- 既存の衛生啓発等のハンドブック 

- 社会的、文化的、民族的な事項 

- 対象学校に関する基本情報 

- 対象学校の WASH 施設の状況 

- 水の継続的な利用可能性 

➢ 形成的調査 

対象グループの行動決定要因を特定するための形成的調査を実施する。調査内容の例を示す。 

- 質的手法（観察、キーインフォーマントインタビュー、フォーカスグループディスカ

ッション） 

- 量的手法（アンケート調査） 

- デスクレビュー（制度的、政策的背景やガイドライン、基準、資金調達などの調査） 

- データ分析・報告書作成 

➢ WASH 施設の改修・建設の計画 

事前調査、形成的調査の結果に基づき、目指すべき WASH 施設の状況の設定と WASH 施設

の改修・建設の計画を立案し、必要な予算を算出する。 

- 目標とする WASH 施設の設定（月経衛生対処、障がい者配慮含む） 

- 学校毎に必要な給水量の算出、トイレ施設数や手洗い水栓数の算出 

- WASH 施設の改修内容と追加で必要な建設工事の検討 

- WASH 施設の改修・建設工事の概要図作成 

- WASH 施設の改修・建設工事の数量算出 

➢ 衛生行動変容の介入方法の開発・計画 
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事前調査、形成的調査の結果に基づき、目標とする行動と特定した行動決定要因に対する活

動内容の計画策定と衛生啓発資料の開発を行う。 

- 目標とする行動の設定 

- 特定した行動決定要因に対する活動の設定 

- 衛生啓発の活動内容の計画策定 

- 活動に用いる衛生啓発資料の開発 

- 活動内容の事前テスト 

 

5.3.2 保健医療施設に対する衛生行動及び水供給・衛生施設の改善に資する協力

の活動内容、実施期間、おおよその予算及び業務指示書案 

無償資金協力で保健医療施設における衛生行動及び水供給・衛生施設の改善の協力を行う場

合について案を提示する。ここでは、既存の保健医療施設に対して WASH 施設の改修・建設の

ハード支援と衛生行動変容のソフトコンポーネントを実施する場合を想定して案を提示する。 

 

a) おおよその予算 

事業費の総額ではなく、施設当たりの概算費用を示す。上水道改善プロジェクトや保健セン

ターや病院等の建設プロジェクトを実施の際に、保健医療施設における WASH 改善を対象事

業として含めることが考えられる。 

 

表 5-2 参考単価 

 項目 単価の範囲 

1.  WASH 施設改修・建設 11,000～24,000USD/施設 

2.  衛生啓発資料開発 300～700USD/施設 

3.  衛生啓発資料印刷 160～660USD/施設 

4.  ナッジの設置 100～230USD/施設 

5.  衛生啓発トレーニング 130～480USD/施設 

6.  合計 13,000～26,000USD/施設 

注）本調査で実施したパイロット活動（3 か国 45 施設での活動）費用より算出 

b) 実施期間 

- 準備調査：約 1 年間 

- 実施設計：約 1 年間 

- 建設工事：約 2 年間 

注）本調査で実施したパイロット活動では、30～45 施設の小学校・保健医療施設の WASH

施設の改修・建設の期間は、300～340 日であった。 

c) 活動内容（施設整備） 

➢ 給水施設の改修・建設 

- 雨水貯留タンク＋加圧ポンプの設置または既存ハンドポンプ井戸への加圧ポンプの

設置 

- 高架水槽の設置 

- 施設内の給水管の整備 

- 飲料水用の浄水処理設備の設置 

➢ 衛生施設の改修・建設 

- 既存トイレのし尿汲み取り 

- 既存トイレの扉改修や再塗装 

- 不足するトイレ個室の増設 

- 障がい者用のトイレ兼月経衛生対処のシャワー室の設置 

- ナッジ等のペイント 

➢ 手洗い施設の建設 
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- ケアポイントとトイレでの手洗い施設の設置（可能であれば非接触水栓） 

➢ 医療廃棄物管理 

- 焼却炉の設置 

- ピット（例：シャープピット、プラセンタピット）の設置 

d) 活動内容（資機材調達） 

- 維持管理用の資機材調達（色分けされ、廃棄物の種類が表示されたゴミ箱、清掃道具、

メンテナンス用工具、石鹸・洗剤等の消耗品） 

- 衛生啓発ツールの印刷（既存のものがない場合は啓発ツールの開発を含む） 

e) 活動内容（ソフトコンポーネント） 

➢ 運転・維持管理 

- WASH 施設の責任者の任命 

- 給水施設の日常的なチェック、薬品・パーツの交換方法、清掃方法、簡単な修理等 

- 衛生施設の日常的なチェック、清掃方法、簡単な修理等 

- 手洗い施設の水充填、日常的なチェック、清掃方法、簡単な修理等 

- 年間運転・維持管理費用の算出、予算計画立案 

➢ WASH 管理委員会 

- WASH 施設の運営・維持管理を担う WASH 管理委員会の設立、または IPC 委員会等

の既存委員会の役割の見直し 

- WASH 施設の運転・維持管理・モニタリングの責任者、役割分担 

➢ モニタリング 

- WASH 施設の運営・維持管理状況や衛生行動変容状況のモニタリング 

➢ ベースライン調査 

- WASH 施設の改修・建設後の、手指衛生の 5 つのタイミングでの石鹸を用いた手洗い

率、ABHR を用いた手指消毒率の計測 

➢ 衛生啓発 

- 6 か月間の衛生啓発 

➢ エンドライン調査 

- WASH 施設の改修・建設後の、手指衛生の 5 つのタイミングでの石鹸を用いた手洗い

率、ABHR を用いた手指消毒率の計測 

f) 業務指示書案 

準備調査の業務指示書の基本的な項目に以下の業務内容を加える。 

➢ 事前調査 

既存の WASH 施設に関する問題点や改善の必要性を明らかにするため、対象施設の現状に

関する調査を行う。調査内容の例を示す。 

- 対象国、対象地域の中央政府、地方政府の役割、責任範囲、法律、政策、開発計画、

ガイドライン、予算配分 

- 他開発パートナーからの支援状況 

- 既存の衛生啓発等のハンドブック 

- 社会的、文化的、民族的な事項 

- 対象保健医療施設に関する基本情報 

- 対象保健医療施設の WASH 施設の状況 

- 水の継続的な利用可能性 

➢ 形成的調査 

対象グループの行動決定要因を特定するための形成的調査を実施する。調査内容の例を示す。 

- 質的手法（観察、キーインフォーマントインタビュー、フォーカスグループディスカ

ッション） 

- 量的手法（アンケート調査） 
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- デスクレビュー（制度的、政策的背景やガイドライン、基準、資金調達などの調査） 

- データ分析・報告書作成 

➢ WASH 施設の改修・建設の計画 

事前調査、形成的調査の結果に基づき、目指すべき WASH 施設の状況の設定と WASH 施設

の改修・建設の計画を立案し、必要な予算を算出する。 

- 目標とする WASH 施設の設定（月経衛生対処、障がい者配慮含む） 

- 保健医療施設毎に必要な給水量の算出、トイレ施設数や手洗い水栓数の算出 

- WASH 施設の改修内容と追加で必要な建設工事の検討 

- WASH 施設の改修・建設工事の概要図作成 

- WASH 施設の改修・建設工事の数量算出 

➢ 衛生行動変容の介入方法の開発・計画 

事前調査、形成的調査の結果に基づき、目標とする行動と特定した行動決定要因に対する活

動内容の計画策定と衛生啓発資料の開発を行う。 

- 目標とする行動の設定 

- 特定した行動決定要因に対する活動の設定 

- 衛生啓発の活動内容の計画策定 

- 活動に用いる衛生啓発資料の開発 

- 活動内容の事前テスト 

 

5.3.3 教育改善、栄養、母子保健等のプロジェクトに衛生行動及び水供給・衛生

施設の改善活動を含める場合の活動内容、実施期間 

教育改善、栄養改善、母子保健の技術協力プロジェクトに衛生行動及び水供給・衛生施設の

改善の協力を含める場合についての案を提示する。ここでは、対象地域で既に教育改善、栄養

改善、母子保健の技術協力プロジェクトが実施されており、新たに衛生行動及び水供給・衛生

施設の改善の協力を行う場合を想定して案を提示する。 

 

(1) コミュニティ協働型教育改善の技術協力プロジェクト 

JICA はみんなの学校というコミュニティ協働型教育改善の技術協力プロジェクトをアフリ

カの様々な国で実施している。このアプローチは学校とコミュニティの協働を促すことにより、

子供の学習及びその環境の改善に総合的に取り組むアプローチである。このアプローチを実施

した学校に対して、衛生行動及び水供給・衛生施設の改善活動を活動の一部として行う案を以

下に提示する。学校での段階的な WASH 施設の改善に取り組み、自立的に発展していくこと

を目標とする。 

 

a) 実施期間 

全体期間で 3 から 5 年間 

b) 期待される成果 

対象地域の小学校において、コミュニティの参加を得て WASH 環境が改善され、児童／生

徒の衛生行動が向上する。 

c) 活動内容 

➢ 学校運営委員会・教職員の能力強化 

- WASH 改善に関する研修：WASH 施設の段階的な改修・整備、維持管理、衛生行動の

重要性、衛生教育の手法などについて研修 

- WASH 施設の現状評価：既存の WASH 施設（給水施設、衛生施設、手洗い施設等）

の状況を評価し、改善が必要な個所を特定する。 

- WASH 施設の段階的な改善計画の策定支援：少ない費用でできる WASH 施設の改修・

整備内容の提示と段階的な改善計画を策定できるよう支援する。 
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- WASH 施設の維持管理体制構築、予算計画・維持管理計画の策定支援：WASH 施設の

維持管理体制の構築や予算計画・維持管理計画を策定できるように支援する。 

- 衛生行動改善活動の計画・実施支援：衛生行動改善活動として衛生啓発、衛生教育の

アプローチを教え、計画・実施ができるように支援する。 

- WASH クラブの設立・運営支援：児童／生徒が主体的に衛生活動に取り組むために

WASH クラブの設立と運営を支援する。 

➢ 児童／生徒への衛生啓発 

- 衛生啓発の実施支援：教職員や WASH クラブメンバーが実施する児童／生徒への衛

生啓発活動を支援する。 

➢ WASH 施設の改修・建設及び資機材の供与 

- WASH 施設の改修・建設：簡単な施設については必要な資機材を供与し、学校運営委

員会及びコミュニティで改修・建設を行う。 

- 維持管理用資機材の供与：必要に応じて清掃道具、メンテナンス用工具、初めの活動

に必要な石鹸・洗剤等の消耗品を供与する。 

➢ モニタリング・評価システムの構築 

- 指標の設定：WASH 改善に関する段階的な指標を設定する。 

- モニタリング・評価の実施：定期的なモニタリングと評価を実施し、段階的な改善状

況の進捗と効果を測定する。 

- フィードバックと改善の実施：モニタリング・評価の結果に基づき、必要に応じて活

動の改善を行う。 

 

(2) 栄養改善・母子保健の技術協力プロジェクト 

JICA は栄養改善をグローバル・アジェンダの 1 つとして掲げており、ライフコースを通じ

た栄養改善などを進めている。また母子保健についても、「母子手帳活用を含む質の高い母子

継続ケア強化クラスター」としてグローバル・アジェンダの 1 つに掲げている。このアプロー

チを実施している／実施した地域に対して、衛生行動及び水供給・衛生施設の改善活動を活動

の一部として行う案を以下に提示する。 

 

a) 実施期間 

全体期間で 3 から 5 年間 

b) 期待される成果 

対象地域の保健医療施設やコミュニティにおいて、WASH 環境が改善され、母親の衛生行動

が向上し、乳幼児の栄養不良が改善する。 

c) 活動内容 

➢ 家庭・コミュニティレベルでの WASH 環境改善 

- 安全な水へのアクセス整備：深井戸の設置 

- 適切な衛生施設の整備：トイレの建設・改修、手洗い施設の設置 

➢ 衛生行動の改善 

- 手洗い習慣の定着（食事前、トイレ使用後、授乳前、調理前・後、乳幼児の排泄物処

理後） 

- 適切な乳幼児の排泄物処理 

➢ 栄養と衛生行動の統合的アプローチ 

- 母子手帳や母子保健啓発ツールへの衛生行動項目の追加 

- 栄養指導（母乳育児指導・離乳食調理指導）と衛生行動教育の一体的実施 

- 下痢予防と栄養改善の連携強化 

➢ 保健医療施設の機能強化 

- 施設内の WASH 環境改善：水供給、トイレ、手洗い施設の設置 
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- WASH 施設の運転・維持管理能力の強化 

- 保健医療従事者や地域保健ボランティアの住民への衛生行動指導能力強化（安全な水

の確保と管理、適切な衛生施設の利用、適切な衛生行動、栄養と衛生行動との関連性） 

- 栄養不良児へのフォローアップと衛生行動指導の統合 

➢ 衛生教育・衛生行動変容のコミュニケーション活動 

- 母親学級、乳幼児の身体測定、栄養補助剤配布、離乳食調理デモンストレーションや

コミュニティ集会での衛生行動教育セッション 

- ポスター、リーフレット等の啓発資材の作成と配布 

- 地域のメディア（ラジオ等）を活用した啓発活動 

 

(3) 母子保健の技術協力プロジェクト 

JICA は母子保健に関し、「母子手帳活用を含む質の高い母子継続ケア強化クラスター」とし

てグローバル・アジェンダの 1 つに掲げており、課題別指針で母子に関する死亡の削減と生涯

にわたる健康・ウェルビーイングの実現に向けた継続的かつ質の高い母子保健サービス・ケア

の推進を重点とし、サービス提供体制の強化、保健人材の育成を支援する基本方針を設定し、

多くの国で母子保健協力を行っている。協力が実施されている／実施された地域に対して、衛

生行動及び水供給・衛生施設の改善活動を活動の一部として行う案を以下に提示する。 

 

a) 期待される成果 

対象地域の保健医療施設において WASH 環境が改善され、妊産婦の衛生行動が向上し、妊

産婦と乳幼児の健康が改善する。 

b) 活動内容 

➢ 保健医療施設の WASH 環境改善 

- 安全な水へのアクセス整備：深井戸の設置 

- 適切な衛生施設の整備：トイレの建設・改修、手洗い施設の設置、ABHR の設置、医

療廃棄物処理システムの整備 

- 母子保健設備の整備：産科病棟と分娩室の水・衛生施設（トイレ、身体を洗える場所）

の整備 

➢ 保健医療施設の機能強化 

 WASH 施設の運転・維持管理能力の強化 

- 保健医療従事者の感染予防・管理能力、衛生行動能力強化 

- 母子保健医療機材・器材の清潔保持 

- 保健医療従事者や地域保健ボランティアの住民への衛生行動指導能力強化、指導の実

施支援（安全な水の確保、適切な衛生施設の利用、適切な衛生行動、母子保健と衛生

行動との関連性） 

➢ 母子保健と衛生行動の統合的アプローチ 

- 母子手帳や母子保健啓発ツールへの衛生行動項目の追加 

- 産前・産後健診時の妊産婦保健指導と衛生行動教育の一体的実施 

- 乳幼児健診、予防接種時の衛生行動教育の一体的実施 

➢ コミュニティでの衛生教育・衛生行動変容のコミュニケーション活動 

- 女性グループによる衛生教育の実施とそのための支援 

- 保健医療施設での母子保健サービス利用の啓発・促進 

- ポスター、リーフレット等の啓発資材の作成と配布 

➢ モニタリング・評価システムの構築 

- 指標の設定：WASH 改善に関する段階的な指標を設定する。 

- モニタリング・評価の実施：保健医療施設の衛生状況の定期的なモニタリングと評価

を実施し、段階的な改善状況の進捗と効果を測定する。 

- フィードバックと改善の実施：モニタリング・評価の結果に基づき、必要に応じて活
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動の改善を行う。 
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第6章 学校・保健医療施設での衛生行動改善に関する協力を

実施する際の留意事項 

この章では、衛生行動改善に関する技術協力プロジェクト、無償資金協力等を実施する際に、

留意すべき事項について記載する。業務指示書を作成する JICA 職員の他、衛生行動改善活動

に従事する専門家等にも参考になる留意事項を記載する。 

 

6.1 衛生行動改善の導入に当たっての留意事項 

本節では、学校・保健医療施設での衛生行動改善に関する協力を実施する際の留意事項を整

理する。 

 

6.1.1 衛生行動改善に必要な要素 

学校・保健医療施設において石鹸等による手洗いの衛生行動を習慣として定着させるために

は、前提条件となる手洗い施設の整備だけでなく、手洗い施設への水供給や衛生的に利用でき

るトイレの整備などの WASH 施設整備を含んだ多面的アプローチが必要である。また、一時

的な行動変容ではなく、変容した行動を習慣化させるためには、対象とするグループの行動決

定要因にアプローチする必要がある。以下にそれぞれについて説明する。 

(1) 衛生行動の改善だけでなく水供給・衛生施設の改善を含んだ多面的アプローチ 

衛生行動改善に当たっては、石鹸による手洗いという目標とする衛生行動だけをターゲット

としても実現できない。感染源となる糞尿と人との分離や手洗い施設への水供給などが前提条

件として必要になるからである。次図の F 図：糞口感染による下痢性疾患に示すように、衛生

行動は個人が取れる二次的防御であるが、安全な水や安全な衛生施設のように一次的防御と組

み合わせて実施することで、疾病の感染を食い止めることができるとされている。 
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図 6-1 F図：糞口感染による下痢性疾患205 

 

石鹸による手洗いの重要性を伝える啓発は、ほとんどの衛生啓発プログラムの基本的な要素

であり、衛生習慣に対する教育的アプローチは知識を増やすことはできるが、必ずしも持続的

な行動の変化に繋がる訳ではないことが指摘されている206。ほとんどすべての人が病気の伝染

について基本的な知識を持っており、手洗いの利点を説明できるが、知識があるからといって、

人々が手を洗う訳ではない。いくつかの研究では、生物医学的知識の向上のみに焦点を当てた

手洗いプログラムでは、行動に影響を与えないことが実証されている207。 

例えば、学校において衛生行動改善を促進するためには、次図に示す手洗い施設や WASH 施
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設などのハードウェアの整備、児童／生徒の参加を通じた手法やライフスキルの実践などの衛

生啓発であるソフトウェアの促進、政策改善や関係機関との協調などの促進環境や持続性の担

保など多面的にアプローチする必要がある。 

 

 
図 6-2 学校における衛生行動改善のフレームワーク 105 

 

(2) 習慣化の行動決定要因へのアプローチ 

石鹸による手洗い等の適切な衛生行動習慣を習慣化させるためには、人の行動決定要因にも

注目する必要がある。手洗いは、様々な身体的、社会的、認知的要因の影響を受けるため、行

動上の障壁を克服するために、考えられる様々な要因を考慮する必要がある208。次図は手洗い

行動に影響を与える要因の一部を示している。持続的な行動変容を起こさせるには、これらの

因子に一時的に働きかけることでは不十分で、それを習慣として定着させることを考えなけれ

ばいけない。 

 

 
図 6-3 手洗い行動に影響を与える要因 208 

 

人が意思決定を下す際に、高速で、並列的で、自動的で、かつ努力を要さない直感的な思考

である「システム 1」（自動処理モード）と、低速で、系列的で、制御的で、かつ努力を要す

る熟慮的な思考である「システム 2」（熟慮的処理モード）の 2 種類がある 142。習慣とは、脳

の意思決定部分を介さずに自動的に行われる行動（習慣）のことであり、習慣化を根付かせる

ためには、感情的な動機であるシステム 2 と習慣をサポートするシステム 1 の両方に取り組む

必要があるとされている209。 
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図 6-4 脳のシステム 209 

 

手洗いの習慣化には、上記脳のシステムを理解し、さらにターゲットグループが属する状況

を把握し、その行動特性に合ったアプローチを取る必要がある。また、手洗い施設には常時石

鹸が置いてあり、水も利用可能にするなどの促進環境の確保、選択肢を減らして行動を単純化

するなどの考えることを減らす、何度も手洗いを実践する、様々な方法で繰り返しアプローチ

することで、手洗いを習慣化させることができる 208,209。 

 

6.1.2 衛生行動改善の検討プロセス 

学校・保健医療施設において石鹸等による手洗いの衛生行動改善を促進するために必要な衛

生行動改善プログラムの設計ステップを示す。このステップは、Global Handwashing Partnershop

が作成した Handwashing Handbook209 で紹介されているものであるが、COVID-19 Hygiene Hub

の行動変容プログラムの設計プロセス210でも同様のステップで紹介されており、Behaviour 

Centred Design、RANAS、COM-B などの行動変容モデル・フレームワークと一致している。ま

た本調査でもパイロット活動を同様のステップで実施した。それぞれのステップの詳細につい

て Handwashing Handbook 及び COVID-19 Hygiene Hub の行動変容プログラムの設計プロセスを

基に以下に説明する。 

 

https://www.lshtm.ac.uk/sites/default/files/2017-03/BCD%20Manual.pdf
https://www.lshtm.ac.uk/sites/default/files/2017-03/BCD%20Manual.pdf
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図 6-5 衛生行動改善プログラムの設計ステップ 209 

 

(1) ステップ１：目標設定（対象グループ、目標行動など） 

最初のステップでは、プロジェクトで重点を置く行動を明確に定義する。誰が、何を、どこ

で、いつ、どのように行う必要があるのかを明確にする必要がある。目標行動を「石鹸で手を

洗う」と定義するだけでは具体的ではない。また国家基準がある場合はそれを目指すことが必

要であるが、あまりにも意欲的な目標設定では、実現性がなく、学校や保健医療施設が置かれ

ている状況との乖離が大きい場合もある。そのような場合には、Three Star Approach79のように

段階的な行動の目標設定を行うことも考えらえる。 

また、目標行動が一つとは限らず、複数の行動を同時に目標にすることも考えられる。次表

に学校・保健医療施設における目標行動の例を示す。 

 

表 6-1 学校・保健医療施設における目標行動例 

項目 学校 保健医療施設 

手指衛生 重要なタイミング（トイレ利用後、食

事前、遊んだ後やごみ等に触れた後）

での石鹸を用いた手洗いを行う 

重要なタイミング（患者に触れる前

後、医療廃棄物に触れた後、体液曝露

の後、トイレ利用後、食事前）での石

鹸等を用いた手洗いを行う 

衛生施設 トイレを清潔に保つ トイレを清潔に保つ 

水供給施設 安全な飲料水を個人用のボトルに入

れて持参する 

安全な水（水処理と適切な保管）を用

いる 

食品衛生 適切な保管、清潔な調理器具での提

供、適切な再加熱を行う 

適切な保管、清潔な調理器具での提

供、適切な再加熱を行う 

月経衛生 タブーに挑戦する意識の向上、施設の

改善、製品の使用促進、廃棄物の管理

を行う 

タブーに挑戦する意識の向上、施設の

改善、製品の使用促進、廃棄物の管理

を行う 

廃棄物管理 廃棄物の適切な分別と処理 医療廃棄物の適切な分別、適切な処理

と環境清掃 

 

(2) ステップ２：行動に影響（促進と阻害）を与える要因の特定 

対象グループの石鹸等の手洗い行動に影響を与える促進要因と阻害要因を特定する。6.1.1 

(2)習慣化の行動決定要因へのアプローチで述べたように、人の行動決定要因には様々なものが

ある。対象グループが属する組織、文化、体制、環境、地域などによって、促進要因、阻害要

因が異なるため、それらを特定する必要がある。行動決定要因を特定せずに、活動内容を決定

した場合、行動変容が見られないといったことも起こり得る。 
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行動決定要因を特定するためには、形成的調査（Formative Research）と呼ばれる手法がよく

用いられる。形成的調査とは、行動に関連して人々が何を考え、何を感じ、何をするのかを理

解することを目的とする。この調査は定性的及び定量的手法を含み、短期間で行われることが

多い。調査手法として、Focus Group Discussions、In-depth Interviews、Observation、Questionnaires 

Survey などが用いられる。次図に形成的調査の質問と手法の例を示す。 

 

 
図 6-6 形成的調査の質問例211 

 

(3) ステップ３：特定した行動決定要因に対応した活動の決定 

ステップ２の形成的調査の結果を基に、対象グループの行動決定要因（促進、阻害の両方）

に取り組むのに最も適した行動変容の活動を選定する。行動変容のテクニックとして、RANAS

プロセスに基づいて開発された行動変容テクニックのカタログ212なども利用できる。このステ

ップでは、特定した行動変容決定要因にどの行動変容テクニックを用いるのか、その行動変容
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テクニックをどのように対象者にリーチさせるのかを考える必要がある。その際には、設定し

た目標へ達成できるか、予算内で実施可能かといった点も考慮する。 

次図は、形成的調査の結果から行動変容テクニックを選択した例である。「生徒は重要なタ

イミングに手を洗うことを忘れてしまう」という結果に対して、行動変容テクニックとして「適

切な状況で適切な行動を引き起こすために環境的な合図を利用する」を選択し、トイレから手

洗い施設への足跡のペイントというナッジを活動して行っている。 

 

 
図 6-7 形成的調査結果からの行動変容テクニックの選択例 209 

 

例えば、次表に示すように行動決定要因に対して対応する活動を決定する。 

 

表 6-2 行動決定要因に対応した活動例 

行動決定要因 活動例 

手洗い施設がないもしくは数が不十分 グループ手洗い施設の整備 

水がほとんど利用できないので手洗い用水

が確保できない 

小水量型の手洗い施設の建設、水供給施設の

整備 

手洗い施設に石鹸が置かれていない 当番制による石鹸管理の実施 

石鹸を買うお金がない 石鹸購入費の徴収や少量の石鹸での手洗い

方法の導入 

手洗い施設がトイレから遠くて手を洗いに

行くのが面倒 

トイレ近くに手洗い施設を整備 

手を洗うことを忘れてることがある トイレから手洗い施設にナッジを設ける 

 

なお、ステップ３で決定した活動については、仮説でしかないため、実現可能性と受容性を

向上させるため、少人数のグループを対象にプロジェクトの仮説を検証する事前テストを実施

することが必要である。 

 

6.2 手洗い施設の導入に関する留意事項 

手洗い施設は、衛生行動改善の主要素となる施設である。ここでは、手洗い施設の導入に当

たって留意が必要な事項を挙げる。 

 

6.2.1 学校・保健医療施設での手洗い施設の導入に共通する留意事項 

(1) 目標設定と行動決定要因に対応した手洗い施設の導入 

形成的調査で把握した行動決定要因に対応した手洗い施設を導入することを考える。行動決

定要因と合致したものでないと、行動変容に至らない可能性がある。例えば、水がほとんど利

用できないにも関わらず、管路給水を前提とするような水消費量の多い手洗い施設を導入すれ

ば、水を持続的に確保できず、手洗い行動を継続できなくなる。 

 

(2) 石鹸等による手洗い行動実施の前提条件 

石鹸等による手洗い行動を学校・保健医療施設で各個人に実践してもらうためには、手洗い

行動の前提条件を整える必要がある。これらの前提条件が整っていなければ、行動決定要因に
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影響を与え、行動変容には至らせることができない。 

 

表 6-3 石鹸等による手洗い行動の前提条件 

項目 必要な条件 

施設 利用する人数に見合った手洗い施設が存在する 

手洗い施設に水を供給できる環境が構築されている 

水の継続的な利用可能性に見合った手洗い施設になっている 

手洗い施設が適切な場所にある 

維持管理 手洗い施設から水が出る 

手洗い施設に石鹸等が置かれている 

 

(3) 対象者の設定 

学校・保健医療施設のそれぞれのセッティングにおいて、衛生行動変容を促す対象者を設定

する。主となる対象者は、児童／生徒や保健医療スタッフであるが、それに限らず児童／生徒

の見本となる教員、清掃員、調理スタッフや保健医療施設を利用する外来患者、妊婦、入院患

者、付添人なども対象となり得る。児童／生徒や教職員、保健医療スタッフは、それぞれの施

設を常に利用するため、特定した行動決定要因に対する衛生啓発なども実施しやすいが、外来

患者などは、初めての利用やたまにしか利用しないため、これらの不特定多数を衛生行動変容

の対象者とする場合は、ナッジなどの行動変容テクニックを用いて行動変容を促す必要がある。 

 

(4) 目標行動 

石鹸を用いた手洗いが基本であるが、保健医療スタッフでは石鹸を用いた日常的手洗いの他、

アルコールベースの手指消毒液を用いた衛生的手洗いや手術前に行う手術時手洗いも目標行

動として考えられる。また、保健医療施設に訪問する患者に対して、施設入り口で石鹸を用い

た手洗いを促すといったことも目標行動となり得る。 

 

(5) 場所 

手洗い場所は目標行動とリンクした場所や動線上に設置する必要がある。目標行動と手洗い

施設の距離が離れていると手洗いが実施される可能性が低くなる213。一般的な目標行動として

トイレ利用後や食事前があるため、トイレ近くには必ず必要であり、食事をする食堂や校庭な

どの動線上に設置することも必要である。調理スタッフ用にも調理室内に手洗い施設を設ける

必要がある。保健医療施設では、JMP の基本的なサービスレベルとして、手指衛生設備が診療

現場及びトイレから 5 メートル以内に設置されていることが求められる。 

 

(6) 手洗いのタイミング 

トイレ後、食事前といった基本的なタイミングの他に、対象者によって必要な手洗いのタイ

ミングは異なっているため、対象者に応じたタイミングを設定する必要がある。例えば、調理

スタッフは、調理前、調理中に生鮮食品に触れた後など異なるタイミングの設定がある。 

 

(7) 手洗いの方法 

手洗いの方法は、学校においては流水を用いて少なくとも 20 秒間の石鹸を用いた手洗い 1が

推奨される。保健医療施設については、目標行動に設定した手洗いに応じて方法が異なる。ま

た手洗い後は、清潔なタオル等で手を拭くか、空気による乾燥を行い、手を再度汚染させない

ようにすることが必要である。 

 

(8) 水量・水質 

手洗いに必要な水の量は、1 回 1 人当たり 0.5～2 リットルと報告されており214、さらに少な
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い 0.2 リットルでも可能とされている215。また Tippy Tap を用いた場合は 1 回当たり約 0.04 リ

ットルとより少ない水の量で手洗いが可能とされている216。 

手洗いに使用する水の水質は、飲料水基準を満たす必要はないとされている。石鹸と正しい

手洗いを行えば、糞便汚染が中程度の水でも病原体を手から除去するのに有効である217。しか

し、できるだけ良い水質の水（少なくとも改善された水源など）を使用することが推奨されて

いる 1。 

 

(9) 水の継続的な利用可能性 

水の継続的な利用可能性は、手洗い施設の設計を決定する主な要因である。管路給水に安定

して接続されている環境と井戸から手動で水を汲む必要がある環境や管路給水であっても断

続的にしか利用できない環境とでは、設計を変える必要がある 82。水を十分に利用できない環

境でも、手動もしくは自動で水を補給できる容器を手洗い施設に設置することで、対応するこ

とが可能である。 

 

 

 

小水量で利用できるペットボトルを用いた

Tippy Tap のグループ手洗い施設 86 

管路給水が必要な水消費量の多いグループ

手洗い施設 82 

図 6-8 水の継続的な利用可能性によって選択する手洗い施設 
 

(10) 利用可能な予算 

開発パートナーが支援する場合でも予算の上限はあり、また学校・保健医療施設もいくらか

の負担を担う場合も、利用可能な予算に応じた施設を選定する必要がある。ペットボトルを用

いた Tippy Tap であっても、見栄えの良い手洗い施設であっても、手洗い効果としては同じで

ある。一方、魅力的な施設であれば、手洗い行動が促進される要因もあるため、安くできるか

らといって、みすぼらしい施設を導入すれば積極的に利用をしてもらえない可能性もある。 

 

(11) 施設の大きさと数量 

目標行動、場所とリンクした施設の大きさと数量を検討する。学校においてグループ手洗い

を実践するのであれば、個別の手洗い施設では不十分であるため、1 つの手洗い施設で 10 人が

同時に手を洗うことができるような施設を選定する必要がある。一方、調理スタッフの手洗い

としては、対象者が少人数であるため、大掛かりな施設は必要ない。 

また段階的な改善を行う場合は、将来的な利用人数増加やより高度な設備へのアップグレー

ドを見据えた施設とする。 

 

(12) 構造・材料 

手洗い施設の構造・材料は、水の継続的な利用可能性、予算、現地の状況に応じて選択する

必要がある。金属製の蛇口、コンクリートやタイルを用いた手洗い施設は見栄えが良いが水使

用量が多く、建設費も高くなる。 

手洗い施設の設置に当たっては、次のような点についても配慮が必要である。 
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➢ 水源：管路給水で安定的に水供給がされる場合は、手洗い施設と直接接続する。一方、

不安定な給水であれば、高架水槽を設け、そこに貯水し、水供給が途切れた場合でも

手洗い施設に水供給ができる環境を構築する。ハンドポンプや雨水貯留タンク等の点

水源の場合は、水消費の少ない手洗い施設で、手洗い施設にはタンクを設け、水の補

給ができるようにする。 

➢ 水の出る部分：一般的には蛇口を設け、開栓することで水を流す。しかしこの方法で

は使用中に多くの水を流してしまうため、水消費量が少ない配管に穴を開けたパンチ

ングパイプやペットボトルを用いた Tippy Tap などもある。GIZ が開発した

WASHaLOT 2.0218や 3.0219のように水消費量が少ないものもある。 

➢ 身長差対応：学校では低学年と高学年で身長差があるため、低学年の児童でも利用で

きる必要がある。 

➢ 障がい者対応：車椅子を利用する人や片手でも手洗いができるような施設が望ましい。 

➢ 両側使用：グループ手洗い施設では、両側から手を洗うことで同時に手を洗う児童／

生徒数を増やし、また対面での手洗いにより児童／生徒間の交流を促すと共に、仲間

同士の学習や衛生行動規範の強化に貢献する可能性がある 85。 

➢ 石鹸の置き場所：利用する石鹸のタイプ（固形、液体）に応じて、それを設置する場

所を確保する。平らな置く場所がなければネットに入れて吊るすなどが考えられる。 

➢ 耐久性：簡易なものは安価であるが、耐久性が低く壊れやすい。一方高価で耐久性が

高くとも、金属製の蛇口などが壊れた際に修理、交換できないのであれば、利用がで

きなくなる。また金属製の蛇口は盗難の恐れもある。学校や保健医療施設で、調達可

能及び修理可能な施設とする必要がある。 

➢ 排水：水消費量が多い手洗い施設では、排水設備もしっかりとしたものにする必要が

ある。敷砂利をして土壌に吸収させたり、草花を植えるなども選択肢としてある。 

 

(13) 維持管理 

手洗い施設の維持管理では、石鹸と水の安定的な供給が重要である。また蛇口等が壊れた際

にそれを修理する必要もある。各施設で責任者を決め、どのように石鹸や蛇口などの調達予算

を確保するのか、誰が日常的に手洗い施設への石鹸や水の有無の確認や補充を行うのかを決め

る必要がある。 

タンクが併設された手洗い施設では毎日の水の補充が重労働であるが、敷地内に高架水槽が

あり、そこから水が提供されているのであれば、ホースを用いて各タンクに補充することがで

きる。 

 

6.2.2 学校での手洗い施設の導入に関する留意事項 

(1) 目標設定 

学校での手洗い施設の導入における目標設定として次のようなものが考えられる。目標行動

として、個別の石鹸を用いた手洗いだけでなく、グループ手洗い活動を習慣化のために実施す

る場合もある。またコミュニティでの手洗いの衛生行動改善を目指す場合に、学校に通う児童・

生徒を衛生啓発のメッセンジャーとして家族の衛生行動改善を図ることもある。学校で適切な

水、衛生設備、衛生行動が確保されている子供は、日常生活に衛生教育を取り入れる能力が高

く、家族や地域社会に変化をもたらす効果的な伝達者になることができる 24。この場合は、対

象者に児童の家族も含まれ、目標行動として家庭内での石鹸を用いた手洗い、場所としてトイ

レ近傍、キッチン近傍、手洗いのタイミングとして、帰宅後、トイレ利用後、調理前なども含

まれるようになる。 

 

表 6-4 学校での手洗い施設の導入における目標設定の例 
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項目 内容 

対象者 幼児、児童、生徒（障がい者含む）を主対象者とし、教職員（清掃、

調理スタッフなど）も対象に含む 

目標行動 学校での石鹸を用いた手洗い、習慣化定着のためのグループ手洗い 

場所 学校内のトイレ近傍、食堂近傍、校庭、調理室 

手洗いのタイミング 幼児、児童、生徒、教職員：トイレ利用後、食事後、汚れ／ほこり

／ごみに触れた後、清掃後、遊んだ後や頻繁に触れる表面に触れた

後、家に着いた後 

調理スタッフ：調理前、調理中に生鮮食品に触れた後 

グループ手洗い：グループ清掃後、朝礼後、夕礼後 

手洗いの方法 少なくとも 20 秒間の石鹸を用いた手洗い 

 

(2) 水栓数 

児童／生徒人数に対する手洗い水栓／ポイント数は、国によって様々であるが、目標として

40～50人に対して 1つの手洗い水栓／ポイントを掲げているところがある 80,220,221,222。ただし、

これは理想とする数字であり、段階的な目標として、75 人、100 人、200 人に対して 1 つの手

洗い水栓／ポイントも挙げられている 80,220。なお、幼稚園、保育園等の就学前の児童に対して

は、20 人に対して 1 つの手洗い水栓／ポイントを目標としている国もある 222。 

 

(3) 手洗い水栓の高さ 

学校によっては就学前教育を受け入れているところもあり、幼児と小学校の高学年の児童で

は身長差が大きい。幼児、低学年の児童でも手洗いが利用できるように配慮しなければいけな

い。 

 

 
図 6-9 年齢層毎の手洗い水栓の高さ223 

 

(4) グループ手洗い施設とグループ手洗い活動 

学校における手洗い施設は、個別型とグループ型に大きく分けられる。グループ手洗い施設

は複数の蛇口や穴の開いた配管を備えた手洗い施設であり、同時に複数人の児童／生徒が手洗

いを行うことができる。UNICEF や GIZ は Three Star Approach の中で、グループ手洗い活動を
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主要活動に挙げており、重視している。グループで手洗い活動を行うことで、仲間からのプレ

ッシャーや衛生行動規範に良い影響を与える可能性があるとされている。 

グループ手洗い施設を設けることで、手洗い行列を少なくすることができる。ただし、同時

に手を洗う人数も増えるため、WASH クラブのメンバーが液体石鹸を水で薄めたものをペット

ボトルに入れ、それを並んでいる児童／生徒の手にかけて並んでいる最中に手を洗ってしまい、

手洗い施設では手をすすぐだけにすることで、手洗い中の水の流しっぱなしや行列の問題への

対処も可能だと考える。 

 

(5) 維持管理 

学校においては、WASH 施設の予算確保や維持管理に責任を持つ WASH 管理委員会を設立

し、教員や PTA などから委員を選定することが望ましい。石鹸の調達や手洗い施設の修繕な

ども WASH 管理委員会が担う。また、日々の維持管理については、WASH クラブといった児

童／生徒が、手洗い施設の石鹸やタンク内の水の有無を確認し、補充することが考えられる。 

 

6.2.3 保健医療施設での手洗い施設の導入に関する留意事項 

(1) 目標設定 

保健医療施設での手洗い施設の導入における目標設定としては次のようなものが考えられ

る。保健医療施設では、手洗い施設導入により医療従事者及び患者を含む施設利用者の手指衛

生を促進することで、感染症を予防し、衛生的な施設環境を維持し、利用者の健康を守ること

が第一義的に求められる。上述の通り、保健医療施設では、手洗い施設で石鹸と流水を用いた

手洗いを行うことが基本であるが、診察室など、医療従事者が多くの患者と短時間で接触する

場所ではアルコールベースの手指消毒液（ABHR）の補助的使用を考慮する。 

 

表 6-5 保健医療施設での手洗い施設の導入における目標設定の例 

項目 内容 

対象者 医療従事者が主対象者であるが、患者、その他の施設スタッフ、患

者家族を含む全ての来訪者が対象者となる 

目標行動 石鹸と流水を用いた手洗い、または ABHR を用いた手指衛生 

場所 診察室、病室などの患者との接触場所、トイレ近傍、病棟の共用エ

リア、施設入口、（ある場合）厨房、配膳室 

手洗いのタイミング 医療従事者：手指衛生の 5 つのタイミング（患者に触れる前、清潔

／無菌操作の前、体液に曝露された可能性のある場合、患者に触れ

た後、患者周辺の物品に触れた後） 

患者・来訪者：トイレ使用後、食事前、施設入退出時 

清掃スタッフ：清掃作業の前後、廃棄物に触れた後 

手洗いの方法 石鹸と流水を用いた 40 秒から 60 秒の手洗い 

ABHR の使用を補助的に推奨（特に流水が利用できない場合） 

定期的な訓練指導を実施する 

 

(2) 設置場所 

保健医療施設内またはその近く、施設の主要な出入り口、全ての病棟に手洗い施設が設置さ

れることが求められる。JMP の基本的なサービスレベルでは、上述の通り手指衛生設備が診療

現場及びトイレから 5 メートル以内に設置されていることが求められる。WHO は、保健医療

施設におけるシンクと病床の比率を 1:10、ABHR と病床の比率を 1:1 とすることを推奨してい

る 116。 
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(3) 水栓の種類 

保健医療施設の手洗い施設では、交差汚染による感染リスクを低減するため、足踏み式水栓

やレバー式水栓、センサー式水栓など、手で触れずに操作できるタイプの水栓が推奨されるが
224、開発途上国の一次レベルの保健医療施設では設置が困難な場合も多い。設置コスト、維持

管理コスト、水使用量、手洗い施設のタイプを考慮して検討する必要がある。 

 

 

 

足踏み式水栓 肘で操作できるレバー式水栓 

図 6-10 非接触水栓の例225,226 
 

(4) 維持管理 

開発途上国の保健医療施設では、行政が WASH 施設の維持管理や消耗品の供給を適切に実

施できていないケースは珍しくないため、学校同様、保健医療従事者やコミュニティ住民が

WASH 管理委員会を設立してこれを管理することが望ましい。日常的には、清掃スタッフや保

健医療施設の職員が定期的に水栓や排水システムを点検し、手洗い施設の清掃を行い、消耗品

を補充することで施設を衛生的に保つ必要がある。 

 

6.3 水供給施設の導入に関する留意事項 

水供給施設は、衛生行動改善の前提条件となる施設である。ここでは、水供給施設の導入に

当たって留意が必要な事項を挙げる。 

 

6.3.1 学校・保健医療施設での水供給施設の導入に共通する留意事項 

(1) 目標設定と行動決定要因に対応した水供給施設の導入 

形成的調査で把握した行動決定要因に対応した水供給施設を導入することを考える。これは、

単に水供給のみを考えるのではなく、手指衛生や衛生施設の行動目標や行動決定要因とも関連

して考える必要がある。例えば、手指衛生としてグループ手洗いを導入するのであれば、手洗
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い施設に応じて使用する水量が決まってくる。また衛生施設として、注水式トイレを清潔に維

持するための行動決定要因として、トイレ個室内のバケツに水がない、水の補充が面倒くさい

などが要因であれば、個室内に蛇口を設け、水がないことによる排泄物の放置を防ぐ必要があ

る。 

 

(2) 安全な水の利用の前提条件 

安全な水の利用を学校・保健医療施設で各個人に実践してもらうためには、前提条件を整え

る必要がある。これらの前提条件が整っていなければ、行動決定要因に影響を与え、行動変容

には至らせることができない。 

 

表 6-6 安全な水の利用の前提条件 

項目 必要な条件 

施設 水質：飲用可能な水質か、そうでない場合は雨水利用や宅配水、消毒を

含んだ水処理や安全な水を家庭から持参するなどの代替手段が講じられ

ているか 

水量：施設の規模に応じた水量が確保できているか、飲用可能でない水

質であっても水量が確保できていれば、トイレや清掃等に用いることも

できる 

水供給システム：水質や水量に応じて手洗い施設、トイレなどで水が適

切に利用できるシステムがあるか 

運転・維持管理 水供給システムに応じた適切な運転・維持管理体制が構築されている 

定期的な維持管理の実施スケジュールがある 

定期的な維持管理が実施される 

運転・維持管理に必要な予算が確保できている 

 

(3) 水質 

JMP では、学校・保健医療施設ともに基本的なサービスレベルでは改善された水源を利用可

能であることが条件になっているため、飲料水として問題ない水質が求められる。一方、水の

継続的な利用が難しい地域では、施設内で使用する水のうち、その多くが水洗トイレ、洗濯、

清掃等で用いられる場合には、飲料用と用途を分けて使用することが考えられる。 

 

(4) 水量 

学校・保健医療施設のそれぞれで対象者や用途に応じた最低限必要な水量が設定されている。

国家ガイドラインや基準が策定されている国もあるため、これらの基準に従い、必要な水量を

確保できるようにする。一方、目標が過大となる場合は段階的な目標を設定して、発展的に改

善していくことも考えられる。 

 

(5) 水供給システム 

水源に応じて学校・保健医療施設で適用可能な水供給システムの例を示す。ポンプなどの電

気が必要な機器を設置する際には、電源として太陽光パネルを設置することで、支払う電力料

金を抑えられる可能性がある。また段階的な改善を行う場合は、将来的な人数増加やより高度

な設備へのアップグレードを見据えた施設とする。 

 

表 6-7 水源に応じた水供給システムの適用 

水源 水供給システム 

断水の無い安定した管路給

水で飲用可能な水質 

・敷地内の各施設に直結給水。 

断水の無い安定した管路給 ・飲料用以外は敷地内の各施設に直結給水。 
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水で飲用不可能な水質 ・飲料用として宅配水の利用や塩素消毒やセラミックフィル

ター等の水処理を行う。 

不安定な管路給水で飲用不

可能な水質 

・高架水槽を設け、そこに水を貯めて、高架水槽からの自然

流下で各施設に給水。 

・雨水貯留施設も併用。 

・飲料用として宅配水の利用や塩素消毒やセラミックフィル

ター等の水処理を行う。 

井戸 ・ポンプと高架水槽を設置し、高架水槽から自然流下で各施

設に給水。 

・飲料用として宅配水の利用や塩素消毒やセラミックフィル

ター等の水処理を行う。 

雨水 ・雨水貯留施設を設置し、場合によってはポンプと高架水槽

も設置し、高架水槽から自然流下で各施設に給水 

・必要に応じて飲料用として宅配水の利用や塩素消毒やセラ

ミックフィルター等の水処理を行う。 

 

雨水貯留施設の例を次図に示す。雨水貯留タンクの容量は、需要量（水が入手できない期間

のその間の水使用量）と供給量（屋根面積×降雨量）を基に計算する。初期雨水は屋根のほこ

りや鳥の糞なども含まれており汚染されているため、初期雨水をカットする機構を取り入れる

ことが望ましい。 

 

 
図 6-11 雨水貯留施設の例227 
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(6) 維持管理 

水供給施設の維持管理は、安定した管路給水では水道料金の支払い、敷地内の漏水の確認や

各水栓の状況などの確認程度であるが、独自の井戸がある場合は定期的な水質検査が必要であ

り、高架水槽を有していれば定期的な清掃も必要である。ポンプや水処理機器を有していれば、

パーツやフィルターの交換、薬剤の購入なども必要である。 

 

6.3.2 学校での水供給施設の導入に関する留意事項 

(1) 水質 

WHO の 2009 年の低コスト環境下での学校の WASH 基準 24 では、WHO の飲料水水質ガイ

ドラインに準拠した水質であることが求められており、一方、飲用以外の衛生施設、清掃、洗

濯に用いられる水については、飲料水水質である必要がないことも示されている。JMP では、

基本的なサービスや限定的なサービスでは改善された水源を利用することが求められている。 

なお、雨水は改善された水源に該当し、WHO の WASH 基準でも雨水集水面（屋根）、雨樋、

貯留タンクが適切に保守、清掃されていれば、雨水は消毒せずにそのまま使用できるとされて

いる。 

また Three Star Approach79では、学校内に安全な飲料水水源があることを必須としておらず、

1 つ星のステータスにおいて、児童／生徒が毎日自宅から飲料水を自分水筒に入れて学校に持

参することを求めている。 

 

(2) 水量 

WHO の 2009 年の低コスト環境下での学校の WASH 基準 24 では、児童／生徒と教職員 1 人

1 日 5 リットルとしている。この数値には、飲用、手指衛生、清掃及び必要に応じて食品の調

理や洗濯に使用される水が含まれるとされている。また、トイレ形式による追加水量として、

水洗トイレでは 10～20 リットル、注水式トイレでは 1.5～3 リットル、洗浄に水を用いる場合

は 1～2 リットルを 1 人 1 日として追加することとしている。 

一方、他国等の基準 80,228では 1 人 1 日 10～15 リットルを目標としており、WHO の 2～3 倍

の量となっている。また、追加水量についても水洗トイレで 75～120 リットルとなっており、

こちらも WHO よりも 4～6 倍の量となっている。 

 

6.3.3 保健医療施設での水供給施設の導入に関する留意事項 

(1) 水質 

保健医療施設において水は、手洗い、トイレ、清掃、飲用に加え、医療行為や医療器具の洗

浄にも用いられるため、微生物や化学物質による汚染の有無を確認し、感染予防・管理を行う

必要がある。 

2008 年の WHO 基準229では、飲料水は国家基準を満たし、WHO の飲料水の水質ガイドライ

ンに従うことが定められている。免疫機能の低下した患者もいるため、安全な飲料水を確実に

供給するよう注意が求められる。また、飲料水に基準値を超えた化学物質が含まれており、そ

の除去が短期的に困難で、患者や保健医療施設職員の曝露リスクが高くなると評価される場合

は、代替水源を確保する必要がある。 

一部の医療行為（血液透析等）に使用する水は、微生物汚染と化学物質汚染に関して厳格な

基準を満たすことが求められる。一方、清掃や洗濯に使用する水は、消毒剤や洗剤と併用する

限り、飲料水の水質である必要はないとされている。 

 

(2) 水量 

保健医療施設が機能するためには、施設の種類や規模に応じた十分な水量の確保が不可欠で

ある。特に、手洗いや医療行為、医療器具の洗浄、清掃、感染管理において必要な水量を見積
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もる必要がある。必要水量は、施設の規模、サービス内容、患者数、職員数、気候、水使用施

設の有無と種類（トイレの種類を含む）、地域の水使用習慣などの多くの要因により異なり、

保健医療施設で全ての目的のために使用される水量を確保できるよう、給水システムの計画・

設計を行うべきである。水源の安定的な確保が困難となるリスクも考慮し、常に最低限のサー

ビスを提供できるよう、貯水槽の設置や雨水利用などの対策をあわせて検討することが推奨さ

れる。適切な水使用計画を策定し、無駄を最小限にするための教育も併せて行うことも望まし

いとされる。 

以下に WHO 基準での、保健医療施設の現場で最低限必要とされる水量を示す。 

 

表 6-8 保健医療施設の様々な現場で最低限必要な水量（抜粋）229,230 

医療現場 水量 

保健医療施設職員 5 リットル／人／日 

外来患者 5 リットル／回 

入院患者 40～60 リットル／人／日 

手術室または産科病棟 100 リットル／回 

 

6.4 衛生施設の導入に関する留意事項 

衛生施設は、衛生行動改善を促進する要素である。ここでは、衛生施設の導入に当たって留

意が必要な事項を挙げる。 

 

6.4.1 学校・保健医療施設での衛生施設の導入に共通する留意事項 

(1) 目標設定と行動決定要因に対応した衛生施設の導入 

形成的調査で把握した行動決定要因に対応した衛生施設を導入することを考える。行動決定

要因と合致したものでないと、行動変容に至らない可能性がある。例えば、水がほとんど利用

できないにも関わらず、管路給水を前提とするような水消費量の多い水洗式トイレを導入すれ

ば、水を持続的に確保できず、トイレを利用できなくなる。 

 

(2) トイレの清潔に保つための前提条件 

トイレの清潔に保つ習慣を学校・保健医療施設で各個人に身に着けてもらうためには、行動

の前提条件を整える必要がある。前提条件が整っていなければ、行動決定要因に影響を与え、

行動変容には至らせることができない。 

 

表 6-9 トイレの清潔に保つための前提条件 

項目 必要な条件 

施設 利用する人数に見合った衛生施設が存在する 

水の継続的な利用可能性に見合った衛生施設になっている 

水洗や注水式トイレの場合、個室内に蛇口があり、流し忘れを防ぐ仕組

み（ナッジなど）が導入されている 

清掃しやすい構造（床排水勾配がある、床面が滑らかで防水性があるな

ど）となっている 

スクワット式の場合は、足置き場が床面から立ち上がっており、排泄穴

が適切な位置にある 

し尿の汲み取りができる構造になっている 

維持管理 トイレの維持管理体制が構築できている 

トイレの修繕に必要な道具がある 

トイレのメンテナンス項目が定められ、管理できている 

トイレ個室にアナルクリーニングに必要なものが常備できている 
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トイレ清掃の実施体制が構築できている 

トイレ清掃の作業プロトコルやトレーニングがある（必要に応じて） 

トイレ清掃に必要な道具がある 

トイレ清掃の実施スケジュールがある 

トイレ清掃が最低でも 1 日 1 回実施される 

トイレ清掃の状況が管理できている 

し尿汲み取りが定期的に実施できる 

トイレ維持管理・清掃・し尿汲み取りに必要な予算が確保できている 

 

(3) 性別等で分かれたトイレと利用人数 

学校・保健医療施設のトイレでは、JMP においても男女別に分かれたトイレが必要である。

WaterAid が作成した技術ガイドライン231によると、女性はトイレ利用に時間を要するため、女

性と男性の比率は 2:1 とされている。また、通常のトイレとバリアフリートイレの比率は 1:10

とされている。理想的には男女それぞれに用意する必要があるが、スペースが不足している場

合には、性別に関係なく利用できるトイレを用意することもできる。 

また段階的な改善を行う場合は、将来的な利用人数増加やより高度な設備へのアップグレー

ドを見据えた施設とする。 

 

(4) トイレの種類 

トイレの種類は、予算、水の継続的な利用可能性、利用可能スペース、文化、し尿汲み取り

サービスや下水道の有無、地下水位などの環境等に応じて選択できる。次図に一般的なトイレ

の種類を示す。水洗トイレや注水式トイレは、トイレットペーパーではなく、紙や石などの異

物を流された場合、配管途中で詰まってしまうため、利用ができなくなるなどの問題もあるた

め、水の継続的な利用可能性も含めて採用に当たっては熟慮する必要がある。 

 

 
図 6-12 一般的なトイレの種類 231 

 

(5) 水の継続的な利用可能性 

水の継続的な利用可能性は、トイレの種類を決定する上で重要な要素である。水洗トイレは

現代的で魅力的であり、利用したい要望が高いと考えられるが、1 回当たりの水消費量が 10 リ

ットル程度必要であり、また注水式トイレであっても 3 リットル程度必要とされている232。必

要水量で流さない場合、排泄物が流しきれなかったり、臭いが残ることや詰まりの原因にも繋
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がる。この水量は、家庭用トイレに使用する水量であるが、学校・保健医療施設のような公共

施設に設置する場合は、トイレの個室数が多くなり、ピットや腐敗槽までの排水管の延長が長

くなるため、途中で排泄物が詰まることなく流すために使用する水量が多くなる。そのため、

水の継続的な利用可能性が期待できない地域では、ダイレクトピットもしくは LIXIL の SATO 

Pan のように小水量の水で利用できるトイレの採用が望ましい。 

 

 
図 6-13 小水量で使用できる LIXILの SATO Pan233 

 

(6) 構造 

トイレの構造は、水の継続的な利用可能性、予算、現地の状況に応じて選択する必要がある。

トイレの修繕・改修・新設工事の設計に留意が必要な事項については次のような点がある 24,80,231。 

➢ 水の継続的な利用可能性に適したトイレ種類の選択：水が継続的に利用可能でない地

域では、水洗トイレや注水式トイレの利用が難しい可能性がある。 

➢ 男女トイレの完全な分離：それぞれのブロックもしくは頑丈な壁で区切り、入口もそ

れぞれ設ける。 

➢ プライバシーとセキュリティの確保：個室の扉は床の高さまで届く必要がある。性暴

力を含む暴力のリスクを最小限に抑え、十分なプライバシーを確保するため、トイレ

は慎重に配置すべきであり、夜間に使用する場合は、トイレとその通路に照明を点灯

する必要がある。トイレは内側から施錠可能である必要がある。また文化によっては

トイレに出入りする際にプライバシーを最大限確保できるように、入口の位置を考慮

する必要がある。場合によっては目隠し壁を設けるなども検討する。トイレ個室を内

開きの扉にすることで、外からの侵入や鍵の閉め忘れの際にも中から扉を抑えること

ができる。 

➢ 清掃のしやすさや衛生的な利用：床面の勾配を設けて、水溜りができないようにする。

清掃時に排水しやすい構造にする。衛生的に使用でき、掃除が容易であること。病気

の伝染の中心にならないように設計する必要がある。汚れる可能性のある表面は滑ら

かで防水性があり、水で洗浄でき、洗浄剤に体制のある耐久性のある素材にする。ま

た清掃のしやすい素材とする。また、例えば、トイレのスクワット式の足置き場を床

面から上げて、汚染を防ぐと共に適切な位置でスクワットできるようにする。これに

より、排泄物を定められた位置に落とすことができる。 

➢ 男性用の小便器・エリアの設置：小便器・エリアを設置することで、必要なトイレ個

室数を減らすことができ、トイレよりも清掃やメンテナンスが容易で、尿と便を分け

ることで、トイレの寿命が延び、臭いが軽減される。小便器・エリアは、耐久性のあ
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る材料で作られ、排水が自然流下で行えること。また尿による腐食を防ぐため、小便

エリアの壁は塗装を施すこと。 

➢ 手洗い施設：トイレ内もしくはトイレ近くに手洗い施設を設ける。 

➢ 臭いや蚊などの発生の軽減：トイレの設計には、臭いを最小限に抑えるための換気が

確保され、蠅や蚊の繁殖を抑制する対策を組み込むこと。 

➢ 幼児や児童の利用：幼児や低学年の児童が使用できるように配慮する。スクワット式

のトイレの穴を小さくすることや足置きを近づけるなども必要である。 

➢ バリアフリートイレ：障がい者でも利用可能にする。少なくとも 1 つのトイレ個室は、

スタッフや障害のある児童／生徒が利用できるようにする必要がある。可能であれば、

女性用と男性用にそれぞれ 1 つずつあることが望ましい。平坦なアクセスまたはスロ

ープがあり、ドアが広く、車椅子の利用者や介助者が移動できる十分な内部スペース

がある、手すりや便座などのサポート構造が用意されているなど。 

➢ 水源との距離の確保：全てのトイレと浸透システムは、地下水源から少なくとも 30

メートル、地下水面より 1.5 メートル高い場所に設置する必要がある。 

➢ 排水設備の設置：手洗い施設や床面の排水などを浸透ピットなどの適切な排水設備も

設置し、排水する。 

➢ 汲み取り式トイレの場合は、し尿を汲み取る開口部を設けること。 

 

(7) 既存施設の修繕・改修 

トイレの改善に当たっては、既存施設の修繕や改修で対応できないかをまず考えることが良

い。既存施設を修繕や改修することで、予算を抑えることができる。また学校・保健医療施設

において、トイレ用に新しく用地を確保するのが難しい場合もある。既存施設が構造的に問題

がある場合やし尿の汲み取りができないものであれば、し尿の汲み取りが可能なタイプのトイ

レを新しく建設する必要がある。 

 

(8) バリアフリー対応 

学校・保健医療施設では、障害を持つ児童／生徒、妊婦、体が不自由な高齢者なども訪問す

るため、それらの人々が利用可能なバリアフリー対応のトイレを設けることを検討する。都市

部で、車椅子を有する身障者が一般的な場合は車椅子で利用できるトイレの大きさを考慮する

必要がある。 
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図 6-14 車椅子でアクセス可能なバリアフリートイレの例 231 

 

図 6-15 シャワーエリア／月経衛生対処付きバリアフリートイレの例 231 
 

(9) 月経衛生対処 

月経衛生対処は、トイレに付随して整備されることが多い。学校・保健医療施設を利用する
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女児、女子生徒、女性にとって、プライバシーが確保され、適切な月経衛生対処が可能なトイ

レへのアクセスを確保する必要がある。Female-friendly Toilet として、「安全で便利な場所にあ

るトイレで、男女別（共同または公共の場合）になっており、プライバシーが確保され（ドア、

鍵付き）、文化的に適切な月経廃棄物処理方法（ゴミ箱、シュート、ピット）があり、手に付

いた血液を洗い流すための水と石鹸が用意され（水道の蛇口またはバケツ）、適切な排水と昼

夜を問わずアクセス可能（エリアと内部の照明）である」が必要とされている234。また、女性

が生理用品の入ったバックや清潔な生理用品を汚れた床に置くのではなく、衛生的に保管でき

るように、個室の中にフックや棚を設置するなどの考慮も必要である。衣服に血の染みがない

かを確認するための鏡を設置することも有用である。次図にその例を示す。 

 

 
図 6-16 Female-friendly Toilet の例235 

 

月経衛生対処として、体を洗ったり、衣服を洗うシャワーが付随するトイレを建設すること

もある。またナプキンを焼却炉で燃やして処分するものもある。次図にその例を示す。 
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図 6-17 シャワー付きの月経衛生対処の例 231 

 

 
図 6-18 ナプキンの焼却炉が付随したトイレの例 231 

 

(10) 維持管理 

トイレは常に清潔に保つ必要があり、少なくとも 1 日 1 回は清掃することが必要である。ト

イレを清潔に維持するためには、施設が適切な人数で利用されているか、水が利用できるか、

個室内に蛇口があるかといった施設面の他、維持管理面として、次表に示す条件を整える必要

がある。トイレ清掃の頻度については、学校・保健医療施設のそれぞれが目標とする清潔レベ

ルによって異なる。 
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表 6-10 トイレの清潔に維持するための行動の前提条件 

項目 必要な条件 

維持管理 トイレの維持管理体制が構築できている 

トイレの修繕に必要な道具がある 

トイレのメンテナンス項目が定められ、管理できている 

トイレ個室にアナルクリーニングに必要なものが常備できている 

トイレ清掃の実施体制が構築できている 

トイレ清掃の作業プロトコルやトレーニングがある（必要に応じて） 

トイレ清掃に必要な道具がある 

トイレ清掃の実施スケジュールがある 

トイレ清掃が最低でも 1 日 1 回実施される 

トイレ清掃の状況が管理できている 

し尿汲み取りが定期的に実施できる 

トイレ維持管理・清掃・し尿汲み取りに必要な予算が確保できている 

 

次図に清潔で機能的なトイレに必要な要素を示す。水の入手可能性、清掃スケジュール、清

掃道具、洗剤、バケツといったものがトイレを清潔に維持するために必要である。 

 

 
図 6-19 清潔で機能的なトイレに必要な要素 104 

 

6.4.2 学校での衛生施設の導入に関する留意事項 

(1) 目標設定 

学校での衛生施設の導入における目標設定として、トイレの清潔に保つ習慣を身に着けるこ
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とや月経衛生対処を行えるようにする、といったことが考えられる。上述したように、トイレ

の清潔に保つ習慣を身に着けるためには、前提条件をいくつも整える必要がある。施設面での

前提条件が揃えられない場合は、維持管理面でカバーする必要が生じる。 

 

(2) トイレの数 

JMP や各国の基準 80,236,237,238では、トイレは男女の性別に分かれることが求められている。

また児童／生徒用と教職員用に分かれていることも求められている。また障がい者が利用でき

るトイレが男女兼用として少なくとも 1 つ設置することを求めている国もある。 

トイレの個室当たりの利用人数 80,236,237,238は、女児／女子生徒 20～30 人に 1 個室とし、段階

的な目標として、40～50 人に 1 個室なども設定されている。男児／男子生徒 25～50 人に 1 個

室に加えて、40～50 人に小便器 1 つ（または 1m の小便エリア）とし、段階的な目標として、

75 人に 1 個室と 60 人に 1m の小便エリアなども設定されている。教職員用としては、児童／

生徒とは別に、10 人に 1 個室で最低でも男女別の 2 個室とし、段階的な目標として 16 人以上

に 1 つで男女兼用も設定されている。 

なお、WHO の 2009 年の低コスト環境下での学校の WASH 基準 24では、女子 25 名につき 1

つ、女性スタッフ用に 1 つ、男子 50 名につき 1 つのトイレと小便器 1 つ（または小便器の壁

50 cm）、男性スタッフ用に 1 つが必要とされている。トイレの利用が休憩時間に制限される

場合は、すべてのクラスが同時に休憩する場合、ピーク時の需要が高くなる可能性がある。 

 

(3) 維持管理 

すべてのトイレ、小便器は毎日清掃する必要がある。誰が何を担当し、いつ清掃を行うのか

を明確にし、清掃作業をどのように行うのか清掃スケジュールを作成することが必要である。

学校に予算があれば、清掃人を雇って、清掃状況のチェックを教員が行うことが考えられる。

一方、文化・慣習的に問題なければ、児童／生徒による当番制のトイレ掃除を行うことが考え

られる。児童／生徒が清掃活動に参加する場合は、すべてのクラス（場合によっては低学年児

童は除く）がトイレの清掃に当番制で参加する、1 人ではなくグループ活動で行う、過度な負

担を児童／生徒に求めるのではなく、規則的に行うことを重視するといった点に留意する 109。

また掃除道具入れをトイレ内に用意するなども有効である。また、ゴム手袋やマスクなどの個

人防護用具を用いて、衛生的に清掃できるようにすることも必要である 109。 

また、個室の鍵、扉の蝶番などが破損した際に修繕ができる工具類を揃え、それらの修繕を

行える体制（WASH 管理委員会）を構築する。また、掃除道具、洗剤、石鹸等の購入予算やト

イレの種類によってはし尿汲み取りの予算を確保する仕組みも必要である。 

 

6.4.3 保健医療施設での衛生施設の導入に関する留意事項 

(1) 目標設定 

保健医療施設における衛生施設の導入における目標設定においては、上述した共通の留意事

項に加え、保健医療施設職員と患者をはじめとする施設利用者が安全で衛生的なトイレを利用

することで、感染症の予防を図るという点を考慮する必要がある。持続的に安全で衛生的なト

イレを利用できるよう、利用者が適切な管理について共通認識を持つことが肝要だが、施設職

員を除き利用者が不特定多数となる可能性もあるため、潜在的利用者であるコミュニティを巻

き込んだ啓発や、不特定多数の利用を考慮した維持管理計画が必要となる。 

 

(2) トイレの数 

トイレの数は、施設の規模、職員数、患者数、訪問者数などを考慮して決定する必要がある。

WHO は、入院患者用には 20 人につき 1 つ、外来患者用には少なくとも 4 つ（職員用、患者

用：女性用、男性用、子ども用）のトイレを設置することを推奨している 229。入院患者に実際

に必要な数は、トイレの代わりにベッドパンを使用する患者の割合といった複数の要素により

異なる。外来患者用トイレの標準的な設置数は上記だが、大規模な外来ではより多くのトイレ
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が必要であり、また、診察までの待ち時間などにも左右される。より詳細に必要なトイレ数を

定めるガイドラインもあり239、施設及び利用者の状況から検討することが肝要である。 

男女別のトイレを設置することが推奨され、職員用と患者用にも別のトイレを設けるべきで

ある。患者用トイレは、障がい者、妊婦、高齢者、病人が使いやすいよう設置することが求め

られる。子どもの利用が多い場合は子ども用トイレの設置も検討される。子ども用トイレは、

落し穴の大きさや通常のトイレが子どもや介助者に不便である場合などに有用である。 

 

(3) 維持管理 

安全で衛生的なトイレの持続的な利用を確保するため、適切な清掃とメンテナンスが定期的

に実施されることが求められる。トイレは少なくとも 1 日 2 回は、消毒剤（無い場合は水）を

すべての露出面に使用し、ブラシで目に見える汚れを取り除いて清掃する。コレラ患者の隔離

などの特定の状況では、糞便や嘔吐物の消毒に 2％の活性塩素溶液を使用することが推奨され

る。 

トイレの維持管理体制に関しては、清掃、消耗品の補充、施設修繕の責任者を定め、場合に

よってはコミュニティも巻き込んだ WASH 管理委員会などにより必要な予算措置や物資の確

保を行うことが望ましい。また、トイレの適切な利用方法の周知や、施設モニタリングを行い、

衛生を保つ環境づくりを促進することも重要である。 

 

6.5 廃棄物管理・環境清掃の導入に関する留意事項 

廃棄物管理・環境清掃は、衛生行動改善を促進する要素である。ここでは、廃棄物管理・環

境清掃の導入に当たって留意が必要な事項を挙げる。 

6.5.1 学校・保健医療施設での廃棄物管理・環境清掃の導入に共通する留意事項 

(1) 目標設定と行動決定要因に対応した廃棄物管理・環境清掃の導入 

形成的調査で把握した行動決定要因に対応した廃棄物管理・環境清掃の仕組みを導入するこ

とを考える。行動決定要因と合致したものでないと、行動変容に至らない可能性がある。例え

ば、廃棄物の適切な分別と敷地内の清潔さの維持といった目標を掲げた場合、分別容器がない、

ゴミ箱がないといった前提条件が整えられていない場合は、行動変容に至ることができない。 

 

6.5.2 学校での廃棄物管理・環境清掃の導入に関する留意事項 

(1) 目標設定 

WHO の 2009 年の低コスト環境下での学校の WASH 基準 24 では、学校環境を清潔で安全に

保つため、清掃と廃棄物処理を適切に実施することが求められている。教室などはほこりやカ

ビを最小限に抑えるために定期的に清掃することが必要である。ほこりやカビは感染性呼吸器

疾患、喘息、アレルギーの原因となるため、定期的な清掃は児童／生徒の健康にとって重要で

ある。また、固形廃棄物は毎日教室、職員室、調理室から収集され、安全に処分することが必

要である。学校で発生する固形廃棄物の多くは無害であり、収集し、その後自治体の廃棄物収

集システムで処分するか、敷地内の適切な場所で焼却または埋め立てることができる。 

 

(2) 適切な位置及び数量のゴミ箱の設置と処分 

校庭や各教室など児童／生徒が容易にゴミ捨てができる場所に分別用途（生分解性廃棄物、

非生分解性廃棄物、リサイクル廃棄物、生理用品廃棄物など）に応じたカバー付きのゴミ箱を

設置する 80。またゴミ箱は 1 日に 1 回空にして、自治体の廃棄物収集システムで処分するかも

しくは焼却、埋め立て処分を行う。生分解性廃棄物については、堆肥化による処理を行うのも

一案である。 
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(3) グループ清掃 

毎日の朝礼や終礼前後に児童／生徒により、短時間の校内清掃を行うことで、学校内の清潔

さを一定程度保つことが可能である。当番制によるグループ清掃と合わせることで、より清潔

さを維持することができる。またグループ清掃後にグループ手洗いを実施することで、手洗い

習慣の促進にも繋げることができる。 

 

(4) 環境教育との組み合わせ 

児童／生徒による廃棄物の分別の重要性や行動変容を促すため、環境教育として実施するこ

とも重要である240。環境教育として授業で実施することで、児童／生徒の廃棄物分別の理解の

向上だけでなく、社会規範として根付かせることが可能である。 

 

6.5.3 保健医療施設での廃棄物管理・環境清掃の導入に関する留意事項 

(1) 目標設定 

保健医療施設での廃棄物管理と環境清掃の導入においては、施設職員、患者、地域住民の健

康を守る観点から、環境汚染や医療関連感染（HAIs）のリスク低減が目標に設定される。廃棄

物管理においては、安全で効果的な廃棄物の処理が、環境清掃においては、清掃による安全な

医療環境の確保が求められ、施設の規模、利用者数、コミュニティの文化的背景を考慮した適

切な廃棄物管理・環境計画の策定とガイドライン設定が求められる。 

 

(2) 廃棄物の分別、保管、処分 

保健医療施設で発生した廃棄物が適切に分別、保管、回収、処分されるための環境を確保す

る必要がある。 

WHO の基準 229では、医療廃棄物は、発生時点でその種類に応じて、シャープ、感染性廃棄

物、非感染性廃棄物、有害廃棄物に分別し、保管、回収、処分方法をその種別に応じて組織化

することを求めている。シャープは、穿刺防止のため蓋付きの安全な容器に直ちに入れられる。

感染性廃棄物のバッグまたは容器は、手術室や産科病棟などでの各介入後、または 1 日 2 回回

収し、洗浄・消毒する。非感染性廃棄物容器は毎日回収し、洗浄する。廃棄物の発生地点から

5 メートル以内に廃棄物容器を設置すること、入院病棟ではベッド 20 床につき少なくとも 1 セ

ットの廃棄物容器を設けることが推奨される。 

医療器具は、医療器具用ピットに廃棄される。感染性廃棄物は密閉カバーと換気パイプを取

り付けたピットに埋めるか、高温焼却または蒸気滅菌することが求められる。胎盤の処分には、

地域の慣習に従った特別な対応が必要となる場合がある。非感染性廃棄物は、ピットや埋立地

に埋めるかリサイクルするが、スペースが限られている場合は焼却し、灰や残渣をピットに埋

める。有害廃棄物は種類ごとに法律に沿った特定の方法で処理・処分する。 

廃棄物処理区域は柵で囲むことが望ましい。手洗いや容器の洗浄・消毒のため、石鹸または

洗剤と消毒液を備えた水場を設け、排水設備を設ける。廃棄物処理区域は、地下水源から少な

くとも 30 メートル離れた場所に設置する。焼却炉は、大気汚染を最小限に抑えながら効果的

に稼働できる場所に設置し、新たなピットやその他施設を建設する必要がある場合は、拡張で

きるような広さを確保する必要がある。 

廃棄物管理には様々な費用が発生し、持続性のある廃棄物管理システムを構築するためには

予算を継続的に確保する必要がある。開発途上国の保健医療施設ではその実施が困難な場合も

多く、個々の施設レベルではなく保健行政システムの中で手当てされることが望ましい。 

 

(3) 環境清掃の方法 

保健医療施設の環境表面を清潔に保つため、プロトコルに従って環境清掃を行う必要がある
229。 

日常的な清掃は、温水と洗剤でのウェットモップでの清掃が推奨される。温水が利用できな
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い場合は、0.2％の塩素溶液、またはその他の消毒液を水に溶かして使用する。手や医療器具に

触れない床やその他の表面の清掃は洗剤で良いとされる。患者が立ち入らないエリアでは掃き

掃除、患者が立ち入る待合室、診察室、病棟などではウェットモップでの清掃を行う。手術室

や分娩室では介入毎に、また、汚染が発生した場合は洗剤または消毒液で清掃し、部屋ごとに

設置された清掃用具を使用する。リネンのクリーニングやベッドと寝具の清掃についてもプロ

トコルに従うことが求められる。 

感染症アウトブレイクが発生した場合には、通常よりも厳格な清掃手順が必要となる。個別

の環境清掃計画を作成し、感染源の特定及び除去、個人防護具（PPE）の使用、バイオハザー

ド廃棄物の適切な処理を徹底する241。自然災害発生時にも、保健医療施設の衛生状態を維持す

るための特別な対応が求められる。 

廃棄物管理同様、環境清掃にも実施と維持管理に費用が発生し、清掃スタッフのトレーニン

グと責任者のモニタリングや指導も欠かせない。安全な環境清掃システム持続のための取り組

みを考慮する必要性が非常に高い。 

 

6.6 衛生啓発の導入に関する留意事項 

衛生啓発は、衛生行動改善を促進する要素である。ここでは、衛生啓発の導入に当たって留

意が必要な事項を挙げる。 

6.6.1 学校・保健医療施設での衛生啓発の導入に共通する留意事項 

(1) 目標設定と行動決定要因に対応した衛生啓発の導入 

形成的調査で把握した行動決定要因に対応した衛生啓発を導入することを考える。行動決定

要因と合致したものでないと、行動変容に至らない可能性がある。例えば、行動決定要因とし

て、石鹸による手洗いの重要性やリスクを十分に認知しているが、手を洗うことを忘れてしま

うという問題に対して、さらに手洗いの重要性を認識させる衛生教育を行っても効果が表れな

い可能性がある。このような場合は、トイレと手洗い施設の間にナッジとして足跡をペイント

するなど行動を起こす場所に記憶を思い出すきっかけとなるものを設置する関連付けを行う

などが対策として考えられる。 

 

(2) 行動変容のための衛生啓発実施の前提条件 

行動変容の前提条件としては、対象とする行動の前提条件（適切な施設で、適切な場所にあ

り、適切な維持管理がなされているなど）が満たされている必要がある。石鹸による手洗いを

衛生啓発しても、手洗い施設から水が出ない、石鹸が置かれていないなどの前提条件が整わな

ければ、石鹸による手洗いの実践は不可能であり、対象者を怒らせたり、関心を失わせるなど

のリスク242もある。 

 

(3) 新たな行動の習慣形成 

手洗いの推進は、最も費用対効果の高い公衆衛生介入の 1 つとしてよく挙げられ、そのため

少ない予算で介入が行われることがよくあるとされている 207。しかし、持続的な手洗い行動の

変化は通常安価ではなく、設計や実施も迅速ではないことが示されている。十分な「投与量」

を達成することが手洗い推進プログラムの成否を左右する重要な要素と考えられている。例え

ば、ワクチンが機能するためには 1 人当たり複数回の注射が必要であるように、行動変容プロ

グラムでは効果を発揮するために、長期間にわたって複数回、対象グループと対話する必要が

あるとされている 207。 

行動変容に当たっては、長期間にわたり複数回の介入が必要な背景については、新たな行動

の習慣形成の獲得に時間を要するからだと考えられる。習慣は特定の状況に対して自動的に発

現する行動パターンである。特定の行動が一貫した状況の中で繰り返し行われることでその行

動が習慣として形成される243。目標とする行動（例えば、トイレ利用後に石鹸で手を洗うなど）

を習慣化するためには、次のような習慣形成のフレームワーク244を理解し、目標行動の習慣化
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を強化する必要がある。6.1.1 で述べたように、習慣とは、脳の意思決定部分を介さずに自動的

に行われる行動（習慣）のことであり、習慣化を根付かせるためには、まず初めに感情的な動

機であるシステム 2 に働きかけ、習慣をサポートするシステム 1 が自動で働くようにする必要

がある 209。 

 

 

 
図 6-20 習慣形成のフレームワーク 243と脳の意思決定システムとの関連 

 

上記フレームワークに作用する「行動を開始するための動機付け」、「行動制御（意図を行

動に反映すること）の強化」、「行動を継続するための動機付け」、「状況と行動の関連の強

化」を行うことで、習慣形成を促進することができるとしている 244。きっかけと行動の関連付

けとは、「一貫したきっかけとなる状況で行動を繰り返すと、記憶の中にきっかけと反応の関

連がゆっくりと形成される」ことである245。例えば、目標行動がトイレ利用後の石鹸による手

洗いとした場合、「一貫したきっかけとなる状況（トイレを利用する）での行動の繰り返し（毎

回トイレを利用した後に石鹸で手を洗う）により、徐々に記憶の中にきっかけと反応の関連が

形成される（時間が経つにつれて考えなくても、トイレを利用した後に石鹸で手を洗うように

なる）」ということである。 

習慣形成のフレームワークに沿った形で行動を繰り返し、その行動が習慣となるまでにはど

れぐらいの頻度、強度、期間が必要であるのかは、個人差や習慣の複雑さなどの様々な要因に

よって異なるが、一般的に次のことが言える。 

➢ 頻度：可能な限り高頻度で、毎日実践する。 

➢ 強度：初期は高強度で開始し、徐々に低下させる。 

➢ 期間：目安として 2 か月以上。 

例えば、行動変容ステージモデルでは最終ステージの維持期に至るまで 6 か月以上続いてい

ることが求められる246。また、Lally らの研究247では、新たな習慣を身に着けるのに平均 66 日

の期間が必要とされたが、個人差、新たな習慣の行動の複雑さや行動が行われる状況によって

18 日から 254 日と幅があり、複雑な行動（腹筋を 50 回行うなど）より単純な行動（水を飲む

など）は、より早く習慣化される傾向があるとされている。 

Lally らの研究 243 では、習慣形成は漸次曲線をたどることが分かっている。最初の行動の繰

り返しにより自動性が大幅に増加するが、繰り返しを行うたびに自動性の獲得が減少し、最終

的には行動が自動性の限界に達する。つまり、介入に当たっては最初の段階で高強度の介入を

行い、漸次曲線に到達するのに十分な一貫したきっかけの状況での行動の繰り返しを促進する

ことで習慣を確立し、徐々に自律性を高めることで長期的な習慣維持を促進する方法が考えら

れる。そのため、可能な限り高頻度で毎日実践することで習慣化の定着に繋がると考えられる。 

 

(1) 行動をす

る決断を行う

(2) 決断を行

動に移す

(3) 行動を繰

り返す

(4) 状況と行

動の関連付け

を発達させる

 

システム 2（目的指向型） システム 1（習慣型） 
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図 6-21 漸次曲線に従う習慣形成 243 

 

(4) 行動変容理論と行動変容テクニック 

6.1.1 で示したように行動変容を狙いとした介入は複雑な複数の要素から構成されている。行

動変容の理論・フレームワークも様々なもの（Behavior Centered Design, COM-B, Designing for 

Behavior Change, FOAM, IBM WASH, Levers of Change, RANAS など）が提案されている 209。こ

れらの行動変容理論・フレームワークは、健康心理学、社会心理学、行動経済学の 3 つの学問

分野に由来している。様々な理論があるが故、どの行動変容理論を基に衛生啓発等の介入を設

計すればよいかの選択が難しい。ただ基本的には似通っており、6.1.2 で示したように対象者・

グループの行動決定要因を評価し、それに対する介入を設計するというものである。 

行動変容理論と共に、具体的な行動変容テクニック（Behavior Change Technique: BCT）も様々

なものがある。行動変容テクニックとは、「行動を規制する因果プロセスを変化させたり、方

向転換させたりするたにデザインされた、観察可能、再現可能、かつ不可逆的な、介入の構成

要素」のことを指す248,249。近年は、介入の構成要素に関する標準的な定義やラベリングの必要

性から国際的な標準化の試みがなされており、2013 年に 16 分野・93 技法に分類した「BCT 

Taxonomy (v1)」が公開された。以下に 16 分野の名称と 93 技法を示す。 

1 . 目標と計画、2 . フィードバックとモニタリング、3 . ソーシャルサポート、4 . 知識の形

成、5 . 当然の結果、6 . 行動の比較、7 . 関連付け、8 . 反復と置換、9 . 成果の比較、10 . 報酬

と脅威、11 . 規制、12 . 先提条件、13 . アイデンティティ、14 . 計画された結果、15 . 自己信

頼、16 . 潜在学習 
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図 6-22 行動変容テクニックの分類250 

 

これらの分類を用いることで、特定した行動決定要因に対してどのような介入を行うことが

良いかを考えやすくなるものと考える。 

また、行動変容テクニックの 16 分野を理論的領域フレームワーク（Theoretical Domain 

Framework: TDF）と呼ばれる 14 領域（「知識」、「行動規制」、「記憶、注意、意思決定プロ

セス」、「スキル」、「目標」、「意図」、「結果に関する信念」、「能力に関する信念」、

「楽観主義」、「社会的/職業的役割とアイデンティティ」、「強化」、「感情」、「社会的影

響」、及び「環境的背景とリソース」）を介して、行動変容理論の 1 つである COM-B モデル

の 3 つのコンポーネント（能力（身体的／心理的）、動機（反射的／自動的）、機会（社会的

／身体的））に分類したものもある251。「知識」のみ、または「目標」のみなどの 1 つの領域

のみを対象とする介入は、「知識」と「目標」などの複数の領域を対象とする介入よりも効果

が低いことが分かっている252。COM-B モデルでは、人々が望ましい行動をとるためには、十

分な能力、動機、機会が必要であると提案しており、1 つの要素でも欠けてしまうと人々が望

ましい行動を取る可能性が低くなるとしている253。そのため、最適な行動を増やすためには、

COM-B の 3 コンポーネントである能力、動機、機会の全体にわたって複数の領域を同時に対

象とすべきであるとされている254。 
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図 6-23 BCT、TDF、COM-Bモデルの関係 

 

6.6.2 学校での衛生啓発の導入に関する留意事項 

(1) 目標設定 

WHO の 2009 年の低コスト環境下での学校の WASH 基準 24 では、持続的な衛生行動の促進

が必要と述べられている。児童／生徒が健康的なライフスタイルを維持するために必要な知識、

態度、生活スタイルを身に着けられるように、衛生教育を様々な参加型学習法を用いて実施す

ることが必要である。また、児童／生徒に推奨すべき最も重要な衛生習慣の 1 つとして、食事

前とトイレ利用後の石鹸を用いた手洗いが挙げられている。WASH 施設の正しい利用と維持管

理を行い、石鹸による手洗いといった適切な衛生行動が体系的に促進されることが必要として

いる。また清掃や廃棄物管理といった活動についても、児童／生徒の年齢と能力の範囲内で、

実践することも求められている。 

 

(2) 幼少期からの衛生行動促進の介入 

衛生習慣を早期に形成することは、COVID-19 パンデミック下での手洗い遵守率の高さと関

連があることが報告されており、3 歳からでも適切な衛生行動の介入が可能であるとしている
255。 

 

(3) 年齢層に応じた衛生教育・衛生啓発の実施 

学校では、様々な年齢層の子供たちがおり、それぞれの年齢層の特性に応じた衛生教育、衛

生啓発の実施が必要である。IRC は児童／生徒の年齢層の特性として次のように整理している
256。 

 

表 6-11 児童／生徒の年齢層毎の特性 

年齢層 スキル、知識と態度、子供の参加 

就学前幼児

（2～4歳） 

スキル： 

新しいスキルを学ぶことを楽しむ。手と指を自由に動かせるようになり、物

を触ったり動かしたりして遊ぶことを楽しむ。言語能力が急速に発達し、自

立心が芽生える。3～4 歳になると、集中力が持続するようになり、注意深く
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年齢層 スキル、知識と態度、子供の参加 

行動しながら体力や勇気を試すようになる。機会があれば、自分で選択した

り、簡単な責任を引き受けたりすることができる。 

知識と態度： 

大人は究極のロールモデルであり、子どもが手洗いの習慣をつけるのを助け

ることができる。褒められることや励まされることに喜びを感じ、周囲の反

応をよく観察し、それらの経験を通して自己概念を形成していく。保護者は、

トイレトレーニングの重要性を理解し、家庭でも指導する必要がある。 

子供の参加： 

この年齢層の子どもは、計画、運営、維持管理の活動に責任を持つことはで

きない。しかし、施設の装飾を手伝ったり、遊びを通して施設をきれいにし

たり、手洗い場の水を補充したりする活動に参加することはできる。後者は、

責任というよりは、参加型の学習活動と捉えるべきである。 

小学校低学

年（5～7 歳） 

スキル： 

豊かな想像力を持ち、遊びを通して世界と自分自身の能力を発見し、自信と

自立への第一歩を踏み出す。年上の子どもや大人の真似をするのが好き。 

知識と態度： 

身だしなみを整えること（体を洗う、髪をとかす、歯を磨く）が、見た目に

良い影響を与えることを実感し始める。物事を単純に捉える傾向がある。「見

た目や匂いが良ければ、気分も良い」というように。 

子どもの参加： 

この年齢層の子どもたちは、施設の設計、計画、維持管理、運営に積極的に

参加することができる。ただし、完全な責任を負わせることはできず、大人

や年上の子どもの綿密な指導が必要となる。 

小学校中学

年・高学年（8

～11 歳） 

スキル： 

責任感が芽生え、自分の健康や衛生に関心を持つようになる。他人と協力し

て作業することができ、友人と経験や習慣について話し合うことができる。 

知識と態度： 

衛生習慣の悪影響を認識し始めるが、抽象的な概念を理解することはまだ難

しい。実地訓練を見学したり、参加したりすることを好み、進んで手伝おう

とする。また、特定の責任を与えられることを喜ぶ。この年齢になると、異

なる方法や習慣でも同じ結果が得られる場合があることを学び、可能な解決

策を比較検討する必要性に気づく。一部の子供は性的に発達し始める。性的

な発達や個人の衛生についてもっと知りたいと思うが、恥ずかしがり屋で不

安になることが多い。 

子どもの参加： 

この年齢層の子どもたちは、グループで施設の設計、計画、維持管理、運営

活動に参加することができる。また、手洗い場の補充、塗装、清掃など、実

施、運営、維持管理の部分的な責任を任せることもできる。全体的な責任は、

大人または年上の子どもが負うべきである。 

小学校高学

年・中学校低

学年（12～13

歳） 

スキル： 

社会性や分析力が発達し始め、地域社会における自分の立場を探求し始める。 

知識と態度： 

自分の発達や成長（女の子は月経が始まる）を意識するようになり、男女の

違いに対して敏感になる。このような意識の高まりから、性差に配慮したプ

ライバシーの必要性が出てくる。「衛生」や「環境」といった抽象的な概念

を理解し始め、責任を与えられ、任されたことをやり遂げることを望むよう

になる。 

子どもの参加： 

男女とも、計画、建設、運営、維持管理に積極的に参加することができ、前
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年齢層 スキル、知識と態度、子供の参加 

の年齢層よりも多くの責任を負うことができる。 

中学校高学

年（ 14～ 16

歳） 

スキル： 

自分の生活や社会における立場を管理することができるようになる。さまざ

まなスキルが相互に補完し合うようになる。 

知識と態度： 

病気の伝染経路や、適切な衛生習慣によってそれを予防できることを理解し

ている。自分たちが特定の社会集団（地域社会、民族、カースト、年齢層）

の一員であることを認識し、社会的不公正を認識している。強烈な自信、自

尊心、自制心、そして社会的責任感を育むことができる。 

子どもの参加： 

この年齢層の子どもたちは、施設の利用状況や習慣の監視、施設が学校の健

康状態に与える影響の評価など、施設の運営と維持管理をかなり任せること

ができる。また、設計、ベースライン調査、場合によっては建設にも参加す

ることができ、また参加すべきである。この年齢層の子どもたちと、学校内

の年下の子どもたちを結びつけることで、関わるすべての子どもの学習意欲

と発達を促すことができる。また、自分たちよりも恵まれない境遇にいる学

友や家族を助ける準備ができている年齢でもある。 

 

(4) 年齢層に応じた衛生教育の内容 

UNICEF は衛生教育に活用できる指導法として年齢層に応じて次表に示すものを挙げている
25。また衛生教育の指導に当たっての重要なポイントとして以下の点を挙げている。 

➢ 衛生教育をカリキュラムに統合する。 

➢ 読み書き、算数、地理などの基礎教育スキルと衛生教育を組み合わせた多目的学習を

実践する。 

➢ 地域の文化や社会経済的状況に適した方法論を採用し、ジェンダーの平等性に焦点を

当てる。 

➢ 家庭やコミュニティへの働きかけを行う。 

➢ すべての教員と生徒に十分な量の、手頃な価格の教材を確保する。 

➢ 状況、実践、進捗状況をモニタリングし評価する。 

➢ 学校での学習を実践し、子どもたちが住むコミュニティの実際の衛生行動ニーズと優

先事項に基づいた教育を行う。 

➢ 子どもの発達段階や年齢層に応じて教育を調整する。 

 

表 6-12 年齢層に応じた衛生教育指導法 

6〜8 歳向け 8～11 歳向け 12〜15 歳向け 

⚫ 物語を聞く、読む、話す 

⚫ 詩の暗唱や歌を歌う 

⚫ 短い劇やロールプレイ 

⚫ 人形劇の観賞や参加 

⚫ シンプルな分類ゲーム 

⚫ 語学や数字のゲームや

課題 

⚫ 散歩や簡単な観察 

⚫ 仲間と見て分析するス

⚫ 物語を聞く、読む、分析

する、話す 

⚫ クイズ 

⚫ 会話や討論 

⚫ 歌やダンス 

⚫ 描画や絵画 

⚫ 様々なタイプのモデル

作成 

⚫ 作文やクリエイティブ

ライティング 

⚫ 物語を聞く、読む、話す 

⚫ 物語の分析と作成 

⚫ グループやクラスでの

討論 

⚫ 歌やダンス 

⚫ 描画や絵画 

⚫ ブレインストーミング 

⚫ 劇、ロールプレイ、パン

トマイム、スキルデモン

ストレーション 
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6〜8 歳向け 8～11 歳向け 12〜15 歳向け 

キルに関するデモンス

トレーション 

⚫ 動きのあるゲームや競

争 

⚫ 会話や討論 

⚫ 描画、絵画、色塗り、粘

土遊び 

⚫ 簡単な衛生行動作業 

⚫ 両親や家族へのプレゼ

ンテーション 

⚫ ブレインストーミング 

⚫ 旅行や見学 

⚫ 劇、ロールプレイ、パン

トマイム、スキルデモン

ストレーション 

⚫ 仲間による観察と分析 

⚫ クロスワードなどの語

学や数学のゲーム 

⚫ 競争 

⚫ 仲間や家族による行動

の観察と分析 

⚫ 学校やコミュニティの

観察とマッピング、巡回 

⚫ 語学や数学のゲーム、ク

イズ、パズル 

⚫ 競争 

⚫ 教育目的で若い子供た

ちにトイレに行ったり

手を洗ったりすること

を手伝うなどの衛生行

動作業 

 

(5) 学校での導入に有効な行動変容テクニック 

Julie Watson ら257は、5～12 歳児を対象とした手指衛生介入の評価を行動変容テクニック毎に

行った。その結果、子供の手指衛生を改善するための介入の有効性を高める可能性が高いと見

なされたテクニックを次表にその順位とともに示す。最も有望なテクニックには、「6.1 行動

のデモンストレーション」、「4.1 行動の実行方法の指導」及び手洗い場の設置や石鹸の提供

などの「12.5 環境に物を加える」があった。子供たちは手洗いの方法を理解する必要があり、

そのためには適切なツールが必要である。また、有望なテクニックの共起ネットワークを視覚

的に検査すると、これらのテクニックは一般的に互いに組み合わせて使用されていることがわ

かった。手洗い施設や石鹸のような物理的な環境は必要であるものの、補完的な行動変容テク

ニックがなければ環境に物体（手洗い施設、石鹸など）を追加しても手指衛生行動に大きな変

化をもたらすことが低いことも指摘されている。そのため、最良の結果を得るためには、行動

変容テクニックの「12.5 環境に物を加える」を他の有望なテクニックと組み合わせて使用する

ことが述べられている。また、「12.5 環境に物を加える」を強化する方法として、子供の移動

経路に手洗い場を設置するとそれ自体が行動の合図として機能する可能性や、蛇口や石鹸が手

の届くところにあると行動を実行するために必要な労力を最小限に抑えて手洗いが促進され

ると指摘している。 

 

表 6-13 5～12歳児に有効な行動変容テクニックと COM-Bモデル分類 

BCT 分類 COM-B モデル分類 

1 位：6. 行動の比較 6.1 行動のデモンストレーション 機会 

2 位：5. 当然の結果 5.3 社会的・環境的影響に関する情報 能力 

3 位：5. 当然の結果 5.2 影響の重大性 能力 

4 位：12. 先提条件 12.5 環境に物を加える 機会 

5 位：4. 知識の形成 4.1 行動の実行方法の指導 能力 

6 位：5. 当然の結果 5.1 健康への影響に関する情報 能力 

7 位：3. ソーシャルサポート 3.2 ソーシャルサポート（実用） 動機 

8 位：11. 規制 11.3 精神的資源を節約する 動機 

 

(6) 目標行動に対する介入の例 

次表に目標行動とその介入の例を示す。「トイレ利用後の手洗い」を習慣化させるために、

「休憩時間毎に教員からのトイレ利用後の手洗い口頭指示」、「グループ清掃後や休憩後のベ

ルなどによる合図」は、行動変容テクニックとしては「7.1. プロンプト／キュー」が主に該当

すると思われる。また「朝礼後やグループ清掃後など一貫した状況下でのグループ手洗い活動」

は、一貫した状況下で反復して行うことで、習慣の形成に繋がっていき、トイレ利用後の手洗
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いにも影響を与えると考えられる。 

 

表 6-14 目標行動とその介入の例及び該当する行動変容テクニック 

目標行動 介入の例 該当する行動変容テクニック 

トイレ利用後の手

洗い 

休憩時間毎に教員からのト

イレ利用後の手洗い口頭指

示 

7.1. プロンプト／キュー 

2.1. フィードバックなしの他者による

行動のモニタリング 

グループ清掃後や休憩後の

ベルなどによる合図 

7.1. プロンプト／キュー 

2.1. フィードバックなしの他者による

行動のモニタリング 

朝礼後やグループ清掃後な

ど一貫した状況下でのグル

ープ手洗い活動 

8.1. 行動練習／リハーサル 

8.3. 習慣の形成 

8.6. 目標行動の一般化 

2.1. フィードバックなしの他者による

行動のモニタリング 

4.1. 行動の実行方法の指導 

6.1. 行動のデモンストレーション 

トイレや学校を清

潔に保つ 

グループ清掃活動 2.1. フィードバックなしの他者による

行動のモニタリング 

8.3. 習慣の形成 

 

6.6.3 保健医療施設での衛生啓発の導入に関する留意事項 

(1) 目標設定 

衛生行動のパターンは幼少期に形成され確立されるため、保健医療施設職員にとって啓発活

動による衛生行動の改善は、既に長年実践され、社会の中で強化され続けている行動パターン

を修正することを意味する 116。加えて、医療従事者は基礎研修の中で手指衛生など基本的な望

ましい衛生行動については知識として学んでおり、行動が伴っていなくても自分はできている

と思いこんだり、本来自分は正しく行動できるが、WASH インフラの欠如や多忙により一時的

に実践できないだけと考える傾向が見られる。こうした課題の存在を前提に目標を設定する必

要がある。 

 

(2) 手指衛生行動の類型 

Whitby らの研究258によると、個人の手指衛生行動は少なくとも 2 つのタイプの実践に分類

することができる。1 つは、不衛生とみなされる患者や、腋窩、鼠径部、性器などに触れた場

合に、自己防衛のために手指衛生を実施するものである。一方、選択的手指衛生は、脈拍や血

圧を測る際に患者に触れたり、患者の周囲のものに接触した後に実施されるが、これらの接触

は握手や共感のための接触などの社会的行為と類似しているため、手指を清潔にしなければな

らないという感情を喚起しにくく、省略されがちである。しかし、保健医療従事者の手指の汚

染につながり、交差感染のリスクが生じる。そのため、実践されにくい選択的手指衛生を促進

するための仕掛けが必要となる。他の衛生行動に関しても同様で、感情的に反応して自己防衛

のために実践されるのではない衛生行動を促進するための介入が重要である。 

 

(3) 保健医療施設で有効と考えられる行動変容のための手段 

以下を例とする様々な議論があり、特定の行動変容テクニックの有効性を示すことは困難で

ある。しかし、費用や社会文化的要素、期間などに応じてこれらを組み合わせて導入すること

は可能と考えられる 116,209,259,260,261。 

➢ 同僚が実践している場合、高いレベルで実践する。一方で、同僚が実践しないことが

否定的に作用することも示されており、職場というコミュニティでの実践が個人の実
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践を規定する傾向が見られる。 

➢ 手指衛生キャンペーンに参加したことのある医療従事者は、手指衛生の実践が比較的

容易と感じ、これを実践する。 

➢ 上司あるいは管理部門の職員が優先事項として明確に介入することにより行動の変

化を誘導する。制度として継続的に実践を促すことの効果は見られる。 

➢ 患者の参加が効果的であることが実証されており、キャンペーンや国家プログラムに

も導入されている。例えば、患者と医療従事者の双方が手指衛生のベストプラクティ

スの推進に向けて協力したり、医療従事者が手指衛生を改善できるように患者を支援

するなど。 

➢ 医療従事者に目標設定、計画策定させ、行動を他人と比較させ、フィードバックを提

供することに重点を置くアプローチが多く取られている。 
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第7章 パイロット活動で実施した学校・保健医療施設での衛生

行動改善活動の紹介 

本調査で実施したマダガスカル、タンザニア、ネパールの 3 か国における学校・保健医療施設

（小学校 74 校、保健医療施設 45 施設）での衛生行動改善のパイロット活動を事例として紹介す

る。パイロット活動は国際 NGO である WaterAid によって実施された。 

 

7.1.1 パイロット活動のフレームワーク 

本パイロット活動は行動中心設計（Behavior-Centered Design: BCD）フレームワーク262を指針と

して設計された（図 7-1）。BCD フレームワークの中核にあるのは、デザインプロセスの ABCDE

ステップと BCD 変化理論であり、パイロット活動の設定における主要な行動決定要因と行動を変

える最も影響力のある動機を特定することが求められる。 

 

 
図 7-1 BCDフレームワークと変化理論 

 

本パイロット活動では衛生行動変容（Hygiene Behavior Change: HBC）の介入策を設計、実施、

評価するために、設計プロセスの ABCDE ステップが以下のとおり用いられた。 

 

(1) 評価（Assess）：WASH サービスの現状評価 

WASH サービスの現状を評価するため、全ての対象施設で事前調査が実施され、調査結果は各

パイロット活動実施国の主要な関係者が出席するワークショップで検証された。調査結果は各国

の事前調査報告書に纏められた。 

 

(2) 構築（Build）：形成的調査による行動決定要因の仮説の構築 

各国の 5 つの学校と 5 つの保健医療施設において、行動状況、生理的決定要因、動機、障壁、

タッチポイント、その他の関連する特性を評価するための形成的調査が実施された。 

組織レベルでは、持続可能な WASH サービスと HBC 介入を実現するための環境、特に担当機

関の能力を特定し、政策的背景を理解するための調査が実施された。調査結果に基づき、各国で

形成的調査報告書が作成された。 
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これらの結果を基に行動決定要因の仮説が構築された。 

 

(3) 創造（Create）：WASH 施設整備内容及び衛生行動変容介入策の創造 

創造的プロセスは、以下の 2 つの成果を達成するために実施された。 

 

a) WASH施設の建設と改修に関する設計と仕様書 

事前調査に基づき、各施設における WASH 施設の建設・改修のニーズが特定された。調査結果

は各施設に必要なハード面の支援の設計と仕様に反映され、基本的な衛生サービスを実現し給水

と衛生施設へのアクセスを改善するために、建設と改修に関する図面と数量表（Bill of Quantities: 

BoQ）が作成された。ハード面での支援は、全ての施設における WASH サービスを標準化し HBC

介入策の実施とその効果を評価するための調査に先立ち、ベースライン条件を設定する役割も果

たした。 

 

b) HBC介入策 

各国の主要な関係者と協力して、本パイロット活動は次の 2 つの HBC 介入の策定を目指した。 

(a) 小学校の児童を対象とした学校への単一ナッジによる介入 

(b) 小学校の児童と保健医療施設スタッフを対象とした学校と保健医療施設の両方への複

数の衛生行動変容アプローチを組み合わせた包括的な衛生行動変容（以下、HBC パッ

ケージ）の介入 

 

(4) 実施（Deliver）：WASH 施設整備及び衛生行動変容の実施 

設計プロセスのこの段階は、WASH サービスへのアクセスを改善するためのハード面の支援と、

その前の創造的プロセスで作成された HBC 介入策の実施を指す。 

 

(5) 評価（Evaluate）：介入効果の評価 

HBC 介入の効果を評価する。 

 

7.2 WASH 施設整備 

新規または既存の WASH 施設は、事前調査後に設計された図面や仕様書に基づいて建設または

改修された。これは最低限の WASH サービスへのアクセスを確保し、調査前の状態を標準化する

ためである。表 7-1 は、学校と保健医療施設に対するハード面の支援の一般的な範囲を示してい

る。 

 

表 7-1 WASH施設の建設と改修の範囲* 

施設 学校 保健医療施設 

手洗い施設 

水と石鹸が常備され適切な排水設

備が整った集団手洗い施設（トイ

レや運動場の近く） 

トイレから 5 メートル以内に水と石

鹸が常備され、適切な排水設備が整っ

たケアポイントでの手洗い施設 

衛生施設 

月経衛生対処のために女子トイレ

棟にシャワールームを設置した、

男女別で障がい者も利用できるト

イレ棟 

シャワールーム付きの男女別・障がい

者用トイレ棟 

給水施設 基本的な給水サービス 基本的な給水サービス 

廃棄物管理 
廃棄物分別コンテナ、廃棄物収集・

焼却ピット、焼却炉 

廃棄物分別容器、焼却炉、プラセンタ

ピット、灰ピット、シャープピット 

環境清掃 清掃道具の提供 清掃道具の提供 
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* 各学校や保健医療施設のニーズによって、提供される施設は異なる。 

 

7.2.1 学校における WASH 施設整備 

学校では、給水に関するハード面の支援として、雨水貯留システムの設置、給水管の拡張と修

繕、貯水タンクの設置、及び数校で計画された新たなボーリング孔の設置を通じて、既存施設の

改善に重点的を置いた。また衛生施設については、既存の衛生設備を改修するか、男女別のトイ

レブロックを新設し、障がい者用ブースや車椅子用スロープ、思春期の少女向けの月経衛生対処

に配慮した設備（例えば、鍵付きのドアでプライバシーが確保され、個室内で水が利用できるシ

ャワー室）を設置する計画とした。また、トイレの隣や運動場の近くなど、必要な場所にグルー

プ手洗い施設を設置する計画とした。 

次表に WASH 施設整備の事例を示す。 

 

表 7-2 学校における WASH施設整備 

手洗い施設 

   
マダガスカルの学校に設置されたグ

ループ手洗い施設と足跡の絵 

マダガスカルの学校に設置されたグ

ループ手洗い施設で手を洗う児童 

タンザニアの学校の運動場に設置さ

れたグループ手洗い施設で手を洗う

男児 

   
タンザニアの学校のトイレ棟に隣接

して設置された手洗い施設 

ネパールの学校の手洗い施設で手を

洗う児童 

タンザニアの学校の運動場の隅に設

置されたグループ手洗い施設 

 

水供給施設 

   
マダガスカルの学校に建設された高

架水槽 

高架水槽の水は、マダガスカルの学校

の手洗い施設とトイレに接続 

タンザニアの学校に建設された雨水

貯留システムと高架水槽 
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タンザニアの学校に設置された雨水

貯留システムと飲料水用浄水システ

ム 

ネパールの学校に設置された飲料水

用浄水システム 

ネパールの学校に建設された車椅子

用スロープ付きトイレに設置された

高架水槽 

 

衛生施設 

   
マダガスカルの学校に建設されたバ

リアフリートイレと指差しマークの

ナッジ 

マダガスカルの学校で月経衛生対処

のために女子トイレ棟に設置された

シャワー室 

タンザニアの学校のトイレ個室内部、

各学校に設置されたフラップ付きの

LIXIL の SATO Pan 

   
タンザニアの学校に設置されたバリ

アフリートイレに設置された SATO

の洋式便座 

ネパールの学校に設置された手洗い

施設付きのトイレ棟 

ネパールの学校に設置された小便の

飛び散りを防ぐハエのナッジ 

 

廃棄物管理と環境清掃 

   
マダガスカルの学校のゴミ分別用ゴ

ミ箱 

ネパールの学校のゴミ収集・焼却ピッ

ト 

ネパールの学校のゴミ分別を促進す

るための色分けされたゴミ箱 
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7.2.2 保健医療施設における WASH 施設整備 

保健医療施設では、パイプラインの延長、雨水貯留システムの設置、貯水タンクの設置を通じ

て、水へのアクセスを向上することとした。衛生施設については、女性患者用と男性患者用、保

健医療施設スタッフ用にそれぞれ建設または改修し、障がい者用のトイレとシャワー室も設置す

る計画とした。手洗い施設はトイレの近くに建設されるか、改修し、廃棄物管理に関しては、ゴ

ミ箱を提供し、廃棄物を種類ごとに分別し、シャープや感染性廃棄物を安全に処理・処分できる

計画を策定した。 

次表に WASH 施設整備の事例を示す。 

 

表 7-3 保健医療施設における WASH施設整備 

手洗い施設 

   
マダガスカルの保健医療施設に新し

く作られたトイレ近傍に建設された

手洗い施設 

マダガスカルの保健医療施設に建設

された、車いす用スロープと足跡ナッ

ジを備えた手洗い施設 

タンザニアの保健医療施設。水管が接

続できない場所には施設スタッフが

給水する小さな水タンクが手洗い施

設に設置 

   
タンザニア保健医療施設のケアポイ

ントに設置された手洗い施設 

ネパールの保健医療施設に建設され

た静的ナッジを備えた手洗い施設 

ネパールの保健医療施設のケアポイ

ントにある手洗い施設の周囲に、目と

指さしステッカーが貼付された 

 

水供給施設 

   
マダガスカルの保健医療施設に建設

された高架水槽 

高架水槽の水は、マダガスカルの保健

医療施設では手洗い施設とトイレに

接続 

タンザニアの保健医療施設に建設さ

れた雨水貯留システムと高架水槽 
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タンザニアの保健医療施設に設

置された飲料水用浄水システム 

ネパールの保健医療施設に新設され

た障がい者用トイレの上部に浄水シ

ステムが設置 

ネパールの保健医療施設に設置され

た手押しポンプ 

 

衛生施設 

   
マダガスカルの保健医療施設に建設

されたシャワールームの内部 

マダガスカルの保健医療施設に建設

された手すりと便座のある障がい者

用トイレ 

タンザニアの保健医療施設のトイレ

と隣接する手洗い施設 

   
SATOの洋式便座が設置された障がい

者用トイレの内部（タンザニアの保健

医療施設） 

ネパールの保健医療施設に建設され

た車いす用スロープ付きの障がい者

用トイレ 

ネパールの保健医療施設の障がい者

用トイレ内部 

 

廃棄物管理と環境清掃 

   
マダガスカルの保健医療施設に建設

された焼却炉（左）、廃棄物ピット（中

央）、プラセンタピット 

マダガスカルの保健医療施設に建設

された焼却炉と手洗い用蛇口 

タンザニアの保健医療施設に建設さ

れた焼却炉 
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タンザニアの保健医療施設に建設さ

れたプラセンタピット 

ネパールの保健医療施設で固形廃棄

物分別のために設置された色分けさ

れたゴミ箱 

ネパールの保健医療施設に建設され

たシャープピット 

 

7.3 衛生行動改善のための衛生啓発 

7.3.1 包括的な衛生行動変容パッケージの開発 

対象 3 か国において、主要な衛生行動を強化するために感情に焦点を当てた促進活動と反応的

な働きかけを組み合わせた包括的な衛生行動変容のパッケージを開発した。 

まず初めに WASH サービスの現状評価及び対象者の知識、現在の衛生行動、行動の決定要因

（社会的信念、動機、障壁など）、行動変容のきっかけとなる接点などについて理解を深めるた

めの形成的調査が実施された。この形成的調査は、プロジェクト実施地域の状況に即した効果的

な衛生行動変容介入策を策定するための基礎となるものである。データは、量的及び質的な手法

を組み合わせた方法で収集された。その手法には、半構造化アンケート、構造化観察、抜き打ち

検査、キーパーソンへのインタビュー、学校及び保健医療施設の現場における教員、児童、医療

従事者、清掃員が参加するフォーカスグループディスカッションなどが含まれる。 

次に創造的プロセスとして、創造的プロセスの概要資料が作成された。この概要資料は、関係

者を集めたワークショップで使用されるもので、HBC 介入策を検討するための材料となるもので

ある。概要資料では、創造的なプロセスを導くデザイン原則の定義、形成的調査の主要な発見の

まとめ、HBC 介入で対処すべき動機と障壁を整理し、HBC 介入策を検討するための促進活動、ツ

ール、材料を含む潜在的な介入アイデアを提示している。 

形成的調査と作成した創造的プロセス概要資料に基づいて、政府のカウンターパート、クリエ

イティブチーム、学校や HCF の代表者、その他各国の主要な利害関係者と協力して、学校や HCF

向けの HBC パッケージ介入（促進活動、ナッジ、ツールを含む）を設計することを目的としたワ

ークショップが実施された。クリエイティブチームは、クリエイター、アーティスト、行動変容

の専門家、公衆衛生の専門家、ソーシャルマーケティング担当者、政府、障がい者団体、学校教

員や HCF スタッフを含むターゲット層の代表者など、多分野にわたるチームで構成されている。 

このワークショップは各国それぞれの WaterAid の行動変容リーダーが進行を行い、3 日間にわ

たって開催され、概要資料に示されたデザイン原則に沿って作業が進められた。デザイン原則に

は、どの行動に焦点を当てるか、主要及び二次的なターゲット層は誰か、どのような環境で介入

を実施するか、介入の期間、介入の頻度、ブランディング、包含性、ジェンダーへの配慮、使用す

る感情、能力構築、実施方法などが含まれている。形成的調査と創造的プロセスの概要資料のデ

ザイン原則からの主な発見は、インサイトとして特定し、そのインサイトに沿った形で HBC の介

入アイデアをデザインし、それらを HBC 介入パッケージ（促進活動、ツール、ナッジのアイデア）

に統合した。 

介入パッケージの基本構造はワークショップで議論され合意された。ワークショップ後、数か

月にわたって創造的なプロセスが続けられ、動機や社会的規範などの主要な行動決定要因と関連

付けた活動、関連ツール、その提供方法を再定義した。この創造的なプロセスには、主要な利害

関係者が参加し、活発なアイデア交換が行われた。 

HBC パッケージは、各国で学校と HCF のそれぞれに作成され、HBC 介入の 2 つのタイプから

構成されている。静的ナッジとは、壁や床に設置された移動できないものを表す。 

(a) 重要な行動を促す静的ナッジ 
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(b) HBC 促進セッション 

 

7.3.2 学校における衛生啓発 

a) 重要な行動を促す静的ナッジ 

学校では、次表に示す児童の行動変容を促すためのナッジを重要な場所に配置した。ほとんど

のナッジは、初回の HBC 促進セッションの直後に設置された。 

 
表 7-4 学校における静的ナッジ 

マダガスカル タンザニア ネパール 

   

手洗いを喚起するためのトイレ
から手洗い施設までの足跡 

手洗いを喚起するためのトイレ
から手洗い施設までの足跡 

手洗いを喚起するためのトイレ
から手洗い施設までの足跡 

 
 

 

重要なタイミングで鳴らされ、
手洗いの時間を喚起するベル 

要所に貼られた手洗い・清掃喚
起のためのステッカー 

要所に貼られた手洗い・清掃喚
起のためのステッカー 

 

 

 

教員が指を指して手洗いを促す
静的ナッジを主要な場所に配置 

ステッカーの貼付：重要な場所
に清掃を思い出させるステッカ
ーを貼る 

重要な場所に手洗いの指差しス
テッカー、清掃を思い出させる
ステッカーを設置 

 

  

廃棄物分別のための色分けされ
たゴミ箱 

廃棄物分別のための色分けされ
たゴミ箱 

廃棄物分別のための色分けされ
たゴミ箱 
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 推奨される行動をイラストで示
したウォールペインティング 

推奨される行動をイラストで示
したウォールペインティング 

  

 

  尿がこぼれないように小便器に
描かれたハエ 

 

b) HBC 促進セッション 

HBC 促進セッションは、児童に対し 6 回実施され、90％以上の参加率であった。HBC 促進セッ

ションのアクティビティは、児童たちが重要な衛生行動を実践するよう動機づけるように設計さ

れ、実施された。適切な衛生行動が実践できるよう時間をかけて様々なアクティビティがセッシ

ョンに組み込まれており、一つのセッションは 45 分から 60 分の長さとなっている。次表に、各

国の HBC 促進セッションで実施されたアクティビティの概要を示す。 

 
表 7-5 学校における HBC促進セッションでのアクティビティ 

セッシ
ョン 

マダガスカル タンザニア ネパール 

セッシ

ョン 1 

オープニング：参加者招待、バ
ナー設置。参加者はセッション
開始前に石鹸で手を洗い、プロ
グラムのジングルや歌に合わ
せ歌ったり踊ったりする。 

 
 

アクティビティ：マンガ小冊子
をストーリーテリングの手法
で説明、ゲーム、感情に訴える
ビデオ上映。フリップチャート
を用いた重要な衛生行動の実
践強調。 

 

クロージングの：コンペティシ

オープニング：参加者招
待、バナー設置。参加者
はセッション開始前に
石鹸で手を洗い、プログ
ラムのジングルや歌に
合わせ歌ったり踊った
りする。 

 
 

アクティビティ：ストー
リーテリング、チャイル
ドライフゲーム。フリッ
プチャートを用いた重
要な衛生行動の実践強
調。 

 
 

クロージング：コミット

オープニング：参加者招
待、バナー設置。参加者は
セッション開始前に石鹸
で手を洗い、プログラム
のジングルや歌に合わせ
歌ったり踊ったりする。 
 

アクティビティ：ストー
リーテリング、ビデオ上
映、チャイルドライフゲ
ーム。フリップチャート
を用いた重要な衛生行動
の実践強調。 

 
 

クロージング：「コンペテ
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セッシ
ョン 

マダガスカル タンザニア ネパール 

ョンの発表と、持ち帰り品とし
て、推奨される衛生行動を記し
たブランド化したブレスレッ
トを配布。 

 

メント、コンペティショ
ンの発表と、持ち帰り品
（WASHハンドブック）
の配布。 

 

ィション」、コミットメン
ト、自己評価チェックリ
スト」の発表と、持ち帰り
品として、ブランド化し
た名札ステッカーの配
布。 

  
セッシ

ョン 2 

オープニング：セッション 1 と
同じ。 
 
アクティビティ：フラッシュモ
ブゲーム、チャイルドライフゲ
ーム、フリップチャートを用い
た重要な衛生行動の実践強調。 

 
クロージング：コンペティショ
ンの振り返りと持ち帰り品（ブ
ランド化した名札ステッカー）
の配布。 

オープニング：セッショ
ン 1 と同じ。 
 
アクティビティ：ビデオ
上映、ホットポテトゲー
ム、衛生行動ホイールゲ
ーム。フリップチャート
を用いた重要な衛生行
動の実践強調。 

 

 
 
クロージング：コミット
メント、コンペティショ
ンの振り返り、持ち帰り
品（プログラムバッジ）
の配布。 

オープニング：セッショ
ン 1 と同じ。 
 
アクティビティ：ホット
ポテトゲーム、サプライ
ズレター、子どもたちを
清潔に保つためのエクサ
サイズ。フリップチャー
トを用いた重要な衛生行
動の実践強調。 

 
 
クロージング：「コンペテ
ィション、コミットメン
ト、自己評価チェックリ
スト」の発表と、持ち帰り
品（ブランド化した名札
ステッカー）の配布。 

セッシ

ョン 3 

オープニング：セッション 1 と
同じ。 
 
アクティビティ：サプライズレ
ター交換ゲーム、サプライズカ
ードパス。フリップチャートを
用いた重要な衛生行動の実践
強調。 
 
クロージング：コンペティショ

オープニング：セッショ
ン 1 と同じ。 
 
アクティビティ：リレー
競争とヘビと梯子のゲ
ーム。フリップチャート
を用いた重要な衛生行
動の実践強調。 

オープニング：セッショ
ン 1 と同じ。 
 
アクティビティ：ヘビと
梯子のゲーム、歌のコン
ペティション。 
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セッシ
ョン 

マダガスカル タンザニア ネパール 

ンの振り返りと持ち帰り品（ブ
ランド化した名札ステッカー
と冊子）の配布。 

 
 
クロージング： コミッ
トメント、コンペティシ
ョンについての振り返
り、持ち帰り品（ブラン
ド化した重要衛生行動
のファン）の配布。 

 

 
 

クロージング：「コンペテ
ィション、コミットメン
ト、自己評価チェックリ
スト」の発表、持ち帰り品
（ブランド化したブック
マーク）の配布。 

 
セッシ

ョン 4 

オープニング：セッション 1 と
同じ。 
 
アクティビティ：ストーリーテ

リング、ホットポテトゲーム、
衛生行動ホイールゲーム。フリ
ップチャートを用いて重要な
衛生行動を実践の強調。 
 
 
クロージング：コンペティショ
ンの振り返りと持ち帰り品（ブ
ランド化した衛生行動のイラ
スト付きファン）の配布。 

 

オープニング：セッショ
ン 1 と同じ。 
 
アクティビティ：リング
／ボードゲームとサプ
ライズレターの交換。フ
リップチャートを用い
た重要な衛生行動の実
践強調。 

 

クロージング：コミット
メント、コンペティショ
ンの振り返り、持ち帰り
品（ブランド化した重要
衛生行動のファン）の配
布。 

オープニング：セッショ
ン 1 と同じ。 
 
アクティビティ：リング
ゲームと衛生行動ホイー
ルゲーム。フリップチャ
ートを用いた重要な衛生
行動の実践強調。 

 

 
 
クロージング：「コンペテ
ィション、コミットメン
ト、自己評価チェックリ
ストのレビュー」の発表、
持ち帰り品（ブランド化
したミラー）の配布。 
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セッシ
ョン 

マダガスカル タンザニア ネパール 

セッシ

ョン 5 

オープニング：セッション 1 と
同じ。 
 
アクティビティ：衛生行動リレ
ーレースとグループ手洗い、輪
投げゲーム。フリップチャート
を用いた重要な衛生行動の実
践強調。 

 

クロージング：コンペティショ
ンの優勝者の発表及び証明書/
ブレスレットの配布。 

オープニング：セッショ
ン 1 と同じ。 
 
アクティビティ：感情的
なデモンストレーショ
ン、学校 WASH クラブ
の管理。フリップチャー
トを用いた重要な衛生
行動の実践強調。 
 
クロージング：コミット
メント、コンペティショ
ン優勝者の発表、持ち帰
り品（ブランド化した衛
生行動ステッカー）の配
布。 

オープニング：セッショ
ン 1 と同じ。 
 
アクティビティ：衛生行
動リレーレース、感情的
なデモンストレーショ
ン。フリップチャートを
用いた重要な衛生行動の
実践強調。 

 
 
クロージング：「コンペテ
ィションの優勝者、コミ
ットメント、証明書」の発
表と、持ち帰り品（ブラン
ド化したミラー）の配布。 

セッシ

ョン 6  

オープニング：セッション 1 と
同じ。 

 

アクティビティ：ソングパーテ
ィ、チャイルドライフゲーム、
輪投げゲーム。フリップチャー
トを用いた重要な衛生行動の
実践強調。 
 
クロージング：コンペティショ
ンの優勝者の発表、証明書の配
布と優勝者全員との写真撮影 

 

オープニング：セッショ
ン 1 と同じ。 
 
アクティビティ：タレン
トコンペティション、子
どもクラブの管理とモ
ニタリング。フリップチ
ャートを用いた重要な
衛生行動の実践強調。 
 
クロージング：コミット
メント、コンペティショ
ンの優勝者の発表、ブラ
ンド化した証明書の配
布。 

 

オープニング：セッショ
ン 1 と同じ。 
 
アクティビティ：チャイ
ルドライフゲーム、学校
を清潔に保つ役割と責任
分担。フリップチャート
を用いた重要な衛生行動
の実践強調。 
 
クロージング：コンペテ
ィションの優勝者、コミ
ットメントの発表、証明
書の受け取り、持ち帰り
品（ブランド化したミラ
ー）の配布。 

 
 

7.3.3 保健医療施設における衛生啓発 

a) 重要な行動を促す静的ナッジ 

保健医療施設では、次表に示すスタッフの行動変容を促すためのナッジを重要な場所に設置し

た。ほとんどのナッジは、初回の HBC 促進セッションの直後に設置された。 
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表 7-6 保健医療施設における静的ナッジ 

マダガスカル タンザニア ネパール 

   
手洗いを喚起するためのトイレ
から手洗い施設までの足跡 

手洗いを喚起するためのトイレ
から手洗い施設までの足跡 

手洗いを喚起するためのトイレ
から手洗い施設までの足跡 

 

 

 

 

 

 
要所に貼られた手洗い・清掃喚
起のための指差しステッカー 

要所に貼られた手洗い・清掃喚
起のためのステッカー 

要所に貼られた手洗い・清掃喚
起のためのステッカー 

   
廃棄物分別のための色分けされ
たゴミ箱 

廃棄物分別のための色分けされ
たゴミ箱 

廃棄物分別のための色分けされ
たゴミ箱 

 

 

 

 推奨される行動をイラストで示
したウォールペインティング 

 

 

b) HBC 促進セッション 

HBC 促進セッションは、保健医療施設スタッフに対し 6 回実施され、90％以上の参加率であっ

た。セッションで実施されるアクティビティは、施設スタッフが重要な衛生行動を実践するよう

動機づけるように設計され、実施された。適切な衛生行動が実践できるよう時間をかけて様々な

アクティビティがセッションに組み込まれており、一つのセッションは 45 分から 60 分の長さと

なっている。次表に、各国の HBC 促進セッションで実施されたアクティビティの概要を示す。 
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表 7-7 保健医療施設における HBC促進セッションでのアクティビティ 
セッシ
ョン 

マダガスカル タンザニア ネパール 

セッシ
ョン 1 

オープニング：参加者招待、
バナー設置。参加者はセッ
ション開始前に石鹸で手を
洗い、プログラムのジング
ルや歌に合わせ歌ったり踊
ったりする。 

 

 

アクティビティ：制度的誘
因、医療従事者のライフゲ
ーム。フリップチャートを
用いて主要衛生行動実践の
利点を強調する。 

 

クロージング：コンペティ
ションの発表。持ち帰り品
（主要衛生行動の書かれた
鏡）の配布、静的ナッジ（足
跡）の設置促進。 

 

オープニング：参加者招
待、バナー設置。参加者
はセッション開始前に
石鹸で手を洗い、プログ
ラムのジングルや歌に
合わせ歌ったり踊った
りする。 

 

アクティビティ：ストー
リーテリング、医療従事
者のライフゲーム。フリ
ップチャートを用いて
主要衛生行動実践の利
点を強調する。 

 

クロージング：コンペテ
ィション、コミットメン
トの発表。 

オープニング：参加者招待、
バナー設置。参加者はセッシ
ョン開始前に石鹸で手を洗
い、プログラムのジングルや
歌に合わせ歌ったり踊った
りする。 

 

アクティビティ：ストーリー
テリング、医療従事者のライ
フゲーム。フリップチャート
を用いて主要衛生行動実践
の利点を強調する。 

 

クロージング：コンペティシ
ョン、コミットメント、自己
評価チェックリストの発表。
持ち帰り品（鏡）の配布。 

 

セッシ
ョン 2 

オープニング：セッション
1 に同じ。 

 

アクティビティ：ビデオ上
映、リレーヒストリー、フ
ラッシュモブゲーム。フリ
ップチャートを用いて主要
衛生行動実践の利点を強調
する。 

オープニング：セッショ
ン 1 に同じ。 

 

アクティビティ：衛生行
動ホイールゲーム。フリ
ップチャートを用いて
主要衛生習慣実践の利
点を強調する。 

オープニング：セッション 1

に同じ。 

 

アクティビティ：衛生行動ホ
イールゲームとサプライズ
レター。フリップチャートを
用いて主要衛生行動実践の
利点を強調する。 
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セッシ
ョン 

マダガスカル タンザニア ネパール 

 

クロージング：コンペティ
ションの発表。持ち帰り品
（指さしステッカー）の配
布。 

 

クロージング：コンペテ
ィション、コミットメン
ト、施設を清潔に保つた
めの役割と責任の発表。
持ち帰り品（うちわとバ
ッジ）の配布。 

 

クロージング：コンペティシ
ョン、コミットメント、施設
を清潔に保つための役割と
責任の発表。持ち帰り品（鏡）
の配布。 

セッシ
ョン 3 

オープニング：セッション
1 に同じ。 

 

アクティビティ：劇とゲー
ム。フリップチャートを用
いて主要衛生行動実践の利
点を強調する。 

 

クロージング：コンペティ
ションの発表。持ち帰り品
（主要衛生習慣の書かれた
デスクスタンド）の配布。 

 

オープニング：セッショ
ン 1 に同じ。 

 

アクティビティ：リング
ゲーム。フリップチャー
トを用いて主要衛生行
動実践の利点を強調す
る。 

 

クロージング：コンペテ
ィション、コミットメン
トの発表。持ち帰り品
（指さしステッカー）の
配布。 

オープニング：セッション 1

に同じ。 

 

アクティビティ：詩のコンテ
スト、ビデオ上映。フリップ
チャートを用いて主要衛生
行動実践の利点を強調する。 

 

クロージング：コンペティシ
ョン、コミットメント、施設
を清潔に保つための役割と
責任の発表。持ち帰り品（ス
テッカー）の配布。 

 

 

 

セッシ
ョン 4 

オープニング：セッション
1 に同じ。 

 

アクティビティ：カードゲ
ームと手洗い実演。フリッ
プチャートを用いて主要衛
生行動実践の利点を強調す
る。 

 

オープニング：セッショ
ン 1 に同じ。 

 

アクティビティ：手紙交
換。フリップチャートを
用いて主要衛生行動実
践の利点を強調する。 
 

クロージング：コンペテ

オープニング：セッション 1

に同じ。 
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セッシ
ョン 

マダガスカル タンザニア ネパール 

クロージング：コンペティ
ションの発表。持ち帰り品
（保健医療施設の廃棄物処
理容器）の配布。 

 

ィション、コミットメン
トの発表。持ち帰り品
（鏡）の配布。 

 

アクティビティ：エモーショ
ン・デモンストレーション、
ヘビと梯子のゲーム。フリッ
プチャートを用いて主要衛
生行動実践の利点を強調す
る。 

 

クロージング：コンペティシ
ョン、コミットメント、施設
を清潔に保つための役割と
責任の発表。持ち帰り品（ス
テッカー）の配布。 

セッシ
ョン 5 

オープニング：セッション
1 に同じ。 

 

アクティビティ：手紙交換
となぞなぞ。フリップチャ
ートを用いて主要衛生行動
実践の利点を強調する。 

 

クロージング：コンペティ
ション優勝者発表・賞状授
与。持ち帰り品（主要衛生
行動の書かれたうちわ）の
配布。 

 

オープニング：セッショ
ン 1 に同じ。 

 

アクティビティ：感染予
防 ・ 制 御 （ Infection 

Prevention and Control: 

IPC）チェックリスト。フ
リップチャートを用い
て主要衛生行動実践の
利点を強調する。 

 

クロージング：コンペテ
ィション優勝者・賞状授
与・持ち帰り品（主要衛
生習慣の書かれたうち
わ）の配布。 

オープニング：セッション 1

に同じ。 

 

アクティビティ：パズルゲー
ムとホットポテトゲーム。フ
リップチャートを用いて主
要衛生行動実践の利点を強
調する。 

 

クロージング：コンペティシ
ョン優勝者発表・賞状授与。
持ち帰り品（主要衛生行動の
書かれたうちわ）の配布。 
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セッシ
ョン 

マダガスカル タンザニア ネパール 

セッシ
ョン 6  

オープニング：セッション
1 に同じ。 

 

アクティビティ：ウォーク
ソン（Walkthon）と医療従事
者のライフゲーム。フリッ
プチャートを用いて主要衛
生行動実践の利点を強調す
る。 

 

クロージング：コンペティ
ション優勝者発表・賞状授
与、記念撮影。 

 

オープニング：セッショ
ン 1 に同じ。 

 

アクティビティ：劇とエ
モーション・デモンスト
レーション。フリップチ
ャートを用いて主要衛
生行動実践の利点を強
調する。 

 

クロージング：コンペテ
ィション優勝者発表・賞
状授与・持ち帰り品（鏡、
うちわ、ステッカー）の
配布。継続のためのコミ
ットメントの発表。 

オープニング：セッション 1

に同じ。 

 

アクティビティ：医療従事者
のライフゲームとリングゲ
ーム。フリップチャートを用
いて主要衛生行動実践の利
点を強調する。 

 

クロージング：コンペティシ
ョン優勝者発表、賞状授与。
持ち帰り品（主要衛生行動の
書かれたうちわ）の配布。継
続のためのコミットメント
の発表。 

 

 

7.4 その他の参考情報 

衛生行動改善の活動を行うに当たって、参考となる情報を紹介する。 

 

7.4.1 JICA 水・衛生啓発ツール紹介のためのプラットフォーム 

「健康と命のための手洗い運動とプラットフォーム」の活動の一環として、技術協力プロジェ

クトや WASH 分野の活動を展開する「水の防衛隊」を含む海外協力隊が活動で作成した衛生啓発

ツールを紹介している。これらのツールを衛生啓発として用いて活動も実施が可能である。 

 

JICA 水・衛生啓発ツール紹介のためのプラットフォーム 

URL: https://www.jica.go.jp/activities/issues/water/sanitation/index.html 

 

7.4.2 簡易な手洗い装置の紹介 

株式会社 LIXIL は、COVID-19 の感染予防として、開発途上国向けの手洗いソリューションと

して、SATO Tap を開発している。一度に出る水量を極力抑えるように設計されており、低価格で、

世界中で手に入るペットボトルをタンクと利用できるようにしているものである。 
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図 7-2 LIXILの SATO Tap263 
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